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泉佐野市の障害者計画の愛称は、「いずみさの あいあいプラン」です。計画の基本

理念である、「ともに みとめあい ささえあい あいにつつまれるまち 泉佐野」の、

「みとめあいあいあいあい    ささえあいあいあいあい」の「あいあいあいあい」から名づけました。 



 

 

ごあいさつ 
 

泉佐野市では、平成 30（2018）年 3 月に策定した「いずみさの
あいあいプラン（第３次泉佐野市障害者計画中間見直し・第 5 期
泉佐野市障害福祉計画・第 1 期泉佐野市障害児福祉計画）」に基づ
き、「ともに みとめあい ささえあい あいにつつまれるまち 
泉佐野」を基本理念として、福祉、教育、就労、まちづくりなど
広範な分野にわたる施策を総合的、計画的に推進してきました。 

この間、国においては、平成 30（2018）年 4 月の社会福祉法改
正において「我が事・丸ごと」の地域づくり・包括的な支援体制
の整備をめざすことが明記され、そのためには住⺠に⾝近な圏域において、分野を超えて地
域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制づくりに努める
ことが示されました。また、令和 2 年 1 月頃より国内で感染が拡大しつつある新型コロナウ
イルス感染症の影響により生活に困窮する世帯が増大し、複合的な問題を抱えた家庭の相談
がますます増える傾向にあります。 

本市におきましては、平成 31（2019）年 4 月より従来の「障害福祉総務課」に高齢者福祉・
生活困窮者自立支援等の業務を加えた「地域共生推進課」を設置し、また、泉佐野市社会福
祉協議会においても同じく平成 31（2019）年 4 月より障害・高齢・生活困窮等の分野を超え
て総合的な相談支援を行う「基幹包括支援センターいずみさの」を開設しております。令和
２（2020）年 10 月からは各中学校区に１か所の「地域型包括支援センター」を設置し、住
⺠に⾝近な圏域において分野を超えて⽀援を⾏う体制づくりを進めてまいりました。 

このたび策定いたしました「いずみさのあいあいプラン（第 4 次泉佐野市障害者計画・第
6 期泉佐野市障害福祉計画及び第 2 期泉佐野市障害児福祉計画）」では、こうした社会動向と、
泉佐野市の障害者福祉施策の取組状況を踏まえ、障害のある人への支援に向けた目標を定め
るとともに、サービスの見込量、基盤整備等についての取組方向を示しております。 

今後、本市では障害のある人が地域の一員として、いきいきと日常生活や社会活動ができ
るよう、本計画に基づき、必要とされる障害福祉サービスを確保し、障害者福祉施策の推進
に努めてまいりますので、より一層のご理解とご協力をお願い申しあげます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、御尽力をいただきました泉佐野市障害者施
策推進協議会委員の皆様をはじめ、アンケート調査等を通じまして貴重な御意見をいただき
ました市⺠の皆様及び関係者の皆様に⼼からお礼申しあげます。 
 

令和 3（2021）年３月 
 

泉佐野市⻑  千代松 大耕
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■本文中の用語について■ 

巻末の「本文中の用語について」に解説を掲載している用語については、

初出箇所に「

※ 

」印を付けています。 
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第１章 計画の策定・推進・進行管理体制 

１ 計画策定の趣旨 

泉佐野市（以下、「本市」という。）では、これまで３次にわたる「障害者計画」を策定し、
福祉、教育、就労、まちづくりなど広範な分野にわたる施策を総合的、計画的に推進してき
ました。平成 27（2015）年度から令和２（2020）年度までを計画期間とする第３次泉佐野
市障害者計画では、「ともに みとめあい ささえあい あいにつつまれるまち 泉佐野」を
基本理念とし「相談⽀援体制の充実化」、「権利擁護※の強化」、「就労支援の強化」、「施策の谷
間にあった分野への⽀援」、「地域⽣活への移⾏⽀援」を最重点課題として位置付け、具体的
な数値目標の達成をめざして施策の推進を図るとともに、平成 30（2018）年には計画の中
間⾒直しを⾏い、国の施策動向や社会情勢等を踏まえた施策・目標を⾒直してきました。 

この間、国においては、「共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあ
らゆる活動に参加し、その能⼒を最大限発揮して自己実現できるよう支援する」こと等を基
本理念とする「障害者基本計画※（第４次）」が平成 30（2018）年３⽉に策定されるなど、
障害者⽀援の更なる充実が図られています。また、障害者の社会参加を⽀援する法整備や東
京パラリンピックの開催に向けた障害者スポーツへの注目の高まり等、障害者支援をめぐる
社会情勢の変化があります。 
このたび、第３次泉佐野市障害者計画の最終年を迎え、こうした社会の動きと、本市の障
害者施策の現状を踏まえた計画の⾒直しを⾏いました。 

また、障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律※（障害者総合支援法）
に基づく障害福祉サービス等が地域で計画的に提供されるよう、市町村においては障害福祉
計画及び障害児福祉計画の策定が求められていますが、本市の障害者計画は、これらの計画
を含めて⼀体的に策定しています。そのため、令和３（2021）年度から開始する第６期障害
福祉計画と、同じく令和３（2021）年度から開始する第２期障害児福祉計画も、本計画に含
まれるものとして一体的に策定します。 
今後、本計画の推進を通じて、障害福祉サービスや相談⽀援などの更なる整備・充実を図

るとともに、教育や就労、まちづくりなど広範な施策の推進を図り、障害のある⼈の⾃⽴と
社会参加を実現することをめざします。  
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２ 障害のある人に関する政策動向 

○社会福祉法の改正【平成 30（2018）年４⽉施⾏】 
地域共生社会※の実現に向けて、市町村は、①「住⺠に⾝近な圏域」において、地域住⺠
等が主体的に地域⽣活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備、②「住⺠に⾝
近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備、③多
機関の協働による包括的な相談支援体制の構築等を通じた包括的な支援体制の整備につい
て、これらの機能・取組を担うべき主体と協働して具体化・展開していくこと等が定めら
れました。 

 
○障害者総合支援法及び児童福祉法の改正【平成 30（2018）年４⽉施⾏】 

障害のある人が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対
する⽀援の⼀層の充実や、⾼齢障害者に対する介護保険サービスの円滑な利⽤を促進する
ための⾒直しが⾏われたほか、障害児⽀援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための
支援の拡充が図られました。 
また、⾃⽴⽣活援助※、就労定着支援※、居宅訪問型児童発達⽀援※、共生型サービス※が

創設され、障害児福祉計画の策定が義務付けられました。 
 
○内閣府第４次障害者基本計画の策定【平成 30（2018）年度〜令和４（2022）年度】 

共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、
その能⼒を最大限発揮して自己実現できるよう支援することを基本理念とし、基本的⽅向
として、2020 東京パラリンピックも契機として、社会のバリア（社会的障壁※）除去をよ
り強⼒に推進すること、障害者の権利に関する条約※の理念を尊重し、整合性を確保するこ
と、障害者差別の解消に向けた取組を着実に推進すること、着実かつ効果的な実施のため
の成果目標を充実させること等を掲げています。 
 

○障害者による⽂化芸術活動の推進に関する法律の制定【平成 30（2018）年６⽉施⾏】 
文化芸術基本法と障害者基本法※の基本的な理念にのっとり、障害者による⽂化芸術活動

の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の
個性と能⼒の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とする法律で、地⽅公共団体にお
ける、障害者による文化芸術活動の推進に関する計画の策定が努⼒義務化されました。 

 
○ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ⼀体的な推進に関する法律の制定 

【平成 30（2018）年 12⽉施⾏】 
「障害の有無、年齢等にかかわらず、国⺠⼀⼈⼀⼈が、社会の対等な構成員として、そ

の尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保
を通じてその能⼒を⼗分に発揮し、もって国⺠⼀⼈⼀⼈が相互に⼈格と個性を尊重しつつ
支え合いながら共生する社会」であるユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的か
つ一体的に推進することを目的としています。 
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○視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）の制定 
【令和元（2019）年６⽉施⾏】 

視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかか
わらずすべての国⺠が等しく読書を通じて⽂字・活字⽂化の恵沢を享受することができる
社会の実現に寄与することを目的とし、国及び地方公共団体が、視覚障害者等の読書環境
の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有することを示しています。 

 
○障害者の雇⽤の促進等に関する法律※の改正【令和２（2020）年４⽉施⾏】 
中央省庁が雇⽤する障害者数を⽔増ししていた問題を受け、障害者の雇⽤を⼀層促進す

るため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継
続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に
関する措置を講ずることを目的としています。また、国及び地方公共団体に対し、「障害者
活躍推進計画」の策定を義務付けています。 

 

 

 

３ 計画の位置付けについて 

○障害者計画は、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づくものであり、⻑期的な視野か
ら、障害者施策全般に関する基本的な方向と達成すべき目標を示す総合的な計画です。ま
た、市⺠が⾏う障害のある人に対する支援活動や本市の障害者施策に関するガイドライン
にもなるものです。 

 
○障害福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条第１項の規定に基づくものであり、国の基本
指針※に則して、３年間の障害福祉サービスの⾒込量等を⽰すものです。また、大阪府障害
福祉計画との整合を図りながら、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業※など
に関して、具体的な数値目標を設定し、その実現に向けて取り組むべき方策等を定めてい
ます。 

 
○障害児福祉計画は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項の規定に基づくものであり、国の基本
指針に則して、３年間の障害児支援の提供体制の整備等を示すものです。また、大阪府障
害児福祉計画との整合を図りながら、障害児通所支援及び障害児相談支援※などに関して、
具体的な数値目標を設定し、その実現に向けて取り組むべき方策等を定めています。 

 
○「第４次泉佐野市障害者計画」は、「第６期泉佐野市障害福祉計画」及び「第２期泉佐野

市障害児福祉計画」（以下、「第６期泉佐野市障害福祉計画等」という。）を含み、一体
的に記述しています。なお、障害福祉計画のうち、障害福祉サービスの⾒込量等について
は第５章に、障害児福祉計画のうち、障害児支援の提供体制の整備等については、第６章
に該当部分をまとめて掲載しています。 
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○本計画は、「第５次泉佐野市総合計画」、泉佐野市の福祉上位計画である「第３次泉佐野市
地域福祉計画」のほか、「泉佐野市第８期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」、「いずみ
さの子ども未来総合計画」、「第 2 次泉佐野市健康増進計画・食育推進計画」等の福祉関連
計画、「泉佐野市都市計画マスタープラン」、「泉佐野市教育振興基本計画」等の関係計画な
どとの連携・調和を図り、策定します。 

 

≪本市の他の計画との関連≫≪本市の他の計画との関連≫≪本市の他の計画との関連≫≪本市の他の計画との関連≫    
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子

ど
も

未
来

総
合

計
画

 

（
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
 

は
じ

め
、

子
育

て
支

援
施

策
 

の
方

向
性

を
定

め
た

計
画

）
 

障
害

者
計

画
・

障
害

福
祉

計
画

及
び

 

障
害

児
福

祉
計

画
 

（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
 

は
じ
め
、
障
害
児
者
福
祉
施
策
 

の
方
向
性
を
定
め
た
計
画
）

 

健
康

増
進

計
画

・
食

育
推

進
計

画
 

（
健

康
づ

く
り

に
関

す
る

施
策

 

の
方

向
性

を
定

め
た

計
画

）
 

一体化 

他
関

連
計

画
・

・
・

 

総合計画総合計画総合計画総合計画    

（最上位計画で、まちづくりの方向性を総合的に定めた計画） 
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４ 計画の目標時期について 

○第４次泉佐野市障害者計画の計画期間は令和３（2021）年度から令和８（2026）年度ま
での６年間となっており、計画中間年度にあたる令和５（2023）年度に目標数値や施策の
中間⾒直しを⾏うものとします。 

 
○第６期泉佐野市障害福祉計画及び第２期泉佐野市障害児福祉計画は、国の基本指針で３年
を１期として策定することとなっており、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度
までの３年間の計画とします。 

 

 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和６年度 

（2024） 

令和７年度 

（2025） 

令和８年度 

（2026） 

国 

       

障害者基本計画（第４次） （仮）第５次 

       

大阪府 

       

第４次 第５次障がい者計画 

       

第５期 第６期障がい福祉計画 （仮）第７期 

       

第２期 第２期障がい児福祉計画 （仮）第３期 

          

泉佐野市 

       

第５次泉佐野市総合計画（前期基本計画） （仮）後期基本計画 

       

第２次 第３次地域福祉計画 

       

第３次 第４次障害者計画【本計画】 

       

第５期 第６期障害福祉計画【本計画】 （仮）第７期 

       

第２期 第２期障害児福祉計画【本計画】 （仮）第３期 
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５ 計画の策定体制 

○障害者基本法及び障害者総合支援法において、計画策定の際は、障害のある人をはじめそ
の他の関係者の意⾒を反映することが望まれています。 

 
○本市においては、庁内の関係各課による障害児者施策推進委員会、分野別の６部会構成に

よる庁内作業部会、また、障害福祉に関わりの深い団体や関係機関の代表者による障害者
施策推進協議会※及び⾃⽴⽀援協議会※を開催し協議いただくとともに、パブリックコメン
トを実施し、市⺠から提出された幅広いご意⾒を計画に反映しました。 
 
≪本計画の策定体制≫≪本計画の策定体制≫≪本計画の策定体制≫≪本計画の策定体制≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害児者施策推進委員会（課長級職員の参加） 

障害者施策推進協議会（学識経験者・当事者団体・関係機関の参加） 

療
育

・
教

育
部

会
 

社
会

参
加

部
会

 

生
活

環
境

部
会

 

権
利

擁
護

部
会

 

相
談

支
援

部
会

 

自立支援協議会（学識経験者・当事者団体・関係機関の参加） 

就
労

支
援

部
会

 

 
庁
 
内
 
 
 

第
４

次
障

害
者

計
画

・
 

第
６

期
障

害
福

祉
計

画
及

び
第

２
期

障
害

児
福

祉
計

画
 

事
務

局
（

地
域

共
生

推
進

課
・

子
育

て
支

援
課

）
 

作業部会（担当職員の参加） 
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本計画の活動指標 

理想の実現に向けた取組を 

数値化したもの 

 

 

 

 

 

 

６ 計画が実効性を持つために 

（１）成果目標及び活動指標の設定 

本計画は、障害者計画と障害福祉計画及び障害児福祉計画を一体的に策定しています。そ
のため、ニーズ調査から把握した当事者の障害者施策への満⾜度や市⺠の意識の変化度など
の成果目標に加え、国の基本指針に基づき第６期泉佐野市障害福祉計画等の成果目標を設定
し、共⽣社会の理念の実現に向けて計画の進捗を点検・評価します。 

この成果目標は、ニーズ調査等の結果を基に８つの分野ごとに設定します。それぞれの分
野における具体的施策を、他の分野の施策と連携しながら、総合的に実施することにより、
本市全体で達成をめざす水準です。 

また、成果目標を達成するために取り組む活動指標を具体的施策ごとに設定します。活動
指標の達成にあたり、市⾏政以外の関係機関・団体等が密接に関わる場合は、関係機関・団
体等への働きかけを⾏い、目標の達成をめざします。 

第 6期泉佐野市障害福祉計画等では、国の基本指針に基づき、令和５（2023）年度を目標
年度として、障害福祉サービス等及び障害児通所⽀援等の提供体制の確保に係る目標（成果
目標）を設定します。この成果目標を達成するため、令和３（2021）年度から令和５（2023）
年度までの各年度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量（活動指標）を設定し、
その必要量の確保のための⽅策を⽰すことで、第６期泉佐野市障害福祉計画等の目標の実現
を図ります。 

 

 

≪成果目標と活動指標のイメージ≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画の成果目標 

計画の推進によって得られる 

理想の姿 

 

 

 

 

第６期泉佐野市障害福祉計画及び 

第２期泉佐野市障害児福祉計画の目標 

ニーズ調査結果等を基に設定した 

目標 

指標の達成 

 

指標の達成 

具体的施策ごとに設定した 

活動指標 

障害福祉サービス等の 

種類ごとの必要な量 
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≪第４次泉佐野市障害者計画の成果目標≫ 

分野 成果目標 

(1)相談支援・ネットワ

ークの構築 

①相談支援体制についての当事者の満足度 

(2)差別の解消及び

権利擁護の推進 

①日常生活において、障害があるために差別や偏見を感じることがない

という当事者の割合 

②権利擁護支援体制についての当事者の満足度 

(3)余暇活動・生涯学

習活動 

①スポーツ・サークル・文化活動の推進施策についての当事者の満足度 

②障害のある子どもの図書館の利用率 

③障害のある子どもの体育館の利用率 

(4)療育・教育 

①障害の特性に応じたこども園・保育園での保育内容・小・中学校での教

育内容についての満足度 

②通っている学校生活での問題点について「特にない」と答えた割合 

③休日や放課後等の主な過ごし方について「特にない」と答えた割合 

(5)雇用・就労支援 ①就労支援体制への当事者の満足度 

(6)生活支援 ①保健・医療・福祉サービスについての当事者の満足度 

(7)生活環境 

①道路、公園、緑地、公共建築物などのバリアフリー

※

・ユニバーサルデ

ザイン

※

化の推進についての当事者の満足度 

(8)安全・安心 ①防災・防犯対策の充実についての当事者の満足度 
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≪第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の成果目標と活動指標の関係≫ 

                                                                                                                                                                                                               
 

       

施設入所者の地域生活への移行施設入所者の地域生活への移行施設入所者の地域生活への移行施設入所者の地域生活への移行    

○ 地域生活移行者の増加 

○ 施設入所者の削減 

障
害

の
有

無
に

よ
っ

て
分

け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
合

い
な

が
ら

共
生

す
る

社
会

の
実

現
 

地域生活支援拠点等地域生活支援拠点等地域生活支援拠点等地域生活支援拠点等

※※※※

がががが有する有する有する有する    

機能の充実機能の充実機能の充実機能の充実    

○ 地域生活支援拠点等の整備 

○ 地域生活支援拠点等の運用状況の検証及

び検討 

○ 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用時間数 

○ 生活介護

※

の利用者数、利用日数 

○ 自立訓練

※

（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数 

○ 就労移行支援

※

の利用者数、利用日数 

○ 就労継続支援

※

（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 

○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数 

○ 自立生活援助の利用者数 

○ 共同生活援助

※

の利用者数 

○ 地域相談支援（地域移行支援

※

、地域定着支援

※

）の利用者数 

○ 施設入所支援の利用者数（施設入所者の削減） 

○ 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用時間数 

○ 生活介護の利用者数、利用日数 

○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数 

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 

○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 

○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数 

○ 自立生活援助の利用者数 

○ 共同生活援助の利用者数 

○ 地域相談支援（計画相談支援

※

、地域移行支援、地域定着支援）

の利用者数 

○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数 

○ 医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数 

○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数 

○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 

○ 居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数 

○ 障害児相談支援の利用児童数 

○ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネー

ターの配置人数 

福祉施設から一般就労福祉施設から一般就労福祉施設から一般就労福祉施設から一般就労

※※※※

への移行等への移行等への移行等への移行等    

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の

増加    

○ 一般就労への移行における就労定着支援

利用率の増加 

○ 就労移行支援事業所の就労移行率の増加 

○ 就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の

向上 

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 

○    福祉施設（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、

自立訓練、生活介護）利用者から一般就労への移行者数 

○ 就労定着支援の利用者数 

    

○ 児童発達支援センター

※

の設置 

○ 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築    

○ 主に重症心身障害児を支援する児童発達

支援事業所及び放課後等デイサービス

※

事業所の確保 

○ 医療的ケア

※

児支援のための関係機関の

協議の場の設置 

○ 医療的ケア児等コーディネーターの配置 

精神障害にも対応した精神障害にも対応した精神障害にも対応した精神障害にも対応した    

地域包地域包地域包地域包括ケアシステム括ケアシステム括ケアシステム括ケアシステム

※

の構築の構築の構築の構築    

○ 精神病床から退院後１年以内の地域にお

ける平均生活日数 

○ 精神病床における１年以上長期入院患者

数 

○ 精神病床における早期退院率 

○  

○ 精神病床における早期退院率（入院後 3

か月・6 か月・1 年の退院率） 

（成果目標）（成果目標）（成果目標）（成果目標）    （活動指標）（活動指標）（活動指標）（活動指標）    

相談支援体制の充実・強化等相談支援体制の充実・強化等相談支援体制の充実・強化等相談支援体制の充実・強化等    

○ 基幹相談支援センター

※

の設置 

障害福祉サービス等の質を向上さ障害福祉サービス等の質を向上さ障害福祉サービス等の質を向上さ障害福祉サービス等の質を向上さ

せるための取組に係る体制の構築せるための取組に係る体制の構築せるための取組に係る体制の構築せるための取組に係る体制の構築    

○ 指導監査担当課との必要な連携等を行う

ことができる体制の構築 

○ 基幹相談支援センターの有無 

○    地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な助言・指導 

○ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援 

○ 地域の相談機関との連携強化の取組 

○ ペアレント・トレーニングやペアレントプログラム等の支援プロ

グラム等の受講者数 

○ ペアレントメンター

※

の人数 

○ ピアサポート

※

の活動への参加人数 

○ 障害福祉サービス等に係る各種研修 

○    障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果 

○ 障害福祉サービス事業所等に対する指導監査の結果の共有 
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（２）ＰＤＣＡサイクルによる効果検証 

○⼤阪府では、成果目標と活動指標については年１回、その進捗状況の分析・評価を⾏い、
必要な対応を⾏うこととしています。 

 
○本市では、毎年度、成果目標及び活動指標の数値等に基づき取組の実施状況及びその効果
を把握・評価・改善し、⼤阪府のスケジュールにあわせて進捗状況の分析・評価を⾏うこ
ととします。また、必要があると認めるときには、本計画の変更や事業の⾒直し等につい
て検討することとします。 
 

≪ＰＤＣＡサイクル

※

に基づく 1年間の具体的取組≫ 

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

・前年度３月末時点の

実績把握 

 

・成果目標・活動指標

の達成状況の分析・

評価 

 

↓ 

 

・当該年度において

“改善”すべき所を

整理 

６月 

分析・評価 

８月 

協議会等の 

開催 

９月～ 

事業の 

見直し 

２月 

協議会等の 

開催 

・分析・評価の結果、

当該年度の“改善”

について報告 

・協議会等の意見等を

踏まえ、計画の変更

や事業の見直しを

検討 

・障害者施策推進協議

会・自立支援協議会

において、計画の変

更や事業の見直し

を報告 
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（３）計画の推進・管理体制 

○計画を着実に進めていくためには、地域住⺠をはじめとした関係主体のパートナーシップ
が必要です。本市では、具体的な施策の実施にあたり、障害児者施策推進委員会が調整役
となって、庁内の各関係部局が協⼒する体制を取っています。また、障害のある⼈やその
家族等の意⾒及び要望を把握し、それらを施策の改善へと確実に落とし込んでいくために、
障害者施策推進協議会及び⾃⽴⽀援協議会が中⼼となった進⾏管理体制を整備しています。 

 

≪計画の推進・管理体制≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自立支援協議会自立支援協議会自立支援協議会自立支援協議会    

・地域課題の情報共有・改善・解決 

・専門部会にて調査・研究 

障害者市民障害者市民障害者市民障害者市民・団体・団体・団体・団体    

基
幹

相
談

支
援

基
幹

相
談

支
援

基
幹

相
談

支
援

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

セ
ン

タ
ー

セ
ン

タ
ー

セ
ン

タ
ー

    

・
相

談
の

内
容

に
応

じ
て

関
係

機
関

と
 

 
連

携
・

支
援

 

運
営

参
画

 
運

営
参

画
 

サービスの周知と提供 
意見や要望 

相
談

 

部局間調整 

指示、提案 

進
捗

状
況

の
報

告
 

協議、連携 

庁内関係部局庁内関係部局庁内関係部局庁内関係部局    

・計画に基づく各施策の実施 

・地域共生推進課が計画の進捗を管理 

情報提供 

障害児者施策推進委員会障害児者施策推進委員会障害児者施策推進委員会障害児者施策推進委員会    

・保健、医療、福祉関係課ほか全庁横断

の連携推進 

障害者施策推進協議会障害者施策推進協議会障害者施策推進協議会障害者施策推進協議会    

・障害者施策に関する専門的事項を調

査・審議 

・計画の実施状況の点検・評価 
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第２章 障害のある人の状況等 

１ 泉佐野市における障害のある人の数 

（１）障害者手帳所持者数の推移 

○各障害者手帳所持者数の推移をみると、身体障害者手帳※は平成 27（2015）年度以降減少
が続いています。療育⼿帳※、精神障害者保健福祉手帳※は増加傾向にあり、特に精神障害
者保健福祉⼿帳については、令和元（2019）年度は平成 27（2015）年度の 1.3倍となっ
ており、他の手帳に比べ、大きく増加しています。 

○手帳所持者数の総数は増加しており、総人口は減少傾向にあることから、人口比（総人口
に占める手帳所持者の割合）は増加傾向となっています。 

 

単位：人、％ 

 

身体障害者手帳 療育手帳 

精神障害者 

保健福祉手帳 

総数 

総人口 人口比 

所持者数 前年比 所持者数 前年比 所持者数 前年比 所持者数 前年比 

平成27年度 4,476 100.8 900 105.9 756 107.4 6,132 102.3 100,934 6.1 

平成28年度 4,415 98.6 909 101.0 810 107.1 6,134 100.0 100,767 6.1 

平成29年度 4,384 99.3 952 104.7 853 105.3 6,189 100.9 100,615 6.2 

平成30年度 4,339 99.0 998 104.8 912 106.9 6,249 101.0 100,596 6.2 

令和元年度 4,299 99.1 1,040 104.2 975 106.9 6,314 101.0 100,287 6.3 

※18 歳未満を含む。人口は各年度末時点 

資料：泉佐野市地域共生推進課 
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（２）障害児の推移 

○18歳未満の各障害者手帳所持者数の推移をみると、身体障害者手帳は平成 30（2018）年
度以降は 70 人台と継続して減少傾向にあります。精神障害者保健福祉手帳については、
平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度の５年のうち、４年で前年⽐２割以上の増
加となっており、増加が続いています。 

○本市の 18歳未満人口が減少している一方で、18歳未満の障害者手帳所持者数の総数は増
加しており、18 歳未満人口比（18 歳未満の人口に占める障害者手帳所持者の割合）は増
加傾向となっています。 

 

単位：人、％ 

 
身体障害者手帳 療育手帳 

精神障害者 

保健福祉手帳 

総数 
18歳 

未満 

人口 

18歳 

未満 

人口比 所持者数 前年比 所持者数 前年比 所持者数 前年比 所持者数 前年比 

平成27年度 85 100.0 251 105.5 28 140.0 364 106.1 16,652 2.2 

平成28年度 83 97.6 244 97.2 34 121.4 361 99.2 16,133 2.2 

平成29年度 86 103.6 259 106.1 31 91.2 376 104.2 15,578 2.4 

平成30年度 77 89.5 260 100.4 38 122.6 375 99.7 15,173 2.5 

令和元年度 72 93.5 259 99.6 47 123.7 378 100.8 14,836 2.5 

資料：泉佐野市地域共生推進課 
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（３）身体障害者手帳所持者数の推移 

○等級別に身体障害者手帳所持者数の推移をみると、全体では減少傾向となっています。等
級別でみると、１級、６級はほぼ横ばい、５級は増加、２〜４級は減少傾向となっていま
す。 

○障害の部位別に身体障害者手帳所持者数の推移をみると、「聴覚・平衡機能障害」と「内部
障害※」は増加傾向、「視覚障害」、「⾳声・⾔語障害」、「肢体不⾃由」は減少傾向となって
います。 
 

≪等級別身体障害者手帳所持者数≫≪等級別身体障害者手帳所持者数≫≪等級別身体障害者手帳所持者数≫≪等級別身体障害者手帳所持者数≫    

単位：人、％ 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

総数 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

平成27年度 1,248 27.9 723 16.2 754 16.8 1,208 27.0 250 5.6 293 6.5 4,476 

平成28年度 1,235 28.0 707 16.0 724 16.4 1,202 27.2 257 5.8 290 6.6 4,415 

平成29年度 1,243 28.4 686 15.6 715 16.3 1,182 27.0 272 6.2 286 6.5 4,384 

平成30年度 1,245 28.7 687 15.8 704 16.2 1,146 26.4 277 6.4 280 6.5 4,339 

令和元年度 1,244 28.9 672 15.6 687 16.0 1,120 26.1 291 6.8 285 6.6 4,299 

資料：泉佐野市地域共生推進課 
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≪障害の部位別身体障害者手帳所持者数≫≪障害の部位別身体障害者手帳所持者数≫≪障害の部位別身体障害者手帳所持者数≫≪障害の部位別身体障害者手帳所持者数≫    

単位：人、％ 

 視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害 

総数 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

所持 

者数 

構成比 

平成27年度 231 5.2 366 8.2 60 1.3 2,661 59.5 1,158 25.9 4,476 

平成28年度 231 5.2 365 8.3 57 1.3 2,610 59.1 1,152 26.1 4,415 

平成29年度 227 5.2 362 8.3 55 1.3 2,581 58.9 1,159 26.4 4,384 

平成30年度 219 5.0 362 8.3 57 1.3 2,509 57.8 1,192 27.5 4,339 

令和元年度 222 5.2 377 8.8 55 1.3 2,448 56.9 1,197 27.8 4,299 

資料：泉佐野市地域共生推進課 
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（４）療育手帳所持者数の推移 

○等級別に療育⼿帳所持者数の推移をみると、いずれの等級も所持者数は増加傾向にあり、
総数も増加傾向となっています。特に B２（軽度）については、平成 27（2015）年度か
ら令和元（2019）年度にかけて、100 人近く増加しており、構成比も５ポイント上がって
います。 

 

単位：人、％      

 Ａ（重度） Ｂ１（中度） Ｂ２（軽度） 

総数 

所持者数 構成比 所持者数 構成比 所持者数 構成比 

平成27年度 395 43.9 217 24.1 288 32.0 900 

平成28年度 398 43.8 215 23.7 296 32.6 909 

平成29年度 405 42.5 223 23.4 324 34.0 952 

平成30年度 410 41.1 230 23.0 358 35.9 998 

令和元年度 417 40.1 238 22.9 385 37.0 1,040 

資料：泉佐野市地域共生推進課        
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（５）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

○等級別に精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、１級はほぼ横ばいですが、２
級と３級は増加傾向、総数も増加が続いています。 

 

単位：人、％      

 １級 ２級 ３級 

総数 

所持者数 構成比 所持者数 構成比 所持者数 構成比 

平成27年度 71 9.4 512 67.7 173 22.9 756 

平成28年度 65 8.0 552 68.1 193 23.8 810 

平成29年度 65 7.6 575 67.4 213 25.0 853 

平成30年度 68 7.5 581 63.7 263 28.8 912 

令和元年度 74 7.6 609 62.5 292 29.9 975 

資料：泉佐野市地域共生推進課 
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２ ニーズ調査の結果概要について 

（１）調査の目的 

本調査は、「第４次泉佐野市障害者計画」の策定と「第６期泉佐野市障害福祉計画」及び
「第２期泉佐野市障害児福祉計画」を策定するにあたり、障害のある人（子ども）の実情や
ニーズを把握し、計画策定の基礎資料として障害者施策及び障害福祉の推進を図ることを目
的に実施しました。 
    

（２）調査設計 

・調 査 地 域︓泉佐野市全域 
・調査対象者︓令和２（2020）年９⽉１⽇時点で泉佐野市に居住している障害のある65歳未

満の方（65歳未満を対象とし、介護保険ニーズと分けて障害福祉ニーズを調
査しました） 

・調 査 期 間︓令和２（2020）年10月2１⽇（⽔）〜11⽉６⽇（⾦）まで 
・調 査 方 法︓郵送配布、郵送回収 
    

（３）回収結果 

対象者 配布数 有効回収数 有効回収率 

18 歳以上全体 1,000 441 44.1％ 

 

身体障害のある人 500 262 52.4％ 

知的障害のある人 250 131 52.4％ 

精神障害のある人 250 119 47.6％ 

18 歳未満全体 333 162 48.6％ 

※18 歳以上の有効回収数には複数の障害者手帳を所持し、複数の障害のある人に数えられている人を含

むため、障害種別の回収数の合計と 18 歳以上全体とは一致しません。 
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（４）調査結果の概括 

18 歳以上調査 

①回答者について 

○回答者の年齢は、全体では「60歳〜64 歳」が 17.9％で最も多く、次いで「55歳〜59歳」
が 15.9％となっています。身体障害者手帳所持者では 50歳以上が多く、療育⼿帳所持者
では 20歳代から 40歳代、精神障害者保健福祉手帳所持者では 40歳代後半から 50歳代
が多くなっています。 

○発達障害※の診断については 15.6％、難病※（特定疾患）の認定については 8.2％が「受け
ている」と回答しています。 

○介助している人については、「介助は受けていない」が 33.1％と最も多く、次いで「⽗⺟」
が 31.1％となっています。 

○今後どのような暮らし方をしたいかについては、全体では「家族と一緒に暮らしたい」が
52.8％と最も多く、次いで「ひとりで暮らしたい」が 15.2％となっています。療育⼿帳所
持者では、「仲間と地域で共同生活がしたい（グループホームなど）」が 21.4％、精神障害
者保健福祉手帳所持者では、「ひとりで暮らしたい」が 24.4％、「結婚して配偶者（夫また
は妻）と暮らしたい」が 18.5％と、それぞれ他の障害より多くなっています。 

 
②生活支援について 

○悩みや困りごとを主に相談する人（場所）は、全体では「家族・親せき」が 71.2％と最も
多くなっています。所持手帳別にみると、いずれも「家族・親せき」の割合が最も多く、
次いで⾝体障害者⼿帳所持者では「友⼈・知⼈」、療育⼿帳所持者では「サービスを受けて
いるところ」、精神障害者保健福祉⼿帳所持者では「医療機関（病院・診療機関など）」の
割合が多くなっています。 

○相談する場所に期待することについては、全体では「いつでもすぐに相談にのってもらえ
ること」が 37.9％と最も多く、次いで「必要な関係機関と迅速に連携してくれること」が
28.3％となっています。 
○現在の⽣活で困っていることや不安に思っていることについては、全体では「将来の⽣活

に関すること」が 53.5％で最も多く、次いで身体障害者手帳所持者では「障害や病状に関
すること」、療育⼿帳所持者では「健康や医療に関すること」、精神障害者保健福祉⼿帳所
持者では「家計・経済に関すること」が多くなっています。精神障害者保健福祉手帳所持
者では、他の障害と⽐べて困っていることや不安に思っていることの各項目の回答割合が
高くなっています。 
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○障害者総合支援法の障害支援区分認定を受けているかについては、全体では「受けていな
い」が 54.6％、区分１から区分６のいずれかの認定を受けているのが合計で 21.4％とな
っています。所持手帳別にみると、いずれかの認定を受けている割合は、身体障害者手帳
所持者 19.9％、療育⼿帳所持者 50.4％、精神障害者保健福祉手帳所持者 14.2％となって
います。 
○今後利⽤したいサービスについて、所持⼿帳別にみると、⾝体障害者⼿帳所持者では「補
装具や日常生活用具の給付」、「⾃⽴した⽇常⽣活における総合的な相談の場」、療育⼿帳所
持者では「外出時の付き添いや介助」、「グループホーム」、精神障害者保健福祉手帳所持者
では「⾃⽴した⽇常⽣活のための総合的な相談の場」、「⾦銭管理などの⽀援」、「ひとり暮
らし世帯への緊急訪問や相談⽀援などの⾒守り⽀援」が多くなっています。 
○サービスを「何も利⽤していない」は 50.1％となっています。「必要を感じないから」が

52.0％と最も多く、次いで「サービスのことを知らない、または利⽤⽅法がわからないか
ら」が 28.1％となっています。特に精神障害者保健福祉手帳所持者については、「サービ
スのことを知らない、または利⽤⽅法がわからないから」が 40.3％となっており、サービ
スについて⼗分な知識がないために利⽤に結びついていない⼈が⼀定数いることがうかが
えます。 
 

③保健・医療について 

○現在の通院状況（リハビリ含む）については、「１か⽉に２回以上」と「１か⽉に１回程度」
がいずれも 26.8％で最も多くなっています。 

○医療を受ける上で困っていることについては、「特にない」を除くと「医療費の負担が⼤き
い」が 20.0％で最も多く、次いで「通院（病院までの移動）が困難である」が 15.0％と
なっています。 
○何らかの医療的ケアを必要としている⼈は 10.0％となっています。そのうちほぼ常時ケア

が必要な人が 27.3％となっています。医療的ケアの種類については、どの項目にも少しず
つ回答があり、多様なケアが求められていることがわかります。 
○障害のある⼈の保健・医療に関して必要なことについては、「障害のある人が安心して地域
で医療を受けられる体制の整備」が 65.3％で最も多く、次いで「保健・医療・福祉など関
係機関の連携による医療的ケア体制の確保」が 44.0％となっています。 
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④就労について 

○現在の収⼊については、全体では「年⾦（障害年⾦など）」が 56.9％で最も多く、次いで
「給料・賃⾦」が 34.0％となっています。療育⼿帳所持者については、「年⾦（障害年⾦
など）」が 75.6％で最も多く、次いで「福祉施設の工賃」が 28.2％となっており、「給料・
賃⾦」という回答は 18.3％と他より少なくなっています。 

○現在の就労状況については、全体では「働いていない」が 45.6％で最も多く、「働いていな
い」を除くと身体障害者手帳所持者では「会社などで正社員・正職員として働いている」が
19.1％、療育⼿帳所持者では「福祉施設・作業所などで働いている（福祉的就労※）」が 40.5％、
精神では「会社などで臨時職員、アルバイト、パートとして働いている（内職を含む）」が
22.7％でそれぞれ最も多くなっています。 

○収入の月額については、全体では１万円から 10万円の間で約４割が回答しており、10万円
未満の回答が 51.3％と半数を超えています。10万円未満という回答については、療育⼿帳
所持者で 78.4％、精神障害者保健福祉手帳所持者で 60.8％となっています。現在の仕事で
の困っていることや不満についても、全体では「特にない」を除くと「給料・⼯賃が少ない」
が 37.8％で最も多くなっています。 

○現在の仕事で困っていることの相談先については、「家族・親せき」が 41.7％で最も多く、
次いで「職場の⼈（同僚、上司など）」が 35.2％となっています。 
 

⑤社会参加について 

○⾝のまわりで改善が必要なものについては、「障害への理解」が 42.2％で最も多くなって
おり、次いで「緊急事態が起こった時の対応」が 31.3％となっています。 

○最近の社会参加の状況について、『活動あり（最近１か月間に１回以上の回答があったもの）』
は、「買い物（日常の買い物を含む）」が 58.7％と最も多く、次いで、「家族・友人・知人
との交流」が 38.8％となっています。これ以外の項目については１割以下となっており、
社会参加の形態が限られた状況にある人が少なくないことがうかがえます。 

○今後してみたい（続けたい）社会参加については、「買い物（日常の買い物を含む）」が 68.3％
と最も多く、次いで「家族・友⼈・知⼈との交流」が 56.9％となっています。また、「旅
⾏」（45.6％）や「趣味などの文化・芸術活動」（30.2％）は、実際の参加状況と比べて今
後してみたい割合が 20 ポイント以上高くなっており、潜在的なニーズが大きいことが示
されています。 
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⑥災害時のことについて 

○災害などの緊急事態が発生した場合、ひとりで避難できるかについては、全体では「ひと
りでは避難できないと思う」が 38.3％で最も多く、「ひとりで避難できると思う」が 34.2％
となっています。療育⼿帳所持者では、「ひとりで避難できると思う」は 15.3％と少なく、
「ひとりでは避難できないと思う」が 67.2％となっています。 
○「地域の絆づくり登録制度（避難⾏動要⽀援者※登録制度）」については、「⾔葉も内容も知

らない」が 66.2％、福祉避難所※の認知度については、「どういうものかも、場所も知らな
い」が 77.6％となっており、引き続き制度の周知が求められます。 
○災害などが起きたときに⽀援してほしいことについては、全体では「必要な治療や薬を確

保してほしい」が 40.8％で最も多く、次いで「災害情報を知らせてほしい」が 34.7％と
なっています。療育⼿帳所持者では、「避難場所までの避難を⽀援してほしい」が 37.4％
で最も多くなっています 

 
⑦差別の解消と権利擁護について 

○障害者差別解消法※を知っているかについては、「⾔葉も内容も知らない」が 60.5％で最も
多く（前回調査では 57.6％）、周知が進んでいないことがうかがえます。 
○⽇常⽣活において障害のために差別や偏⾒を感じることがあるかについては、「よく感じる」

または「ときどき感じる」の合計が、身体障害者手帳所持者で 37.8％、療育⼿帳所持者で
で 49.7％、精神障害者保健福祉手帳所持者で 52.9％となっています。知的障害や精神障
害についての差別・偏⾒を感じる⼈が多くなっており、それらを感じたのがどのようなと
きかについては、療育⼿帳所持者では「街の中での視線」が 70.3％、精神障害者保健福祉
手帳所持者では「人間関係」が 69.8％で最も多くなっています。 

○虐待を受けたり、障害のある⼈が虐待されたことを⾒たり聞いたりしたことがあるかにつ
いて、「虐待のような扱いを受けたことがある」は、身体障害者手帳所持者で 6.5％、療育
手帳所持者で 10.7％、精神障害者保健福祉手帳所持者で 17.6％となっています。 

○悪徳商法などの消費者トラブルに巻き込まれたことについて、「巻き込まれた」または「巻
き込まれそうになった」という回答は、全体では合計で 15.0％となっていますが、精神障
害者保健福祉手帳所持者では 25.2％と多くなっています。 
○⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業や成年後⾒制度※について、「⾔葉も内容も知っている」という回答
は、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業で 16.8％、成年後⾒制度で 25.6％となっています。 
○障害のある⼈への市⺠の理解を深めるために必要なことについては、「学校における福祉教

育の充実」が 28.3％で最も多く、⼦どものころからの理解促進が求められています。 
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⑧その他について 

○必要な情報の入手法についてみると、全体では「家族・親せき」が 57.1％で最も多く、次
いで「インターネット（携帯電話・スマートフォンを含む）」が 39.7％、「テレビ・ラジオ・
新聞・雑誌」が 34.0％となっています。療育⼿帳所持者では、「家族・親せき」に次いで
「サービスを受けているところ」が 38.2％で多くなっています。 

○ヘルプマークを知って（持って）いるかについては、「知らない」が 65.8％で最も多く、
次いで「ヘルプマークを知っている」が 23.8％となっており、「ヘルプマークを持ってい
る」は 7.5％となっています。 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活で特に困っていることについては、全
体では「外出の制限」が 37.4％で最も多く、次いで「特にない」が 27.4％となっていま
す。療育⼿帳所持者では「外出の制限」が 51.1％、精神障害者保健福祉手帳所持者では「支
出の増加」が 24.4％（全体 12.7％）で、他の障害より多くなっています。 

 
⑨泉佐野市の障害者施策について 

○現在の泉佐野市の障害者施策については、どの施策に関しても、満足と感じている回答よ
りも不満に感じている回答のほうが⾼くなっており、前回調査とも⼤きな差はみられませ
ん。「不満」または「やや不満」という回答が最も多いのは「道路、公園、緑地、公共建築
物などのバリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進」で、「満足」または「やや満足」
が最も多いのは「在宅での⽣活や介助をしやすくするための、保健・医療・福祉サービス
の充実」となっています。 
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18 歳未満調査 

①回答者について 

○調査対象の⼦ども以外に兄弟姉妹、祖⽗⺟などの中で介護・介助が必要な⼈については、
「祖⽗⺟に介護・介助が必要である」が 9.9％、「兄弟姉妹に介助・支援が必要なお子さん
がいる」が 8.6％となっており、ダブルケアの状態にある世帯が一定数いることがわかり
ます。 

○子どもの介助・支援について、手助けしてくれる人については、「介助・支援を分担してく
れる人がいる」が 44.4％で最も多く、次いで「介助・支援を少し分担してくれる人がいる」
が 24.7％となっています。一方で、「介助・支援を手助けしてくれる人はいない」が 11.7％
となっており、⽀援者が孤⽴している状態にある世帯があることも⽰されています。 

 

②子どもの発達上の障害について 

○初めて⼦どもの発達が気になった年齢については、「０歳〜１歳６か⽉」が 50.6％で最も
多く、次いで「１歳７か⽉〜３歳」が 32.7％となっています。 
○⼦どもが所持している障害者⼿帳については、「療育⼿帳」が 54.3％で最も多く、次いで

「手帳は持っていない」が 23.5％となっています。⼿帳を持っていない理由については、
「その他」を除くと、「障害が軽度のため、取得できない」が 23.7％となっています。 

○発達障害の診断については 64.8％、難病（特定疾患）の認定については 6.8％が「受けて
いる」と回答しています。 

 

③子どもの日中の過ごし方について 

○⼦どもの休⽇、放課後等の主な過ごし⽅については、全体では「⾃宅でテレビなどを観て
過ごす」が 73.5％で最も多く、次いで「放課後等デイサービスを利⽤している」が 44.4％
となっています。 
○放課後や休⽇の過ごし⽅について、施設等の利⽤状況をみると、「図書館」、「習いごと」、
「障害福祉サービス事業所」については、「⽇常」または「時々」利⽤しているという回答
が３割を超えています。⼀⽅で、「体育館」、「習いごと」については、「利⽤したくてもで
きない」が２割を超えています。  
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④保護者同士のネットワークについて 

○子どもの心身の発達への課題を含めて相談できる人については、「相談相手がいる」が
78.4％、「相談相手がいない」は 21.6％となっています。 

○相談相手がいる人については、「障害のあるお子さんがいる相談相手も、障害のあるお子さ
んがいない相談相手もいる」が 51.2％で最も多く、次いで「相談相手にも障害のあるお子
さんがいる」が 26.3％となっています。相談相⼿と知り合った場所については、「療育機
関（木馬園など）」が 45.9％で最も多くなっています。相談相手と子どもを預けたり、預
かったりができるかについては、「無理だと思う」が 39.8％、「預かったことがある、預け
たことがある」または「可能だと思う」は 32.6％となっています。 

○相談相手がいない人の相談についての考えでは、「市役所や施設などの相談窓口ですれば、
それで十分」が 42.2％で最も多く、次いで「親同士のつながりが重要であると思うが、ど
のようにしてつながりをつくればよいかわからない」が 32.8％となっており、保護者の孤
⽴を防ぐための⽀援の必要性がうかがえます。 

 

⑤子どもの療育・保育等について 

○現在、どのような療育を受けているか、または過去に受けたことがあるかについては、児
童発達支援」が 49.4％で最も多く、次いで、「保育所（園）・幼稚園・認定こども園の療育」
が 23.5％となっています。 
○療育機関・園での⽣活や⽀援での問題点については、「通園が⼤変」が 27.8％で最も多く、

次いで、「特にない」が 25.3％、「家族の同伴を求められる」、「延⻑保育など、時間外に対
応してくれない」が 19.8％となっています。 

○療育に関して求める⽀援については、「適切な⾏動や対⼈コミュニケーション能⼒など社会
的なスキルを教えてくれる機関」が 48.1％で最も多く、次いで「発達障害専門の医療機関」
が 33.3％、「着替え・食事など身の回りのことに関わる日常のスキルを身に付けるサポー
ト」が 27.8%となっています。 

 
⑥子どもの教育・育成について 

○子どもにとって望ましい就学環境については、「地域の学校の支援学級※において、できる
だけ専門的な教育やサポートが得られる環境」が 41.3％で最も多く、次いで「地域の学校
において、できるだけほかの児童・生徒と同様の教育やサポートが得られる環境」が 27.5％
となっており、地域の学校への就学を希望する回答が多くなっています。 

○子どもが進学時に希望した学校に通っているかについては、「はい」が 91.7%、「いいえ」
が 7.3％となっています。 
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○障害のある児童・生徒の教育・育成に関して必要なことについては、「児童・生徒の個々の
ニーズに応じた学習指導の充実」が 66.1％で最も多く、次いで「障害への理解を深めるた
め、すべての児童・生徒に対する人権教育の推進」、「障害のある児童・生徒の保護者に対
する精神的な支援」が 31.2％となっています。 

 
⑦相談窓口について 

○「普通」が 45.7%と最も多く、「満足」と「やや満足」の合計が 33.9%、「不満」と「や
や不満」の合計が 18.5%となっています。不満の理由としては、「相談員の知識や経験が
不⾜している」が 60.0％で最も多く、次いで「相談したい⽇・時間に利⽤できない」が
30.0％となっています。 

○現在現在相談している内容については、「発達の状況」が 44.4％で最も多く、次いで「コ
ミュニケーション」が 32.7%、「⾏動上の問題」が 32.1％となっています。 

○相談機関に期待することについては、「必要な機関と迅速に連携してくれること」が 42.0％
で最も多く、次いで「具体的にアドバイスしてくれること」が 40.7％、「スタッフが専門
的な知識を有していること」が 38.9%となっています。 

 

⑧情報の入手や提供のあり方について 

○サービスに関する情報を入手している場所についてみると、全体では「友人・知人」が
38.9％で最も多く、次いで、「保育所（園）等または学校」が 30.2％、「インターネット（携
帯電話・スマートフォンを含む）」が 27.8％となっています。 
○⼦どもの発育についてどのような情報の提供を望んでいるかについては、「福祉や医療、教
育などの制度についての情報」が 48.8％で最も多く、次いで「言語の発達についての情報」
が 25.9%、「多動や他害などの問題⾏動に関する情報」が 24.7％となっています。 

○サポートブック「はぐノート」については、「持っている」が 51.9%、「持っていない」が
48.1%となっています。持っている人のうち、「はぐノートに記入し、すでに活用している」
は 16.7％、「はぐノートに記入はしているが、活用していない」が 56.0%で最も多くなっ
ています。記入の仕方などを気軽に相談できる「はぐノートの会」への参加については、
「参加したいと思う」が 34.0％、「参加したいとは思わない」が 43.8％となっています。 
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⑨災害時のことについて 

○災害などの緊急事態が発生した場合、子どもはひとりで避難できるかについては、「ひとり
では避難できないと思う」が 76.5％で最も多く、「ひとりで避難できると思う」は 12.3％、
「わからない」が 11.1％となっています。 
○「地域の絆づくり登録制度（避難⾏動要⽀援者登録制度）」について知っているかどうかに

ついては、「しらない」が 74.7％、「福祉避難所」については、「どういうものかも、場所
も知らない」が 75.3％となっており、利⽤可能な制度の周知に課題があることがうかがえ
る結果となっています。 

○災害が起きた時に子どもに支援してほしいことについては、「避難場所までの避難を支援し
てほしい」が 54.3％で最も多く、次いで「避難時に声かけをしてほしい」が 44.4％とな
っています。 

 

⑩差別の解消と権利擁護について 

○障害者差別解消法については、「言葉も内容も知らない」が 51.2％で最も多くなっていま

す。前回調査（47.6％）と比べても、周知が進んでいないことが示されています。 

○身近で、障害のある人が家族や施設の職員などから虐待を受けたことを見たり聞いたりし

たことがあるかについては、「自分の子どもが虐待を受けたり、虐待の様な扱いを受けたこ

とがある」が 6.8％、「障害のある方が虐待を受けているところや虐待のような場面を見た

ことがある」が 4.3％、「障害のある方が虐待を受けていることを聞いたことがある」が

14.2％となっています。 

 

⑪保健・医療のことについて 

○⼦どもの現在の通院状況（リハビリを含む）については、「年に数回」が 43.8％で最も多
く、次いで「通院していない」が 24.1％となっています。 
○医療を受ける上で困っていることについては、「特にない」が 36.4％で最も多く、次いで
「専門的な治療をする病院が近くにない」が 33.3％、「通院（病院までの移動）が困難で
ある」が 24.7％となっています。 
○医療的ケア（服薬や通院を除く）の必要については、4.9％が何らかのケアが必要だと回答

しており、「経管栄養（胃ろう、中心静脈栄養など）」が 3.1％、「気管内・口腔内吸引（た
んの吸引など）」が 2.5％となっています。医療的ケアが必要な頻度については、何らかの
ケアが必要とした７人のうち６人が「ほぼ常時」と回答しています。  
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⑫福祉サービスについて 

○福祉サービスについては、「利⽤している」が 65.4％、「利⽤していない」が 34.0％とな
っています。福祉サービスを利⽤している⼈が現在利⽤している福祉サービスについては、
「放課後等デイサービス」が 67.0％で最も多く、次いで「相談支援」が 57.5％となって
います。 

 

⑬泉佐野市の障害児施策について 

○現在の泉佐野市の障害児施策の満⾜度については、不満という回答（「不満」と「やや不満」
の合計）が満足という回答（「満足」と「やや満足」の合計）を上回っているのが、「差別や
偏⾒をなくすための、障害への理解・啓発の取組」、「相談⽀援体制の充実」、「道路、公園、
緑地、公共建築物などのバリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進」、「防災・防犯対策
の充実」となっており、満⾜という回答が不満という回答を上回っているのが、「障害の特
性に応じた保育所・幼稚園での保育内容、小・中学校での教育内容」、「在宅での⽣活や介助
をしやすくするための、保健・医療・福祉サービスの充実」、「安心して出産や育児ができる
⺟⼦保健・医療サービス」となっています。 



 

31 

 

 

 

 

 

第３章 

計画の基本的考え方 

 

        



 

32 

第３章 計画の基本的考え方 

１ 基本理念 

本市は、これまでの計画を引き継ぎ、以下の基本理念に基づいて障害者施策を推進します。 
 

 

 

 

 

 

障害者基本法においては、法の目的として、「共⽣社会を実現するため、障害者の⾃⽴及び
社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進する」とされています。 

本市の最上位計画である「第５次泉佐野市総合計画」では、支え合い・福祉・健康分野の
基本方向を「すこやかで、ひとがつながり支え合うまちづくり」とし、障害福祉分野につい
ては、「障害のある人が安心して充実した暮らしができる地域社会づくりをめざします」とう
たっています。 

 
本計画においても、⼦どもから⾼齢者まで、障害の有無にかかわらず、すべての市⺠が、
ともに、認めあい、⽀えあい、地域でいきいきと暮らせるよう、市⺠⼀⼈ひとりが「つなが
り支え合うまちづくり」をめざします。 

 
以上のことから、本計画では、「ともに みとめあい ささえあい あいにつつまれるまち 
泉佐野」を基本理念として定め、この基本理念の「みとめあい ささえあい」から、「いずみ
さの あいあいプラン」と愛称を付けています。 

 
お互いの⽴場を理解しあうやさしさを持ち、ふれあい、交流することで輪と和が拡がって
いきます。みんなの⼒で、「やさしさとふれあいのあるまちづくり」を進めていきましょう。 

 
この基本理念をもとに、市⺠に対して⾏ったアンケート調査と、当事者へのニーズ調査な

どの結果を受けて、３つの基本目標を次のように設定します。 
 

 

  

ともに みとめあい ささえあい  

あいにつつまれるまち 泉佐野 
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２ 基本目標 

 

 

 

 

 

障害のある⼈が、⾃らの⽣き⽅や⽣きがいを選ぶことができ、⼀⼈ひとりの能⼒と意思
が最大限に尊重され、主体的に社会参加できることをめざします。障害福祉サービス等の
支援を受ける際には、障害のある人の自己決定と自己選択を尊重し、相談支援等の体制整
備を進めます。 

 
基本目標１では、次の３つの分野において、具体的施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

○より相談しやすい窓口の整備と相談支援機関相互のネットワーク化を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

○障害者差別解消法等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組みます。 
○成年後⾒制度利⽤促進法に基づき、成年後⾒制度の利⽤促進を図ります。 
○障害者虐待防⽌法に基づく障害者虐待の防⽌等、障害のある⼈の権利擁護のための取組

を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

○障害のある人もない人も共に楽しむ様々な余暇活動等の機会を拡大します。 
 

  

障害のある人の主体性を尊重し、障害のある人の主体性を尊重し、障害のある人の主体性を尊重し、障害のある人の主体性を尊重し、    

いきいきと活動するための支援に取り組みますいきいきと活動するための支援に取り組みますいきいきと活動するための支援に取り組みますいきいきと活動するための支援に取り組みます    

基本目標 １ 

相談支援・ネットワークの構築相談支援・ネットワークの構築相談支援・ネットワークの構築相談支援・ネットワークの構築    

分野１ 

差別の解消差別の解消差別の解消差別の解消及び権利擁護の推進及び権利擁護の推進及び権利擁護の推進及び権利擁護の推進    

分野２ 

余暇活動・余暇活動・余暇活動・余暇活動・生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動    

分野３ 
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障害のある人が、乳幼児期から就学期、成人期、高齢期までの人生における全段階を通
じて適切な⽀援を受けることができるよう、教育、雇⽤、福祉、医療等の各分野の有機的
な連携の下、施策を総合的に展開し、切れめのない⼀貫した⽀援の仕組みをつくります。 

 
基本目標２では、次の３つの分野において、具体的施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

○必要な時期に必要な療育を受けられるよう、障害の早期発⾒・早期療育体制を整備しま
す。 
○障害のある児童・⽣徒が、合理的配慮※を含む必要な⽀援の下、その年齢及び能⼒に応じ、

かつその特性を踏まえた十分な教育を可能な限り障害のない児童・生徒と共に受けるこ
とのできる仕組みを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

○障害の特性に応じた雇⽤の場の確保や就労⽀援体制の確⽴及び授産製品※の販路拡⼤を
進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

○ライフステージごとに、必要な支援を受けられるサービス提供体制を整備します。 
  

ライフステージライフステージライフステージライフステージ

※※※※

をををを通じて通じて通じて通じて    

切れめのない支援体制切れめのない支援体制切れめのない支援体制切れめのない支援体制を構築しますを構築しますを構築しますを構築します    

基本目標 ２ 

療育・療育・療育・療育・教育教育教育教育    

分野４ 

雇用・雇用・雇用・雇用・就労支援就労支援就労支援就労支援    

分野５ 

生活支援生活支援生活支援生活支援    

分野６ 
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≪ライフステージに応じた支援体制の充実≫ 

■自立生活援助 

大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金 
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障害のある⼈の活動の場や⾏動範囲を広げ、⾃由な社会参加を促進するために、ハード・
ソフト両面での社会のバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインに基づ
いたまちづくりを進めます。障害のある人を、災害・犯罪・消費者被害から守り、地域で
安心して暮らせるための仕組みづくりを進めます。 

 
基本目標３では、次の２つの分野において、具体的施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

○安⼼して⽣活できる住宅の確保、建築物、公共交通機関等のバリアフリー化を推進する
とともに、障害のある人に配慮したまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

○防災・防犯対策の推進、消費者被害からの保護等を進めます。 
 

 

 

  

地域で安心して地域で安心して地域で安心して地域で安心して    

快適に快適に快適に快適に暮らせるまち暮らせるまち暮らせるまち暮らせるまちづくりをづくりをづくりをづくりを進めます進めます進めます進めます    

基本目標 ３ 

生活環境生活環境生活環境生活環境    

分野７ 

安全・安全・安全・安全・安心安心安心安心    

分野８ 
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３ 各分野に共通する横断的視点 

（１）障害のある人の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

障害のある人を施策の客体ではなく、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会
に参加する主体として捉え、障害者施策の策定及び実施にあたっては、障害のある人及びそ
の家族等の関係者の意⾒を聴き、その意⾒を尊重します。 
政策決定過程への参画を促進する観点から、本市の審議会等の委員等の選任にあたっては、

障害のある人の委員への選任に努めることとします。特に、障害者施策を審議する審議会等
については、障害種別等にも配慮し、障害のある⼈の委員への選任を⾏います。その際、委
員の障害特性に応じた適切な情報保障等を確保します。また、これらの審議会等の会議資料
等をはじめとする障害者施策に関する情報の公開や障害者施策に関連する計画等に関する意
⾒募集（パブリックコメント）は、障害特性に配慮して実施します。併せて、障害のある⼈
本人の自己決定を尊重する観点から、適切に意思決定を⾏い、その意思を表明することがで
きるよう、相談の実施等による意思決定の支援とともに、言語（手話を含む。）その他の意思
疎通のための手段を選択する機会の提供を促進します。 
 
 
（２）当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 

 ライフステージを通じて適切な⽀援を受けられるよう、教育、福祉、医療、雇⽤等の各分
野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れめのない⽀援を⾏います。⽀援にあた
っては、障害者基本法第２条の「障害者」の定義を踏まえ、障害者施策が、障害のある人が
日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があること、障害のある人
への⽀援は直⾯するその時々の困難の解消だけに着目するのではなく、⾃⽴と社会参加の⽀
援という観点に⽴って⾏われる必要があることに留意します。 

また、複数の分野にまたがる課題については、各分野の枠のみに捉われることなく、関係
する機関、制度等の必要な連携を図ることを通じて総合的かつ横断的に対応していきます。 
 
 
（３）障害特性等に配慮したきめ細かい支援 

 障害者施策は、性別、年齢、障害の状態、⽣活の実態等に応じた個別的な⽀援の必要性を
踏まえて、策定及び実施します。特に、障害のある⼥性の場合は、より複合的で困難な状況
に置かれている場合があること、障害のある⼦どもの場合は、成⼈とは異なる⽀援の必要性
があることに留意します。また、発達障害、難病、⾼次脳機能障害※、盲ろう・重症心身障害
その他の重複障害等について、社会全体の更なる理解の促進に向けた広報・啓発活動を⾏う
とともに、施策の充実を図ります。 
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（４）社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ

※

の向上 

 障害者基本法第２条において、「障害者」は「障害がある者であって、障害及び社会的障壁
により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されて
おり、障害のある人が経験する困難や制限が「障害者」個人の障害と社会的な要因の双方に
起因するという視点が示されています。  

このような視点を踏まえ、障害のある人の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無
にかかわらず、その能⼒を最⼤限に発揮しながら、安⼼して⽣活できるようにするため、障
害のある⼈の活動を制限し、社会への参加を制約している、事物、制度、慣⾏、観念等の社
会的障壁の除去を進めるとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）をはじめとする新たな技術の利
活用が可能なものについては積極的な導入を推進し、アクセシビリティの向上を図ります。 
特に、障害を理由とする差別は、障害のある⼈の⾃⽴⼜は社会参加に深刻な悪影響を与え

るものであり、社会のあらゆる場⾯においてその解消に向けた取組が⾏われる必要がありま
す。このため、障害者差別解消法及び障害者雇用促進法に基づき、地方公共団体や障害者団
体をはじめとする様々な主体の取組との連携を図りつつ、事業者・事業主や市⺠⼀般の幅広
い理解の下、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進します。 
併せて、社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上と心のバリアフリーを推進
する観点から、積極的な広報・啓発活動に努めるとともに、企業・市⺠団体等の取組を積極
的に支援します。 
 
 
（５）総合的かつ計画的な取組の推進 

 障害のある⼈が必要なときに必要な場所で適切な⽀援を受けられるよう、関係機関等との
適切な連携及び役割分担の下で、障害者施策は⽴案及び実施されなければなりません。また、
効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、⾼齢者施策や医療関係施策、⼦ども・⼦育て
関係施策、男⼥共同参画施策等、障害者施策に関係する他の施策・計画等との整合性を確保
し、総合的な施策の展開を図ります。 
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４ 最重点課題 

 本計画は、「第５次大阪府障がい者計画」との整合性を図ることから、大阪府の最重点施策
３項目に、「包括的な相談⽀援体制の構築」及び「権利擁護の強化」の２項目を追加し、本市
の最重点課題として、以下の５項目を設定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）包括的な相談支援体制の構築 

地域においては、障害のある人への支援だけにとどまらず、高齢の親や子どもも含めて家
族全体に⽀援を要する事例が増加していることから、障害・⾼齢・⼦育て・医療等の分野が
別々に⽀援するのではなく、⾝近な地域で包括的な相談⽀援体制を構築し、社会的孤⽴、制
度の狭間、サービスにつながらない課題、あるいは将来への不安について、地域全体で⽀え
あう仕組みづくりを推進します。 
制度・分野ごとの「縦割り」や「⽀え⼿」、「受け⼿」という関係を超えて、地域住⺠や地

域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ご
と」つながることで、市⺠⼀⼈ひとりの暮らしと⽣きがい、地域を共に創っていく「地域共
生社会」をめざします。 
 

 

（２）権利擁護の強化 

平成 28（2016）年５⽉に成年後⾒制度利⽤促進法が施⾏されるなど、障害のある⼈の権
利擁護における成年後⾒制度の重要性はますます⾼まっています。障害があることにより、
⾃⼰の判断のみでは意思決定に⽀障のある⼈が、地域での⽣活を円滑に安⼼して送れるよう
に、成年後⾒制度の利⽤を促進するための啓発活動に努めるとともに、障害のある⼈の権利
擁護を推進します。 

障害者差別解消法は、平成 23（2011）年の改正障害者基本法に規定された「差別の禁⽌」
の基本原則を具体化するものであり、障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国⺠
が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に個性を尊重しあいながら共生する
社会の実現をめざし、平成 28（2016）年４⽉に施⾏されました。  

最重点課題最重点課題最重点課題最重点課題    

１ 包括的な相談支援体制の構築 

２ 権利擁護の強化 

３ 障害者の就労支援の強化 

４ 専門性の高い分野への支援の充実 

５ 入所施設や精神科病院からの地域生活への移行の推進 
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障害者差別解消法は、「不当な差別的取扱い※」を禁⽌し、「合理的配慮の提供」を義務付け
ています（事業者は努⼒義務）が、具体的に、どのような場合が「不当な差別的取扱い」に
あたるのか、また、「合理的配慮の提供」として何をすればよいのかは、個々の場面や状況に
応じて異なります。そのため、まずは市⺠⼀⼈ひとりが障害について知り、理解することが
重要です。そして、相⼿の⽴場に⽴ち、⾃分と置き換え、困っているのかなと感じたら「何
かお手伝いすることはありませんか」と声をかけてみる。声をかけられたら感謝の気持ちを
伝える。こうした関わりが、⽇常的・⾃発的に実践され、合理的配慮が当たり前と考えられ
る社会をめざします。 

具体的には、商品サービス、病院、学校、職場、公共交通機関等あらゆる場面で、差別を
受けないことや嫌な経験をしないことはもちろん、障害に応じた心配りや手助けなど必要な
配慮が提供されるように、イベントや研修等の様々な機会を活用し、様々な広報啓発の方法
を⽤いて理解促進に努めます。また、配慮を必要としていることを周囲に知らせるマークの
普及等の取組を通じて、合理的配慮の実践を広く市⺠に呼びかけます。 
 

 

（３）障害者の就労支援の強化 

障害種別や障害の程度、特性、個々の適性、ニーズに応じたきめ細かな就労⽀援の強化を
図ります。 

とりわけ、平成 30（2018）年度から法定雇⽤率※の算定基礎に加わった精神障害者※に関
しては、企業側では受⼊れの経験や知識が乏しいという課題があります。就労に伴う⽣活⾯
の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の⽀援を⾏う「就労定着⽀援」等の
サービスの利⽤拡⼤に努めるとともに、職場における合理的配慮の提供についての啓発・情
報提供を推進し、企業や関係機関と連携した一体的な支援の実施と専門性の向上を図ります。 

また、福祉的就労については、工賃の向上に向けて、障害者優先調達推進法※に基づく障害
者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達の推進に取り組みます。 
引き続き、⾃⽴⽀援協議会就労支援部会を軸に、ハローワーク泉佐野、泉州南障害者就業・

生活支援センター※及び就労系事業所等と連携を図り、就労支援体制の構築に取り組みます。 
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（４）専門性の高い分野への支援の充実 

専門性の⾼い分野への⽀援の充実については、従来、⼗分に⽀援が⾏き届いていなかった
⽅々も幅広く「障害者」として捉え、必要な⽀援を⾏っていく必要があります。とりわけ⾼
次脳機能障害者や発達障害児者、医療的ケアが必要な障害児を含む医療依存度の⾼い重症⼼
身障害児者等、難病患者などへの支援について引き続き重点的に取り組んでいきます。 

発達障害については、それぞれの特性に応じた支援や配慮が重要であり、ライフステージ
に応じた⼀貫した切れめのない総合的な⽀援が⾏われるよう、⼤阪府発達障がい者⽀援セン
ター（アクトおおさか）と連携し、発達障害に対する理解促進と障害特性に配慮した⽀援の
ポイントなど、様々な支援機関を対象にした研修会等を開催し、発達障害者（児）の生活、
就労支援の充実を図ります。 
 医療的ケア児の⽀援については、基盤整備や⼈材育成、ネットワークの構築等を通じて、
地域の⽀援体制を充実・強化することが重要であり、地域において保健・医療・福祉・保育・
教育等の関係機関の協議の場を設置し、個々の多様なニーズに適切に対応できるネットワー
クづくりを進めます。 
 

 

（５）入所施設や精神科病院からの地域生活への移行の推進 

⾏政などからの働きかけがないままに⼊所等の状態が継続されるのではなく、関係機関が
連携し、様々な機会を捉えて地域生活のイメージをわかりやすく示しながら、一人ひとりの
状態や、今後の希望を適切に把握した上で、地域移⾏を推進し、地域での暮らしを実現して
いく必要があります。一方で、障害者が地域で希望する暮らしを実現するためには、住まい
の場となるグループホームをはじめ、日々の暮らしに必要な障害福祉サービスを質・量とも
に確保することが必要です。また、80歳代の高齢者の親と 50代の障害のある子だけで暮ら
している、いわゆる「8050 問題」などの課題を解消し、障害者とその家族等が、地域で安
心して暮らしていくための環境づくりが重要です。本市においても、これまでの取組により、
⼊所施設からの地域⽣活への移⾏が⽐較的容易な⼈については、⼀通り移⾏し終えた状況と
なっており、実績が伸び悩んでいる状況です。継続的な目標達成が厳しい状況となっており、
更なる取組が必要です。 
とりわけ、精神科病院からの地域⽣活への移⾏は、障害のある⼈が地域社会の⼀員として、
地域とのつながりを持ちながら豊かに暮らしていく第⼀歩となりますが、⻑期にわたり社会
的⼊院の状態にあった場合などは、地域⽣活のイメージを持つことができず、地域移⾏を希
望できないことも考えられるため、保健・医療・福祉など関係機関が連携し、様々な機会を
捉えて地域生活のイメージをわかりやすく⽰し、⼀⼈ひとりの状態や、今後の希望を適切に
判断した上で、地域移⾏を推進し、地域で安⼼して暮らせるための環境を構築していきます。 
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５ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

最重点課題      １ 包括的な相談支援体制の構築 
２ 権利擁護の強化 
３ 障害者の就労支援の強化 
４ 専門性の高い分野への支援の充実 
５ 入所施設や精神科病院からの地域⽣活への移⾏の推進 

基本目標１ 障害のある人の主体性を尊重し、いきいきと活動するための支援に取り組みます 
 分野１ 相談支援・ネットワークの構築 
  ①相談支援体制の充実化 
  １-(１)-①-１ 基幹型包括支援センターを中心とした相談支援体制の充実化 p.50 
  １-(１)-①-２ ⾃⽴⽀援協議会における協議の活性化と連携の強化 p.50 
  １-(１)-①-３ 本⼈を中⼼としたサービス等利⽤計画作成によるケアマネジメントの推進 p.51 
  １-(１)-①-４ 発達障害者支援センター等との連携 p.51 
 分野２ 差別の解消及び権利擁護の推進 
  ①障害を理由とする差別の解消の推進 
  １-(２)-①-１ 障害者差別解消法の適切な運⽤及び障害を理由とする差別の解消の推進 p.53 
  １-(２)-①-２ 各課における事務事業についての必要かつ合理的な配慮の実施 p.54 
  １-(２)-①-３ 当事者参加の推進 p.54 
  ②広報・イベント等による障害や障害のある⼈への理解の推進 
  １-(２)-②-１ 障害者週間を中心とした啓発事業の実施 p.55 
  １-(２)-②-２ 教職員への障害理解のための研修 p.55 
  １-(２)-②-３ 精神障害等に対する理解の普及啓発 p.56 
  ③交流による理解の促進 
  １-(２)-③-１ 小地域ネットワーク活動事業等における障害のある人の参加促進 p.56 
  １-(２)-③-２ サービス事業所等への訪問による障害のある⼈との交流 p.57 
  １-(２)-③-３ ボランティア活動の推進 p.57 
  ④権利擁護の推進 
  １-(２)-④-１ 障害者虐待防止センター機能の充実 p.58 
  １-(２)-④-２ 障害者の権利擁護の推進 p.59 
  １-(２)-④-３ 成年後⾒制度の利⽤促進 p.59 
 分野３ 余暇活動・生涯学習活動 
  ①余暇活動・生涯学習活動の充実 
  １-(３)-①-１ 生涯学習の推進 p.61 
  １-(３)-①-２ スポーツ機会の充実 p.62 
  １-(３)-①-３ 図書館におけるサービスの充実 p.62 
  １-(３)-①-４ 文化芸術活動に対する支援 p.63 

基本理念 
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基本目標２ ライフステージを通じて切れめのない⽀援体制を構築します 
 分野４ 療育・教育 
  ①障害のある子どもの育ちを支える体制の整備 
  ２-(４)-①-１ 切れめのない⽀援体制の構築 p.65 
  ２-(４)-①-２ 早期発⾒・早期療育体制の充実 p.66 
  ２-(４)-①-３ 保護者への支援 p.66 
  ２-(４)-①-４ 児童発達支援センターを中心とした支援体制の構築 p.67 
  ２-(４)-①-５ 本⼈を中⼼とした障害児⽀援利⽤計画作成によるケアマネジメントの推進 p.67 
  ２-(４)-①-６ 発達障害のある幼児・児童に対する支援 p.67 
  ２-(４)-①-７ 教育環境の整備 p.68 
  ②一人ひとりのニーズに応じた教育の推進 
  ２-(４)-②-１ インクルーシブ教育システムの構築 p.68 
  ２-(４)-②-２ 福祉教育・共同学習の推進 p.69 
  ③放課後等の居場所の充実 
  ２-(４)-③-１ 放課後等の居場所の充実 p.69 
 分野５ 雇用・就労支援 
  ①適性や能⼒に応じた就労の場の確保 
  ２-(５)-①-１ 障害者雇⽤の拡⼤（⼊札時等の障害者雇⽤の評価、特例⼦会社の誘致等） p.71 
  ２-(５)-①-２ 企業等の障害者雇⽤の不安の除去（事業所⼈権連絡会への情報提供等） p.71 
  ２-(５)-①-３ 障害者就業・生活支援センター等関係機関との連携による就労支援体制の強化 p.72 
  ２-(５)-①-４ 就労移⾏⽀援事業の機能強化 p.72 
  ２-(５)-①-５ 就労継続・就労定着支援事業の充実 p.73 
  ②工賃水準の向上 
  ２-(５)-②-１ ⼯賃⽔準の向上・授産製品の販路拡⼤ p.73 
 分野６ 生活支援 
  ①障害児通所支援の充実 
  ２-(６)-①-１ 児童発達⽀援、放課後等デイサービス等の適切なサービスの提供 p.75 
  ②地域で暮らし続けるための在宅サービス等の充実 
  ２-(６)-②-１ 居宅介護、重度訪問介護、同⾏援護等の訪問系サービスの量的・質的充実 p.76 
  ２-(６)-②-２ 短期⼊所及び⽇中活動系サービスの量的・質的充実 p.76 
  ２-(６)-②-３ グループホームなど住まいの確保と⾃⽴⽣活⽀援体制の強化 p.77 
  ２-(６)-②-４ 地域⽣活への移⾏（精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築） p.77 
  ③地域生活支援事業の充実 
  ２-(６)-③-１ 意思疎通支援の充実 p.78 
  ２-(６)-③-２ 移動支援の充実 p.78 
  ２-(６)-③-３ 地域活動支援センター機能の充実 p.79 
  ２-(６)-③-４ 日常生活用具給付等事業の充実 p.79 
  ④専門性の高い分野への支援の充実 
  ２-(６)-④-１ 医療的ケアを必要とする重症⼼⾝障害児者の在宅⽣活を⽀える基盤整備の推進 p.80 
  ２-(６)-④-２ 支援の届きにくい障害等のある人への支援の充実 p.80 
  ⑤保健・医療体制の充実 
  ２-(６)-⑤-１ 障害の原因となる疾病等の予防・治療 p.81 
  ２-(６)-⑤-２ ⾃⽴⽀援医療制度による公費負担助成 p.82 
  ２-(６)-⑤-３ 障害者医療費助成制度等による公費負担助成 p.82 
  ２-(６)-⑤-４ 医学・社会的リハビリテーションの推進 p.83 
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  ２-(６)-⑤-５ こころの健康づくり・自殺予防対策の推進 p.83 
  ⑥経済的⾃⽴の⽀援 
  ２-(６)-⑥-１ 障害年⾦、特別児童扶養⼿当、障害児福祉⼿当及び特別障害者⼿当による⽀援 p.84 
  ２-(６)-⑥-２ ⽔道料⾦・下⽔道使⽤料等の減免 p.84 
  ⑦サービスの質の確保・向上 
  ２-(６)-⑦-１ サービスの質の向上に向けた取組の推進 p.85 
  ２-(６)-⑦-２ 支援人材の確保   p.85 
基本目標３ 地域で安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます 
 分野７ 生活環境 
  ①福祉のまちづくりの推進 
  ３-(７)-①-１ 安全で安⼼な歩⾏者空間及び公園の整備（福祉のまちづくり・ユニバーサルデザインの推進） p.87 
  ３-(７)-①-２ 住宅セーフティネット法に基づく⺠間賃貸住宅への円滑な⼊居促進 p.88 
  ②外出しやすいまちづくり 
  ３-(７)-②-１ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞場等の適正利⽤の促進 p.88 
  ３-(７)-②-２ 身体障害者補助犬法の周知啓発 p.89 
  ３-(７)-②-３ コミュニティバスの充実化 p.90 
  ３-(７)-②-４ 障害のある人に関するマークの普及・啓発 p.90 
  ③情報アクセシビリティ 
  ３-(７)-③-１ ⾏政情報の提供におけるアクセシビリティの向上 p.93 
  ３-(７)-③-２ 聴覚障害のある人、難聴・中途失聴者、盲ろう者に対する情報提供の充実 p.93 
 分野８ 安全・安心 
  ①防災対策の推進 
  ３-(８)-①-１ 地域の絆づくり登録制度の周知・避難⾏動要⽀援者名簿の作成 p.95 
  ３-(８)-①-２ 避難⾏動要⽀援者個別計画の作成 p.95 
  ３-(８)-①-３ 福祉避難所（二次的な避難施設）の指定の促進 p.96 
  ３-(８)-①-４ 災害発⽣後の福祉・医療サービス継続提供のための広域的なネットワークの形成 p.96 
  ３-(８)-①-５ 防災知識の普及・啓発 p.96 
  ②防犯対策等の推進 
  ３-(８)-②-１ 緊急時における１１０番通報手段の広報 p.97 
  ③消費者トラブルの防止及び被害からの救済 
  ３-(８)-③-１ 家計管理⽀援と消費者トラブル等の防⽌ p.97 
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６ 障害のある人の自立と社会参加のために私たちが 

何をすべきか 

「ともに みとめあい ささえあい あいにつつまれるまち 泉佐野」を実現するには、
社会を構成する多様な主体が⾃らの役割を⾃覚し、それぞれの持てる⼒を発揮、協働して社
会全体としての取組を進めていかなければなりません。 
 
（１）市民の皆さん一人ひとりに考え行動していただきたいこと 

様々な施策の進展や関係者の努⼒などにもかかわらず、障害のある⼈の⾃⽴と社会参加は
未だ⼗分とはいえません。こうした現状を改善するためには、まず何よりも、市⺠の皆さん
が障害のある⼈を取り巻く状況や障害に対する正しい理解と認識を持っていただくことが不
可欠です。 

 
障害のある⼈の中でも、それぞれの障害特性によって課題や⽀援⽅策は⼤きく異なります。
また、障害のある⼈にやさしい社会は誰もが暮らしやすい社会でもあります。こうした認識
を深めるためにも、障害のある⼈と交流する場を持つことは⼤切です。そして、「共に⽣き
る社会」を実現するため、障害のある人がグループホームなど地域で暮らすことや社会参加
することに協⼒し、障害のある⼈を⽀える活動に積極的に参加することが期待されます。 

 
また、障害者基本法に「必要かつ合理的な配慮」を⾏うべきことが明記されたことを忘れ
てはなりません。「合理的配慮」について議論を深めながら、実践していくことが必要です。 

 
企業等においては、障害者雇用促進法等に基づき、多くの障害のある人が働くことができ
る場を提供することはもとより、障害のある⼈が職場に定着し能⼒を発揮できるような職場
環境を整備することが求められており、職場における「合理的配慮」も実践していくことが
必要です。また、社会貢献の一環として、授産製品の購入など、直接の雇用に限らずに障害
のある⼈の経済的⾃⽴や社会参加の促進に寄与する取組も期待されています。 
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（２）障害のある人自身が取り組むこと 

障害者基本法において、障害のある⼈は権利の主体として位置付けられています。地域で
⾃⽴した⽣活を送ることができるよう、⼗分な情報提供を受けた上で、必要とするサービス
を利⽤することができます。そのためにも、社会との関係を構築し、必要なサービスを利⽤
しながら、⾃らの⾃⽴と社会参加に向けて努⼒することが求められます。例えば、⼀定年齢
になれば働き、⼈との交流を通じた⼼⾝の成⻑や社会貢献ができるという意識を、障害のあ
る人自身とその家族が持つことが重要です。 
 
更に、地域や社会のことを共に考え、地域社会に参画していきましょう。「サービスの受

け手」となるだけではなく、同じ障害がある人同士の支えあいや他の障害種別の人への支援
など「サービスの担い手」としての役割も期待されます。地域と関わりを持つことは、地域
の障害のある人同士が仲間となり、障害のある人の生活の質を高める活動を広げていくこと
にもつながります。 
 
 
（３）専門性が期待される事業者 

障害のある⼈の尊厳を保持するためには、サービスを提供する事業者が適切な情報提供を
⾏いながら、ニーズに応じた質の⾼い⽀援を安定的に提供し、その社会的役割を果たしてい
くことが重要です。事業者は、他の事業者と連携、協⼒しながら、専門性を向上させること
によって、社会的評価を高めていかなければなりません。 
 
 
（４）大阪府の役割 

⼤阪府は、広域的、専門的な観点から、本市と連携します。⼈材の量的・質的な確保やノ
ウハウの提供、市への必要な情報提供や助⾔・援助などの⽀援を⾏います。また、市町村ご
とにサービス水準の格差が生じないよう、基盤整備に向けた課題の研究や、課題解決に向け
た⽀援を⾏うとともに、単独の市町村では取り組みにくい分野について、基盤整備に向けて
市町村間の調整を図っていきます。 
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（５）本市の役割 

本市は、市⺠に⾝近な基礎的⾃治体として、また、援護の実施者として、障害のある⼈の
様々なニーズにきめ細かく対応し、障害のある人が、いつでも、どこでも必要なサービスを
利⽤し、⾃⽴した⽣活を送り、社会参加できるよう、障害者施策に取り組みます。個別の対
応のみならず、「まちづくり」の観点から、市⺠に対する説明責任を果たしながら、サービ
ス基盤の確保や権利擁護システムの構築、既存の社会資源の活⽤など、地域全体として障害
のある人等のニーズに応えていく方策をより積極的に検討する必要があります。そのために
は、地域の実情の把握に努めるとともに、⾃らの施策⽴案能⼒を⾼めていくことが求められ
ます。 
 
予算事業だけでなく、予算を伴わない取組を含むあらゆる手法を用いて、本計画に実効性

を持たせることが必要です。具体的な事業や取組は、その時々の要請、状況に応じて、検討
していくこととなりますが、⾃⽴⽀援協議会での協議などを経て、効果的な事業を展開して
いきます。 
 
障害のある⼈の⾃⽴と社会参加を実現する上で必要な法制度や施策の創設・改正がなされ

るよう、国に対して具体的な要望及び提⾔を⾏っていきます。また、大阪府域での対応が必
要なものについては、大阪府に対して要望及び提⾔を⾏っていきます。 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 障害のある人の主体性を尊重し、いきいき

と活動するための支援に取り組みます 

施策の分野１ 相談支援・ネットワークの構築 

現状と課題 
障害のある人やその家族が、地域で安心して暮らせるよう、相談支援体制の充実を図る
必要があります。 
近年、障害のある⼈本⼈や⾝近な⽀援者の⾼齢化、ダブルケアの問題、⼦育て⽀援との
連携の必要、貧困問題との関連など、障害のある人を取り巻く課題は複雑・多様化してい
ます。本市では、令和 2（2020）年度に各中学校区に地域型包括⽀援センターを新たに設
置し、市内社会福祉法人に委託して、高齢者を支援する「地域包括支援センター事業」、障
害者を⽀援する「障害者相談⽀援事業」をはじめ、「⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業」、「⼦育て世
代包括支援センター事業」、「コミュニティソーシャルワーク事業」を１つの窓口で担うこ
とで、総合的な支援と課題の把握が可能な体制整備を進めてきました。また、地域型包括
⽀援センターの後⽅⽀援や、住所不定などで⽣活圏域の特定できない住⺠を⽀援する基幹
型包括支援センターを、社会福祉協議会※に委託し、相談⽀援事業所をはじめ保健、医療、
教育など多様な機関と連携して、地域の相談支援体制の強化に取り組んでいます。 

平成 27（2015）年度以降、障害福祉サービスの利⽤において、サービス等利⽤計画※

の作成が必須となりました。現在はすべてのサービス利⽤者に利⽤計画の策定⽀援が可能
な体制が確保できていますが、相談支援専門員※が一人の事業所も多数あることから、引き
続き地域全体で相談支援専門員のスキルアップ、フォローアップ体制の構築に取り組む必
要があります。 

 

ニーズ調査結果より 
○主に相談する人、機関については、全体では「家族・親せき」が 71.2％と最も多く、次

いで「サービスを受けているところ」が 26.5％、「友人・知人」が 25.9％となっています。 
○相談する場所に期待することについては、全体では「いつでもすぐに相談にのってもら

えること」が 37.9％と最も多く、次いで「必要な関係機関と迅速に連携してくれること」
が 28.3％となっています。 
○今後利⽤したいサービスについて、全体では「利⽤したいサービスはない」を除くと、
「⾃⽴した⽇常⽣活における総合的な相談の場」が 21.3％で最も多くなっています。 
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成果目標１ 
項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①相談支援体制についての当事者の満足度

※

 55％ 63％ 65％ 

  ※普通・やや満足・満足の合計 

    

分野の方向性 
（１）①相談支援体制の充実化 

○地域型・基幹型包括⽀援センター及び⾃⽴⽀援協議会の機能を充実させることで、障害の
ある⼈やその家族にとってわかりやすい相談⽀援体制を確⽴し、様々な相談に適切に対応
できるネットワークづくりを進めます。 

 

具体的施策 

基幹型包括支援センターを中心とした相談支援体制の充実化 

１-(１)-①-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○地域における相談支援の中核となる基幹包括支援センター（本市における基幹相

談支援センター）の機能強化を図り、障害のある人が日々の暮らしの中で抱えてい

るニーズや課題をくみ取り、適切な障害福祉サービス等につなげていくため、地域の

関係機関の明確な役割分担と有機的な連携による相談支援の充実を図ります。 

活動指標１ 

○包括支援センターにおける障害者相談の相談件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

5,076 5,200 5,400 5,500 5,700 5,900 6,000 

 

 

具体的施策 

自立支援協議会における協議の活性化と連携の強化 

１-(１)-①-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○自立支援協議会は、地域における福祉サービスや相談支援体制の整備の中核とな

るものであり、障害、医療、高齢など様々な分野の包括的な支援を見据え、その活

動の活性化を図ります。とりわけ、地域移行や地域定着支援については、一般相談

支援

※

事業所と入院・入所中の障害のある人とをつなぎあわせ、地域移行に至るま

での総合的な調整機能を担い、市域における障害者施策の充実に努めます。 

○要支援者の早期の発見を図るため、地域の相談機関（障害者相談員、民生委

員児童委員等の相談機関等）と地域型・基幹型包括支援センターとの連携の取

組を推進します。 

○要援護者に対する見守り・声かけ活動や地域での交流事業を展開している地域

福祉委員会の活動に、必要時には声をかけていただき、障害の理解や啓発につな

げます。 



 

51 

 

活動指標２ 

○自立支援協議会専門部会の開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

具体的施策 

本人を中心としたサービス等利用計画作成によるケアマネジメントの推進 

１-(１)-①-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○障害のある人のニーズを的確に踏まえたサービス等利用計画の作成や、個々の心

身の状況、サービス利用の意向、家族の状況等を踏まえ、当事者の支援の必要

性に応じた適切な支給決定に向けた取組を進めます。また、関係機関との連携に

基づき適切な支援が行えるよう、相談支援専門員のスキルの向上に努めます。 

○一般相談支援、特定相談支援

※

の適切な事業所数の確保に努めるとともに、相

談支援専門員のスキル向上や横の連携の強化を図るため、相談支援員連絡会

を定期的に開催し、良質なケアマネジメント

※

を推進します。 

活動指標３ 

○計画相談支援の支給決定人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

620 680 714 750 787 826 867 

 

 

 

 

 

具体的施策 

発達障害者支援センター

※

等との連携 

１-(１)-①-４ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○大阪府が実施している「発達障がい児者総合支援事業」を活用し、ライフステージ

に応じた支援を行います。 

○基幹包括支援センターを中心に、大阪府発達障がい者支援センター（アクトおおさ

か）をはじめとする発達障害児者支援機関と連携し、発達障害児者やその家族に

対する相談・情報提供・療育・就労支援や、特定相談支援事業所等の相談支

援専門員への支援を行います。 

活動指標４ 

○発達障害者相談支援機関と基幹包括支援センターとの連携件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

0 1 1 2 2 3 3 
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施策の分野２ 差別の解消及び権利擁護の推進 

現状と課題 
国においては、「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の不提供」の解消を柱とする「障害

者差別解消法」が平成 28（2016）年４⽉に施⾏されました。これにより、同法に規定さ
れる基本⽅針や対応要領及び対応指針の計画的な策定、法の趣旨・目的等に関する効果的
な広報・啓発活動、相談・紛争解決体制の整備、障害者差別解消支援地域協議会※の組織の
促進等の取組が進められています。また、平成 28（2016）年５⽉に施⾏された成年後⾒
制度利⽤促進法に基づき、財産の管理⼜は⽇常⽣活等に⽀障がある者を社会全体で⽀える
ことを目的として、成年後⾒制度の利⽤の促進に関する施策を定めた成年後⾒制度利⽤促
進基本計画が策定されました。 
⼤阪府においては、「障がいを理由とする差別のない、共に⽣きる⼤阪の社会」をめざす

ことを目的として制定され、平成 28（2016）年４⽉より施⾏された「⼤阪府障がい者差
別解消条例※」を⼀部改正し、障害者差別解消法では努⼒義務とされていた事業者による合
理的配慮の提供について、⼤阪府においては法的義務として定めました。令和３（2021）
年４⽉からの施⾏が予定されています。また、国においても同様の趣旨による、障害者差
別解消法の改正が検討されています。 

本市においても、障害者差別解消法に基づき、平成 28（2016）年に「泉佐野市におけ
る障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」、「泉佐野市⽴学校における障害
を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定め、市職員、教職員の業務の遂⾏
にあたっての障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁⽌と、社会的障壁の除去のための
合理的配慮の提供について、基本的な指針を⽰しています。また、泉佐野市における障害
者差別解消に関する相談窓⼝を基幹包括⽀援センター内に設け、⺠間事業者に関する内容
についての相談を受けています。 

 

ニーズ調査結果より 
○障害者差別解消法を知っているかについては、「⾔葉も内容も知らない」が 60.5％で最も

多く（前回調査では 57.6％）、次いで「⾔葉は聞いたことがあるが、内容は知らない」が
20.0％と周知が進んでいないことがうかがえます。 
○⽇常⽣活において障害のために差別や偏⾒を感じることがあるかについては、「よく感じ

る」または「ときどき感じる」の合計が、身体障害者手帳所持者で 37.8％、療育⼿帳所持
者で 49.7％、精神障害者保健福祉手帳所持者で 52.9％となっています。また、どのよう
なときに感じたかについては、療育⼿帳所持者では「街の中での視線」が 70.3％、精神障
害者保健福祉手帳所持者では「人間関係」が 69.8％で最も多くなっています。 
○家族や施設の職員などから虐待を受けたことや、障害のある⼈が虐待されたことを⾒たり
聞いたりしたことについて、「自分自身が虐待を受けたり、虐待のような扱いを受けたこ
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とがある」が全体では 9.5％、精神障害者保健福祉手帳所持者では 17.6％となっています。 
 

成果目標２ 

項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①日常生活において、障害があるために差別や偏

見を感じることがないという当事者の割合 

49％ 51％ 55％ 

②権利擁護支援体制についての当事者の満足度 61％ 67％ 70％ 

 

分野の方向性 
（２）①障害を理由とする差別の解消の推進 

○障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害のある人もない人も互いに尊重し共生できる差
別のない地域社会をめざし、市⺠や事業者が、障害や障害のある⼈に対する理解を深め
られるよう、研修や啓発に取り組むとともに、障害を理由とする差別に関する相談体制
の充実を図るなど、関係機関と連携して効果的な取組を推進します。 

○大阪府が平成 30（2018）年３⽉に策定した「⼤阪府障がい者差別解消ガイドライン（第
２版）」の周知を図ります。また、⾏政として合理的配慮の提供について庁内の理解を深
めます。 

○障害者差別解消支援地域協議会において、障害を理由とする差別を解消するための取組
等に関する協議を⾏います。 

 

具体的施策 

障害者差別解消法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進 

１-(２)-①-１ 

担当課(室) 人事課 地域共生推進課 人権推進課 関係各課 

具体的施策の

内容 

○市職員の服務規律として作成した障害を理由とする差別の解消の推進に関する

対応要領をもとに、障害者差別解消の視点を兼ね備えた職員の養成を行うととも

に、委託事業者や指定管理事業者への啓発活動に努めます。 

○障害者差別解消支援地域協議会等において、相談機関等が対応した相談事例

を共有し、差別解消のための取組について協議を行います。 

また、差別解消に関する相談で解決した事例などを参考に、市民や民間事業者

が法制度や障害に対する理解を深めるための啓発活動に取り組みます。 

○障害理解講座等を開催し、市民や民間事業者が障害者差別解消法や障害に

対する理解を深めるための啓発活動に取り組みます。 

活動指標５ 

○障害者差別解消法に関する啓発活動事例件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

20 20 20 20 20 20 20 
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具体的施策 

各課における事務事業についての必要かつ合理的な配慮の実施 

１-(２)-①-２ 

担当課(室) 全課 

具体的施策の

内容 

○新規採用職員研修等の研修において、対応要領の理解を図るための研修を実施

します。 

○地方公共団体においては、すべての職場において「必要かつ合理的な配慮の提

供」が義務付けられます。すべての職員が、それぞれの職場や立場で、障害のある

人の自立や社会参加を妨げている社会的障壁への気づきを持ち、それを除去し改

善することにより、「必要かつ合理的な配慮」の提供に取り組みます。 

活動指標６ 

○対応要領の理解や合理的配慮の提供等に関する研修の実施件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

6 6 6 6 6 6 6 

 

 

具体的施策 

当事者参加の推進 

１-(２)-①-３ 

担当課(室) 全課 

具体的施策の

内容 

○本市の執行機関の意思形成過程において障害のある人の意見を反映させるた

め、審議会等の委員の選任にあたっては、可能な限り障害のある人やその家族等

を選任するように努め、審議会等への参加の機会を拡大します。 

○障害福祉に関する計画等の策定やその評価においては、障害のある当事者の意

向が可能な限り反映されるよう努めます。 

活動指標７ 

○審議会等への障害のある人及びその家族への委員委嘱人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

22 23 24 25 26 27 28 
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（２）②広報・イベント等による障害や障害のある人への理解の推進 

○「障害者週間」（12⽉３⽇〜12⽉９⽇）や「発達障害啓発週間」（４⽉２⽇〜８⽇）、「精
神保健福祉普及運動」（10月）、「人権週間」（12⽉４⽇〜12月 10日）、「障害者雇用支
援月間」（９月）など、障害福祉についての啓発活動が盛んになる時期にあわせた広報や
イベント等により、障害や障害のある⼈への理解促進に向けた啓発活動を展開します。 

 

具体的施策 

障害者週間を中心とした啓発事業の実施 

１-(２)-②-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 人権対策本部障害者部会構成課 

具体的施策の

内容 

○障害や障害のある人への正しい理解と認識を深めることができるよう、障害者週間

を中心に、関係機関と連携し、広報・啓発活動に取り組みます。 

○周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成

されたヘルプマークについて、オール大阪で普及に向けて取り組みます。 

○泉佐野市社会福祉協議会等が作成した障害理解のための啓発冊子を活用し、

年間を通じた啓発事業を実施することにより、市民や事業者が障害や合理的配

慮への理解を深めるように努めます。 

活動指標８ 

○障害者週間イベント等の開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1 1 2 2 2 3 3 

 

 

具体的施策 

教職員への障害理解のための研修 

１-(２)-②-２ 

担当課(室) 学校教育課 

具体的施策の

内容 

○教職員・管理職を対象とした人権教育研修を継続します。特に経験の浅い教職

員が増加していることから、すべての教育活動の土台となる支援・配慮を必要とする

児童・生徒を中心とした集団づくりにスポットをあてた研修の充実を進めます。 

○障害者差別解消法等を含めた国や府の最新の動向の周知や、支援教育の視点

を通常学級にも取り入れた授業のユニバーサルデザイン化について研修を開催する

とともに、巡回相談や巡回指導を活用して「ともに学び、ともに育つ」授業への指導

助言を行うなど、内容の充実を図ります。 

○身のまわりに生起した具体的な事例からアセスメントや対応の方法について学ぶ校

内研修への指導助言等、各校のニーズに応じた校内研修支援に努めます。 

活動指標９ 

○障害をテーマにした教職員等向けの研修実施件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

21 22 22 23 23 24 24 
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具体的施策 

精神障害等に対する理解の普及啓発 

１-(２)-②-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○地域活動支援センター等と連携して精神保健福祉講座等を開催し、障害や病気

への理解のほか、当事者と交流する機会を設けるなど、精神障害に関する正しい

理解の普及に努めるとともに、民間団体による同趣旨の取組に対し支援を行いま

す。 

また、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神障害のある人が安

定した地域生活を送れるよう支援を行います。 

○発達障害のある人については、大阪府の「発達障がい児者総合支援事業」を活

用し、発達障害の特性に応じた合理的配慮や家族支援に関する事例紹介などの

講座等を開催し、発達障害に対する理解の普及に努めます。 

○高次脳機能障害のある人については、支援できる社会資源が不足している状況に

ありますが、大阪府における高次脳機能障害の地域支援ネットワーク（医療機関や

相談支援事業所、就労などの日中活動サービス事業所など）の拡充への取組や、

「高次脳機能障がい相談支援センター」の周知・啓発を図り、高次脳機能障害の

ある人の社会復帰等に向けた支援体制の向上に努めます。 

○強度行動障害の状態を示す方への支援について、府立砂川厚生福祉センター等

と連携し、研修や講座等を通じて、地域で受入れ可能な事業所の充実に努めま

す。 

活動指標 10 

○精神障害に関する啓発活動事例件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

15 15 15 15 15 15 15 

 

 

 

（２）③交流による理解の促進 

○多くの市⺠が、障害や障害のある⼈の置かれた状況や社会的障壁等様々な課題に対して、
正しい理解と認識を深めるとともに、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし
ていけるよう、障害のある⼈の社会参加や地域住⺠の⽀援活動への積極的な参加を促進
し、地域でのふれあい・支えあいを通じた双⽅向からの交流の拡充を図ります。 

 

 

具体的施策 

小地域ネットワーク活動事業等における障害のある人の参加促進 

１-(２)-③-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○社会福祉協議会が行う地域住民による見守り・声かけなどの支援活動やサロン活

動（地域の中で誰でも参加･交流できる居場所）の充実を図り、障害のある人と地

域との交流の場づくりとして、小地域ネットワーク活動

※

事業の促進を図ります。 

活動指標 11 

○小地域ネットワーク活動の見守り対象ネット数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2,116 2,150 2,200 2,225 2,250 2,275 2,300 
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具体的施策 

サービス事業所等への訪問による障害のある人との交流 

１-(２)-③-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○社会福祉協議会等と連携し、障害についての正しい理解と認識を深めることができ

るよう、地域住民が障害福祉サービス事業所等を訪問する機会を設けることによ

り、事業所等を利用している障害のある人との交流活動を推進します。 

○福祉サービス事業所等が運営するカフェやサロン活動の周知を図り、障害のある人

と地域住民との交流機会の充実に努めます。 

活動指標 12 

○障害福祉サービス事業所等と地区福祉委員会等との交流活動開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

16 16 16 16 16 16 16 

 

 

具体的施策 

ボランティア活動の推進 

１-(２)-③-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○社会福祉協議会において行っている各種ボランティア講座のプログラム内容に創意

工夫をするとともに、インターネット等の多様な情報媒体を活用して広報啓発活動

を行い、ボランティア活動への参加促進を図ります。 

○地域の福祉活動を支えるボランティアの養成講座を校区単位・支部（町会）単位

の小地域で行い、障害の特性について理解を深めていただくとともに、障害のある人

との交流の受け皿づくりを促進します。 

○スポーツやレクリエーション活動を通じて、障害のある人とボランティアの相互理解を

深めながら、障害のある人の地域における社会活動を推進します。 

活動指標 13 

○ボランティア活動者数（ボランティア保険加入者数） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

6,691 7,000 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 
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（２）④権利擁護の推進 

○基幹型・地域型包括支援センターでは、障害のある人等からの相談に応じ、情報の提供
等の便宜を供与するとともに、権利擁護のために必要な援助を⾏うことにより、⾃⽴し
た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、取組を進めます。 

 

具体的施策 

障害者虐待防止センター機能の充実 

１-(２)-④-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○障害者虐待防止法に関する広報・啓発活動を積極的に行うとともに、通報・相談

窓口である障害者虐待防止センター

※

の周知を行い、障害者虐待の防止及び養

護者に対する支援に取り組みます。 

○虐待に関する通報があった場合には、速やかに対応方針を決定した上で事実確

認を行い、コアメンバー会議を経て今後の援助方針や支援者の役割を決定しま

す。その際は、被虐待者の安全確保を最優先し、必要に応じて措置による保護・

分離を行います。また、同じ担当が障害者虐待・高齢者虐待の垣根なく複合的な

ケースにも対応します。 

○市・基幹型包括・地域型包括・関係機関が重層的なネットワークを構築し、お互

いを補い合うことにより最善の対応を行うよう努めます。また、令和元（2019）年度よ

りあり方を見直すため中断されている高齢者虐待防止ネットワークについて、障害

者虐待にも対応した体制に再構築した上で早期に再開するよう努めます。 

○虐待防止センターに障害者虐待通報専用ダイヤルを設置し、24 時間 365 日の相

談・通報受付体制を確保します。また、メール・SNS

※

等による相談・通報を受付け

られる体制整備を検討します。 

○虐待の早期発見を目的に平成 28（2016）年度に自立支援協議会権利擁護部

会で作成した『「あれ？なんでだろう？」に気づくためのリスト』を活用し、虐待状態に

なる前に関係者で情報共有するなど、虐待の早期発見、未然防止を図ります。虐

待の増減・発生要因の分析等を通じた虐待の特徴・傾向の把握や虐待防止の体

制・取組等の検証を継続的に行い、必要に応じて「気づくためのリスト」の見直し等

を行います。本市においては過去に虐待死亡事案は報告されていませんが、重篤

事案について、必要に応じて虐待の事実確認や、発生要因の分析、事後検証

等、再発防止に向けた取組を検討・実施できる体制づくりを進めます。 

活動指標 14 

○包括支援センターにおける障害者虐待相談受付件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

797 830 860 900 930 960 1,000 
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具体的施策 

障害者の権利擁護の推進 

１-(２)-④-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○権利侵害についての相談や障害者虐待への対応、成年後見制度の利用支援や

市民後見人

※

の活動支援など、障害のある人が地域で暮らす中で直面する様々

な問題に対して、基幹包括支援センターが中心となり、関係機関との連携を図りな

がら、総合的な支援の実施に取り組みます。 

○権利擁護に関する各種制度の利用について幅広く周知し、障害のある人に限らず

複合的課題に対応できる権利擁護支援体制の確立をめざします。 

活動指標 15 

○包括支援センターにおける権利擁護相談受付件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

375 400 420 440 460 480 500 

 

 

 

具体的施策 

成年後見制度の利用促進 

１-(２)-④-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○成年後見制度の利用促進に向け、本市の地域福祉計画を成年後見制度利用

促進基本計画とし、中核機関や協議会の設置等について検討、推進していきま

す。 

○障害のある人の権利を擁護するため、地域生活支援事業における成年後見制度

利用支援事業の推進を図ります。 

○判断能力が十分でない人の生活を身近な立場で支援する市民後見人を養成・

支援し、権利擁護活動の新たな担い手づくりを進めます。 

○契約能力があり、日常の金銭管理に支援が必要な人について、社会福祉協議会

による日常生活自立支援事業の利用促進を図ります。 

活動指標 16 

○成年後見制度利用支援事業の利用人数（人分／年） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1 3 4 5 6 7 8 
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施策の分野３ 余暇活動・生涯学習活動 

現状と課題 
国においては、東京オリンピック競技⼤会・東京パラリンピック競技⼤会の開催を⾒据

え、障害のある人のスポーツの振興を進める取組が進められています。また、平成 30（2018）
年６⽉には、障害のある⼈による⽂化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に
推進することを目的とする「障害者による⽂化芸術活動の推進に関する法律」、令和元
（2019）年６⽉には、視覚障害のある⼈等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進す
ることを目的とする「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフ
リー法）」が施⾏されるなど、障害のある⼈の⽂化芸術活動や⽣涯学習の振興のための法整
備が⾏われています。 
本市では、各種施設の利⽤料減免や、障害のある⼈が利⽤しやすい講座・講習を定期的
に開催するなどサービスの向上を図っていますが、施設の⽼朽化などのハード⾯の問題が
あるなど、障害の有無にかかわらず一緒に楽しめるようなサービスや講座・講習の開催に
は至っていないのが現状です。生活の質（QOL）を高めるための環境の整備について検討
する必要がありますが、地域で活動できる場所や機会の充実や、障害特性に応じた対応が
可能である施設と支援する人材の確保が求められています。 

 

ニーズ調査結果より 
○最近の社会参加の状況について、『活動あり（最近１か月間に１回以上の回答があったも

の）』は、「買い物」が 58.7％と最も多く、次いで、「家族・友⼈・知⼈との交流」が 38.8％
となっています。これ以外の⽂化芸術活動や講座や講演会、地域の⾏事等の項目につい
ては１割以下となっており、社会参加の形態が限られた状況にある人が少なくないこと
がうかがえます。 
○今後してみたい（続けたい）社会参加については、「旅⾏」（45.6％）や「趣味などの文

化・芸術活動」（30.2％）は、実際の参加状況と比べて今後してみたい割合が 20 ポイン
ト以上高くなっており、潜在的なニーズが大きいことが示されています。 

○18 歳未満の日常の放課後や休日の過ごし方についてみると、「体育館」、「習いごと」に
ついては、「利⽤したくてもできない」が２割を超えており、「図書館」も２割近い回答
となっています。 
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成果目標３ 

項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①スポーツ・サークル・文化活動の推進施策について

の当事者の満足度 

55％ 63％ 65％ 

②障害のある子どもの図書館の利用率 36％ 31％ 40％ 

③障害のある子どもの体育館の利用率 10％ 7％ 15％ 

 

 

 

分野の方向性 
（３）①余暇活動・生涯学習活動の充実 

○すべての人がスポーツ・文化活動を通じてお互いがふれあい、障害のある人もない人も
共に楽しむ様々な余暇活動等の機会を拡⼤します。より多くの市⺠の関⼼を向上させ、
参加の促進を図るため、障害のある⼈や関係団体の参画による実⾏委員会等を組織し、
企画段階から意⾒の反映を図るなど、参加しやすいスポーツ・⽂化活動の⽅法を検討し、
内容の充実に努めます。 
○⽣涯学習センターや公⺠館等は、当事者団体やそれを⽀援する団体の活動の場として利
⽤されており、関係団体との連携により、障害理解に関する講座を開催しています。障
害のある人の文化活動への参加を促進するため、関係団体やボランティア等との連携の
強化を図るとともに、高齢化が進みつつある支援者の状況を鑑みて、次世代への情報発
信やボランティア、指導員の養成・確保に努めます。更に、障害の有無にかかわらず各
種講座・サークル活動に参加ができるように体制づくりを進めます。 

 

具体的施策 

生涯学習の推進 

１-(３)-①-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 生涯学習課 人権推進課 青少年課 スポーツ推進課 

具体的施策の

内容 

○関係部局、関係団体と連携を強化し、障害の有無にかかわらず参加できる講座

の開催をめざします。講座の開催にあたっては、多くの市民の参加を促進し、メニュ

ー内容等について充実を図ります。 

○障害のある人が気軽にスポーツを楽しめるよう、利用料に係る減免制度の周知に

努めます。 

○文化・レクリエーション活動を通して、障害のある人の交流機会の拡充を図ります。

各種レクリエーションの開催にあたっては、プログラムの内容などの充実を図ります。 

活動指標 17 

○障害のある人を対象とした各種イベントの開催件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

19 20 20 20 20 20 20 
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具体的施策 

スポーツ機会の充実 

１-(３)-①-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 スポーツ推進課 

具体的施策の

内容 

○障害者スポーツの競技性や一人ひとりの競技力の向上と裾野拡大を図るため開

催している、大阪府障がい者スポーツ大会への参加促進を図ります。 

○泉佐野市社会福祉協議会で開催しているボッチャ

※

教室の周知を図り、障害のあ

る人とない人が、同じスポーツを通じて交流することやパラスポーツへの理解促進に

努めます。 

○各種スポーツ大会の開催を支援するとともに、障害のある人が積極的に参加できる

よう、企画段階から当事者の意見を取り入れ、誰もが参加しやすいスポーツ活動に

ついて検討します。 

○障害者スポーツの指導者やボランティアと連携し、イベントの規模及び参加者の障

害の状況に応じた介助体制をとり、事故の防止に努めるなど、障害のある人が安

心してスポーツ活動に参加できる体制づくりを推進します。 

○スポーツに親しむ機会として障害のある人を対象としたスポーツ教室を開催し、生涯

スポーツを推進します。 

活動指標 18 

○スポーツ教室への障害のある人の参加人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

82 80 80 85 85 90 90 

 

 

 

 

具体的施策 

図書館におけるサービスの充実 

１-(３)-①-３ 

担当課(室) 生涯学習課 

具体的施策の

内容 

○電子図書館で利用可能な音声読上げ対応の電子書籍、デイジー図書

※

、大活

字本、オーディオブック等、視覚障害者等にとって利便性の高い資料の質・量の充

実に努め、多様なニーズに対応した図書の貸出しを行います。また、対面朗読サー

ビスや拡大読書器、筆談ボードなど、障害の種類・程度に応じた配慮を払い、円

滑な図書館利用を推進します。 

○デイジー図書、大活字本、朗読 CD 等の利活用を促進するため、資料の配架や

周知などについて方策の検討を進めます。 

活動指標 19 

 

○障害のある人が利用しやすい書籍等の年間貸出点数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2,921 3,000 3,050 3,100 3,150 3,200 3,250 
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具体的施策 

文化芸術活動に対する支援 

１-(３)-①-４ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○障害のある人の自立と生活の質の向上や自己実現に資することを目的に、障害の

有無にかかわらず多くの人が参加できるように、芸術・文化活動の体験の機会を設

けます。また、より多くの人が芸術・文化活動に取り組めるよう、身近な地域におけ

る活動機会や場所の情報提供を行います。 

○障害福祉サービス事業所等が行っている芸術・文化活動の周知を図り、創造性

豊かな絵画等の作品展示の協力など、障害のある人の芸術・文化活動を支援し

ます。 

○障害のある人の文化芸術活動を通じた地域における交流・社会参加を推進しま

す。 

活動指標 20 

○手話通訳等の障害者参加促進の取組を行う文化・芸術イベントの開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1 2 2 3 3 4 4 
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基本目標２ ライフステージを通じて切れめのない支援

体制を構築します 

施策の分野４ 療育・教育 

現状と課題 
国の第４次障害者基本計画では、「障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けら

れるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に
応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム※（包容する教育制度）の
整備を推進する」とされています。また、平成 28（2016）年８⽉には発達障害者⽀援法
の⼀部を改正する法律が施⾏され、発達障害のある⼦どもが、その年齢・能⼒に応じ、か
つその特性を踏まえた十分な教育を、可能な限り障害のない子どもと共に受けられるよう
配慮することや、支援体制の整備として個別の教育支援計画・個別の指導計画の策定推進、
いじめの防止等のための対策の推進などが規定されました。 

大阪府では、平成 29（2017）年３⽉に「⼤阪府⾔語としての⼿話の認識の普及及び習
得の機会の確保に関する条例」が施⾏され、聴覚に障害のある児童等が在学する学校によ
る手話を習得する機会の確保を促進することがうたわれています。 
本市では、⼤阪府が⼤切にしてきた「ともに学び、ともに育つ」という教育理念の下、

支援教育の充実を進めており、就学時においては、保護者のニーズを把握し、乳幼児期の
関係諸機関との連携を通して、障害のある⼦どものより良い就学に向けた⽀援を実施して
います。また、要保護児童対策地域協議会に障害児支援部会を設置し、関係機関によるネ
ットワークを構築し、それぞれの機関が連携することにより障害のある子どもの早期発
⾒・早期⽀援に努めています。また、地域の中核的な療育⽀援施設としての役割を担う「児
童発達⽀援センター」を令和２（2020）年４⽉に設置しています。 

 

ニーズ調査結果より 
○障害のある子どもにとって望ましい就学環境については、「地域の学校の支援学級におい

て、できるだけ専門的な教育やサポートが得られる環境」が 41.3％で最も多く、次いで
「地域の学校において、できるだけほかの児童・生徒と同様の教育やサポートが得られ
る環境」が 27.5％となっており、地域の学校への就学を希望する回答が多くなっていま
す。 

○子どもの心身の発達への課題を含めて相談できる人については、「相談相手がいる」が
78.4％、「相談相手がいない」は 21.6％となっています。相談相手がいない人のうち、「親
同士のつながりが重要であると思うが、どのようにしてつながりをつくればよいかわから
ない」が 32.8％となっており、保護者の孤⽴を防ぐための⽀援の必要性がうかがえます。 
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○障害のある⼦どもがライフステージを通じて切れめのない⽀援を受けられることを目的
として平成 30（2018）年度から配付しているサポートブック「はぐノート」について
は、障害のある子どもの保護者のうち「持っている」が 51.9%、「持っていない」が 48.1%
となっています。持っている人の活用状況をみると、「はぐノートに記入はしているが、
活用していない」が 56.0%で最も多く、「記入していない（書き方がわからない など）」
が 27.4%、「はぐノートに記入し、すでに活用している」は 16.7％となっており、活用
には課題が残っていることがうかがえます。 

 

成果目標４ 
項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①障害の特性に応じたこども園・保育園での保育内

容・小・中学校での教育内容についての満足度 

69％ 67％ 70％ 

②通っている学校生活での問題点について「特にない」

と答えた割合 

34％ 43％ 50％ 

③休日や放課後等の主な過ごし方について「特にな

い」と答えた割合 

5％ 5％ 5％ 

 

分野の方向性 
（４）①障害のある子どもの育ちを支える体制の整備 

○障害のある⼦どもに関わる関係機関が連携・協⼒し、乳幼児期から就学期、成⼈期まで
のライフステージにおいて切れめのない⽀援体制を構築します。 
○障害や発達の遅れを早期に発⾒するため、乳幼児健診の受診率の向上に努めるとともに、

障害のある子どもが身近な地域で必要な支援を受けられるよう、児童発達支援や放課後
等デイサービス等の適切な⽀援を提供します。 

 

具体的施策 

切れめのない支援体制の構築 

２-(４)-①-１ 

担当課(室) 子育て支援課 健康推進課 学校教育課 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○保健、医療、福祉、教育等、障害のある子どもに関わる機関で組織する要保護

児童対策地域協議会（障害児支援部会）において、関係機関が連携・協力し、

障害児並びにその家族に対する支援施策を構築・推進します。 

○障害児サポートブック「はぐノート」の普及・啓発を図るため、支援者や保護者に対する

研修会や講演会を開催するとともに、「はぐノートの会」を開催し、活用に努めます。 

○障害児入所施設に入所している児童が、18 歳以降も適切な場所で適切な支援を

受けることができるようにするため、支援学校

※

等から引継ぎがあった場合には関係機

関で必要な協議が行われるよう、体制整備を図ります。 

○ライフステージを通じた切れめのない支援をめざして、関係各機関によるワーキングの

立ち上げを検討します。 
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活動指標 21 

○「はぐノートの会」の開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

5 12 14 16 16 16 16 

 

 

具体的施策 

早期発見・早期療育体制の充実 

２-(４)-①-２ 

担当課(室) 健康推進課 子育て支援課 

具体的施策の

内容 

○乳幼児健診、育児相談、発達相談等の機会の活用により、障害の早期発見に

努めます。また、早期療育のできる機関と連携し、支援を継続します。 

○健康診査事後事業（親子教室）及び児童発達支援センターにおける療育及び支

援の内容充実を図ります。 

活動指標 22 

○乳幼児健康診査の受診率（１歳６か月児健診）（％） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

97.8 99.6 99.7 99.8 99.9 99.9 99.9 

 

 

 

具体的施策 

保護者への支援 

２-(４)-①-３ 

担当課(室) 子育て支援課 健康推進課 

具体的施策の

内容 

○児童発達支援センターにおいて、情報提供や相談支援等を行い、また、定期的に

専門職（ＳＴ、ＰＴ、ＯＴ、心理士、看護師、栄養士等）を講師として学習会を開催

するなど、引き続き、障害のある子どもを持つ保護者への支援を行います。 

○発達障害のある子どもの行動を理解し、適切な対応を具体的に学び、より良い親

子関係づくりと子どもの適応行動の増加をめざすプログラムである「ペアレント・トレー

ニング」の実施について研究・検討を行います。 

活動指標 23 

○ペアレント・トレーニングの開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

0 0 0 １ １ １ １ 
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具体的施策 

児童発達支援センターを中心とした支援体制の構築 

２-(４)-①-４ 

担当課(室) 子育て支援課 

具体的施策の

内容 

○児童発達支援センターにおいては、通所利用の障害児やその家族への支援を行う

だけではなく、地域の障害児やその家族の相談、障害児を預かる施設への援助・

助言、保育所等訪問支援などの地域支援を行うなど、施設の有する専門機能を

活かし、地域の中核的な療育支援施設としての機能の充実に努めます。 

活動指標 24 

 

○児童発達支援センター主催の研修会の開催回数（対象：事業者・保護者） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

- 3 4 5 6 6 6 

 

 

具体的施策 

本人を中心とした障害児支援利用計画作成によるケアマネジメントの推進 

２-(４)-①-５ 

担当課(室) 子育て支援課 

具体的施策の

内容 

○障害のある子ども及び保護者の意向、個々の心身の状況、サービス利用の意向、

家族の状況等を踏まえ、当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実

施に向けた障害児支援利用計画の作成に努めます。また、相談支援専門員のス

キルの向上に努めます。 

○良質なケアマネジメントを推進するため、障害児相談支援の適切な事業所数の確

保に努めます。 

活動指標 25 

○障害児相談支援の支給決定人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

190 210 220 231 242 254 266 

 

 

具体的施策 

発達障害のある幼児・児童に対する支援 

２-(４)-①-６ 

担当課(室) 健康推進課 子育て支援課 

具体的施策の

内容 

○乳幼児健診、育児相談、発達相談から早期発見に努めます。また、乳幼児や保

護者の心身の状況や家庭環境に応じた支援を行います。 

○こども園や保育園、児童発達支援センターにおいては、配慮を要する児童に対し、

引き続き、発達相談（巡回相談・保育相談・教育相談）の充実を図ります。 

活動指標 26 

○乳幼児健診関連の発達相談の実施人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

327 341 353 362 374 381 392 
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具体的施策 

教育環境の整備 

２-(４)-①-７ 

担当課(室) 教育総務課 

具体的施策の

内容 

○火災や地震など災害時における観点も考慮しつつ、障害のある児童・生徒がその

特性を踏まえた十分な教育を、可能な限り障害のない児童・生徒と共に受けること

ができる、教育環境づくりに努めます。 

活動指標 27 

○学校施設（小学校数 13、中学校数 5）における校舎各階及び屋内体育館多目

的トイレ設置基数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

50 53 59 62 68 71 74 

 

    

    

（４）②一人ひとりのニーズに応じた教育の推進 

○障害のある児童・生徒一人ひとりの教育ニーズに応じた就学を進めるため、本人や保護
者の意向を尊重しながら、就学に関する適切で多様な情報を提供するとともに、就学後
も⼀⼈ひとりの将来の⾃⽴を⾒据えた教育相談機能の充実を図ります。 

○小学校、中学校のすべての学校で「個別の教育支援計画」を作成します。また、それに
基づき作成する「個別の指導計画」について、内容の充実を図ります。 
具体的施策 

インクルーシブ教育システムの構築 

２-(４)-②-１ 

担当課(室) 学校教育課 

具体的施策の

内容 

○インクルーシブ教育システムの構築に向けて、「ともに学び、ともに育つ」教育理念の

下、支援教育の充実を進めます。就学時においては、保護者のニーズを把握し、

就学前の関係諸機関との連携を通して、障害のある子どものより良い就学に向け

ての支援を実施します。また、一人ひとりの児童・生徒の障害や発達の実態を関係

機関や専門家との連携の下把握し、就学後も学校園の巡回相談などを通して支

援の充実に努めます。 

○学校園においては支援体制や環境の整備・充実をより一層図るとともに、教育課

程及び指導方法の改善充実に努め、知識だけではなく、一人ひとりが主体的に出

会って学ぶことを大切にする多様な交流教育に取り組みます。 

○年度当初に支援教育に係る教育課程説明会を実施し、個々に応じた教育課程を

作成します。同時に「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を作成します。

更に、支援教育コーディネーター

※

連絡会を実施し、教育内容の充実を図ります。 

○支援学級入級児童・生徒のみならず、通級指導教室に通う児童・生徒や通常学

級の児童・生徒についても「個別の教育支援計画」を作成し、より丁寧な個別の

支援につなげていく必要があるため、取組の充実を図ります。 

活動指標 28 

○小・中学校支援学級における「個別の教育支援計画」の作成率（％） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

100 100 100 100 100 100 100 
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具体的施策 

福祉教育・共同学習の推進 

２-(４)-②-２ 

担当課(室) 学校教育課 

具体的施策の

内容 

○小・中学校における福祉教育を更に推進します。「複数年にわたる体系的なプログ

ラム」に基づき、高齢者や障害のある人との交流及び体験学習を進めます。また、

通常学級と支援学級の交流及び共同学習、行事交流や居住地交流等、支援

学校との交流を更に推進します。 

○支援教育推進委員会や支援教育コーディネーター連絡会等の場で、福祉教育に

ついての研修や取組の情報交換の場を持つことにより、更なる推進に努めます。 

○放課後等デイサービス等の通所支援事業と学校の放課後事業等との連携等、相

互交流の機会の促進に向けた方策を検討します。 

活動指標 29 

○各小・中学校における支援学級や支援学校との交流回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

21 22 23 24 24 25 25 

 

 

 

（４）③放課後等の居場所の充実 

○放課後や⻑期休暇中等の居場所として、放課後等デイサービスや放課後児童健全育成事
業（留守家庭児童会）等の充実を図ります。 

 

具体的施策 

放課後等の居場所の充実 

２-(４)-③-１ 

担当課(室) 子育て支援課 学校教育課 

具体的施策の

内容 

○障害のある子どもの自立の促進及び放課後等の居場所づくりを推進するため、大

阪府と連携し、学校通学中の児童が放課後や長期休暇中に身近なところで必要

な訓練等を利用できるよう、放課後等デイサービスの量の確保に努めます。 

○放課後児童健全育成事業（留守家庭児童会）については、障害の有無にかかわ

らず、放課後や長期休暇中に適切な遊び場及び生活の場を提供することにより児

童の健全育成を図ることを目的として実施していますが、時間延長を図るなど、内

容の充実を図ります。 

活動指標 30 

○放課後等デイサービスのサービス確保数（人日分／月） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2,628 3,340 3,557 3,784 3,784 3,784 3,784 
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施策の分野５ 雇用・就労支援 

現状と課題 
国においては、中央省庁が雇⽤する障害者数を⽔増ししていた問題が⼤きな批判を浴び、
それを受けて障害者雇⽤促進法が改正され、令和２（2020）年４⽉から施⾏されています。
これは、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継
続雇用の支援や、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等
に関する措置を講ずることを目的としており、国及び地方公共団体に対しては、「障害者活
躍推進計画」の策定を義務付けています。 
厚⽣労働省の取りまとめによると、平成元（2019）年の障害者雇⽤状況は、⺠間企業で
法定雇⽤率（2.2％）を達成した企業の割合は 48.0％で、前年を 2.1 ポイント上回ってい
ますが、達成企業は半数以下となっています。また、国においても雇⽤率は 2.31％で、法
定雇⽤率（2.5％）を下回っている状況です。令和３（2021）年３⽉１⽇からは、法定雇
⽤率の引き上げが予定されており、更なる障害者雇⽤の促進が課題となります。 
⼤阪府においては、改正ハートフル条例が令和２（2020）年９⽉に施⾏され、法定雇⽤
率未達成の事業主を対象とした取組の強化が図られています。⼀⽅で、⼤阪府における障
害者の雇⽤をめぐる情勢は、令和２（2020）年６⽉１⽇時点の障害者の実雇⽤率が 2.12％
（都道府県で 42 位）で法定雇⽤率を下回るとともに、法定雇⽤率達成企業割合について
は、43.8％（都道府県で 46 位）となっており、全国的にも低い水準にとどまっています。 

本市においては、泉州南障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援機関との連
携により、相談者への情報提供が⾏われていますが、より⼀層の労働分野と福祉分野をは
じめとする関係機関の連携体制の充実が求められています。就労支援の強化については、
具体的な数値目標を掲げ、様々な取組を進めてきた結果、一定の成果は出ているところで
すが、平均工賃水準は依然として低い状態です。 

 

ニーズ調査結果より 
○現在の就労状況については、全体では「働いていない」が 45.6％で最も多くなっており、

「働いていない」を除くと身体障害者手帳所持者では「会社などで正社員・正職員とし
て働いている」が 19.1％、療育⼿帳所持者では「福祉施設・作業所などで働いている（福
祉的就労）」が 40.5％、精神では「会社などで臨時職員、アルバイト、パートとして働
いている（内職を含む）」が 22.7％でそれぞれ最も多くなっています。また、収入の月
額については、全体では１万円から 10万円の間で約４割が回答しており、10万円未満
の回答が 51.3％と半数を超えています。 
○働く上で必要な条件については、全体では「障害に対する周囲の理解があること」が

37.0％で最も多く、次いで「障害の特性を踏まえた勤務条件であること」が 36.5％とな
っています。  
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成果目標５ 
項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①就労支援体制への当事者の満足度 48％ 61％ 65％ 

 

分野の方向性 
（５）①適性や能力に応じた就労の場の確保 

○一人ひとりの適性や個性を活かして就労し、働き続けることができる社会環境の実現に
向け、企業や就労⽀援に関わる関係機関、庁内の関係各課など、すべての関係者が協⼒
し、就労から職場定着、⼜は離職後の再就職にいたるまで切れめのない⽀援体制を構築
します。 

 
 

具体的施策 

障害者雇用の拡大（入札時等の障害者雇用の評価、特例子会社の誘致等） 

２-(５)-①-１ 

担当課(室) 総務課 成長戦略室 人事課 

具体的施策の

内容 

○市内入札参加資格登録業者に対し実施している「総合評価制度」（障害のある

人をはじめとした就職困難者の雇用等について評価項目として設定し、協力者に

対し加点を行う）の趣旨について更に理解を深めてもらうように努めるともに、現行の

評価制度の内容を確認しつつ、その時々に応じた評価制度の確立に努めます。 

○特例子会社

※

の誘致に向け、奨励金の交付等により企業の負担軽減策の整備に

取り組みます。 

○「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を尊重し、法定雇用率を基準とし

て、市職員における障害のある人の雇用に努めます。 

活動指標 31 

○市職員における障害のある人の雇用率（％） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

 
 

 

具体的施策 

企業等の障害者雇用の不安の除去（事業所人権連絡会への情報提供等） 

２-(５)-①-２ 

担当課(室) まちの活性課 

具体的施策の

内容 

○泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会において、ワーキンググループ会議の開催

時や会員事業所向けの研修会、その他配布物等による広報を通して、障害のあ

る人の雇用に関する啓発を行い、障害者トライアル雇用

※

をはじめとした各種支援

制度等の情報提供を行い、障害のある人の雇用への不安の除去に努めます。 

活動指標 32 

○会員事業所に対しての情報提供回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

6 6 6 6 6 6 6 
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具体的施策 障害者就業・生活支援センター等関係機関との連携による就労支援体制の

強化 ２-(５)-①-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○自立支援協議会就労支援部会において、泉州南障害者就業・生活支援センタ

ー、ハローワーク、大阪障害者職業センターなどの関係機関と連携し、障害のある

人一人ひとりに応じた適切な支援が提供されるよう、労働分野と福祉分野との連

携体制を構築し、就労支援体制の強化を図ります。 

○泉州南障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、大阪障害者職業センター

などの関係機関と連携し、障害のある人一人ひとりに応じた適切な支援が提供さ

れるよう、労働分野と福祉分野との連携体制を構築し、就労支援体制の強化を

図ります。 

活動指標 33 

○自立支援協議会就労支援部会の開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

0 1 1 2 2 3 3 

 

 

具体的施策 

就労移行支援事業の機能強化 

２-(５)-①-４ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○就労移行支援事業において、労働施策と連携を図りながら、就労するにあたっての

基礎的な訓練から職場定着までの一貫した支援を図ります。また、関係機関との

連携を強化し、就労の啓発・ＰＲ活動の充実を図ります。 

活動指標 34 

○一般就労への移行人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

19 22 25 28 28 28 28 
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具体的施策 

就労継続・就労定着支援事業の充実 

２-(５)-①-５ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○一般就労が困難な方でも、就労や訓練の機会が確保されるよう、就労継続支援

（Ａ型、Ｂ型）について、それぞれの機能や役割分担を踏まえ、地域において不足す

るサービス基盤の整備や質の向上に取り組みます。 

○就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴

う環境の変化による生活面の課題に対応できるよう、企業や家族、関係機関との

調整や課題解決に必要となる支援に取り組みます。 

活動指標 35 

○就労継続支援事業所定員人数（Ａ型） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

40 60 60 60 60 60 60 

 

    

    

（５）②工賃水準の向上 

○「障害者優先調達推進法」の取組の趣旨を⺠間にも拡げていけるよう、全庁的な取組が
必要となっています。物品及び役務の調達にあたっては、優先的かつ計画的に障害者就
労施設等から調達するよう努め、調達に伴う発注事務手続きを簡素化するなど、全庁を
挙げた推進体制の確⽴に取り組みます。 

○庁舎等を活用した製品販売スペースの提供や障害者就労施設等に関する情報の提供に取
り組みます。 

 
 

具体的施策 

工賃水準の向上・授産製品の販路拡大 

２-(５)-②-１ 

担当課(室) 全課 

具体的施策の

内容 

○障害者優先調達推進法への取組として、物品や役務の調達における障害者就

労施設等への発注額の拡大に努めます。調達方針の策定や契約事務取扱要綱

の改正等による発注事務手続きの改善、発注における発注量や納期への配慮な

ど、障害者就労施設等が受注しやすい状況となるような取組を行い、発注額の拡

大に努めます。 

活動指標 36 

○障害者就労施設等への発注額（千円） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1,062 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 
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施策の分野６ 生活支援 

現状と課題 
国においては、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの提供体制を整えること

で、障害のある人の生活・就労・社会参加を支援する体制整備が進められてきました。し
かし、社会参加を確保するための支援の充実や、地域における生活の場の確保、重い障害
があっても地域で⾃⽴して⽣活し続けられる環境づくり、就労の促進、制度の狭間にある
人の支援等、様々な課題があり、支援の充実が求められています。具体的な施策としては、
地域⽣活を⽀援する拠点の整備や、発達障害のある⼈への⽀援の充実、医療的ケアを必要
とする⼦どもや重度の障害のある⼦どもを含む障害児⽀援の体制整備、相談⽀援の強化等
が進められています。 

本市では「障害のある人が主体的に生きることのできる社会の実現」をめざし、障害の
ある人一人ひとりが希望や目標を持って地域生活を送れるよう、必要となる障害福祉サー
ビスの基盤整備を推進してきました。また、医療的ケア児が⾝近な地域で必要な⽀援が受
けられるよう⽀援の充実を図るとともに、保健、医療、障害、教育等の各関連分野が協働
し、総合的に⽀援を⾏っていくことが求められています。また、障害福祉サービス等の担
い手となる人材の確保も大きな課題となっており、事業所や大阪府等と連携した取組が求
められます。 

 

ニーズ調査結果より 
○現在の⽣活で困っていることや不安に思っていることについては、全体では「将来の⽣活に

関すること」が 53.5％で最も多く、安心して地域で生活を続けられる環境づくりが引き続
き課題となっています。次いで身体障害者手帳所持者では「障害や病状に関すること」、療
育⼿帳所持者では「健康や医療に関すること」、精神障害者保健福祉⼿帳所持者では「家計・
経済に関すること」が多くなっています。精神障害者保健福祉手帳所持者では、他の障害と
⽐べて困っていることや不安に思っていることの各項目の回答割合が⾼くなっています。 
○福祉サービスについて、「何も利⽤していない」は 50.1％となっています。利⽤していな
い理由としては、「必要を感じないから」の 52.0％に次いで、「サービスのことを知らない、
または利⽤⽅法がわからないから」が 28.1％となっており、特に精神障害者保健福祉手帳
所持者については、「サービスのことを知らない、または利⽤⽅法がわからないから」が
40.3％となっています。サービスについて⼗分な知識がないために利⽤に結びついていな
い人が一定数いることがうかがえます。 

○今後どのような暮らし方をしたいかについては、全体では「家族と一緒に暮らしたい」
が 52.8％と最も多く、次いで「ひとりで暮らしたい」が 15.2％となっています。療育
手帳所持者では、「仲間と地域で共同生活がしたい（グループホームなど）」が 21.4％と、
他の障害より多くなっています。  
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成果目標６ 
項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①保健・医療・福祉サービスについての当事者の満足度 55％ 62％ 65％ 

 

分野の方向性 
（６）①障害児通所支援の充実 

○児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の障害児通所支援サービス事
業を推進し、療育⾯・訓練⾯も含めた質の⾼い障害児⽀援の充実に取り組みます。 

 

具体的施策 

児童発達支援、放課後等デイサービス等の適切なサービスの提供 

２-(６)-①-１ 

担当課(室) 子育て支援課 

具体的施策の

内容 

○療育の観点から、集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の

障害のある子どもを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、集団生活の適応訓練等を行います。 

○在学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、

生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、放課後等の居場所を提供しま

す。 

○重症心身障害などの重度の障害があり、障害児通所支援を受けるために外出す

ることが著しく困難な子どもに、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

活動指標 37 

○児童発達支援の月平均利用人数（人分／月） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

76 98 104 111 117 123 130 
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（６）②地域で暮らし続けるための在宅サービス等の充実 

○障害のある⼈が⾃ら希望する場所で社会と関わりながら暮らしていけるように、居宅で
の生活を支援する訪問系サービス、昼間の活動を支援する日中活動サービス及び生活の
場を提供する居住系サービスの充実を図ります。 

 

具体的施策 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護等の訪問系サービスの量的・質的充実 

２-(６)-②-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○訪問系サービスには、居宅介護・重度訪問介護

※

・同行援護

※

・行動援護

※

・重

度障害者等包括支援

※

のサービスがあります。訪問系サービスは、日常生活上の

支援など地域生活を支える重要なサービスであり、地域生活への移行を推進する

観点からも、ニーズに応じたサービス量の確保に努めます。 

○障害のある人が 65才以上になっても従来から受けてきたサービスを継続して利用で

きるよう、新たに位置付けられた共生型サービスが適切に運営されるよう努めます。 

活動指標 38 

○居宅介護の月平均利用人数（人分／月） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

316 365 388 411 435 461 489 

 

 

 

具体的施策 

短期入所及び日中活動系サービスの量的・質的充実 

２-(６)-②-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○居宅においてその介護を行う人の疾病やその他の理由により、障害者支援施設な

どへの短期間の入所を必要とする人等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、

入浴、排せつ又は食事の介護、その他の支援を行います。 

○日中活動系サービスには、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移

行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、療養介護

※

がありますが、障害のある人の

自立と社会参加を図るため、利用者のニーズや状況に応じた適切な支援を実施し

ます。 

活動指標 39 

 

○短期入所の月平均利用人数（人分／月） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

52 61 65 68 68 68 68 
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具体的施策 

グループホームなど住まいの確保と自立生活支援体制の強化 

２-(６)-②-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○居住系サービスには、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援があります。

福祉施設や精神科病院からの地域移行の促進を図るため、社会福祉法人等と

連携し、グループホームなどの居住基盤の整備を働きかけます。 

○入所施設やグループホームから地域生活に移行した人への巡回訪問、相談支援

を行う自立生活援助の円滑な実施に努めます。 

○障害のある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、障害のある人が住み慣

れた地域で安心して暮らしていけるよう、緊急時の相談や受入れ・対応など、地域

の事業者が機能を分担して面的な支援を行う地域生活支援拠点等を整備し、

障害のある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図ります。 

○障害福祉サービスだけでなく、声かけや見守りなどのインフォーマルな支援も含めた

地域生活の支援体制の整備に努めます。 

活動指標 40 

○共同生活援助（グループホーム）の月平均利用人数（人分／月） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

105 129 138 147 157 168 180 

 

 

 

具体的施策 

地域生活への移行（精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築） 

２-(６)-②-４ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○自立支援協議会地域移行部会を中心に、保健・医療・福祉に携わる関係者が

情報共有や連携を図り、精神障害のある人が、地域の一員として安心して自分ら

しい暮らしを送ることができるよう、幅広い支援を行います。 

○計画相談支援事業所への研修等を通じて、地域移行支援・地域定着支援を実

施する事業所の確保に努めていきます。併せて、今後は自立支援協議会地域移

行部会等の協議の場を活用して、病院、訪問看護事業所など地域の医療・福祉

に携わる関係機関が連携して精神障害のある人の地域での生活を支援する体制

づくりを進めます。 

活動指標 41 

○自立支援協議会地域移行部会の開催回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1 1 2 2 3 3 3 
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（６）③地域生活支援事業の充実 

○障害のある⼈が地域において⾃⽴した⽣活を送ることができるよう、地域の特性や利⽤
者の状況に応じて市町村が柔軟に実施する事業である地域生活支援事業の充実を図りま
す。 

 
 

具体的施策 

意思疎通支援の充実 

２-(６)-③-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○手話奉仕員養成講座や手話通訳者養成研修の実施、及び意思疎通支援事業

（手話通訳者設置・手話奉仕員派遣）の実施を通じて、聴覚、音声・言語機能、

視覚、その他の障害のため、意思疎通を図ることに困難な障害のある人等のニーズ

への対応に努めます。 

活動指標 42 

○手話通訳者派遣事業の実利用人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

15 16 17 18 19 20 21 

 

 

具体的施策 

移動支援の充実 

２-(６)-③-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的として、屋外での移動が困

難な障害のある人等について、外出のための支援を行います。 

○移動支援は、社会参加や自己実現を支える重要なサービスであることから支援内

容の充実を図ります。より利用しやすい制度となるように、事業内容の情報を提供

するとともに、サービス提供事業所を確保します。 

活動指標 43 

○移動支援の実利用人数（人分／年） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

329 361 375 387 398 410 422 
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具体的施策 

地域活動支援センター機能の充実 

２-(６)-③-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○地域で暮らす精神障害のある人の憩いの場、仲間づくりの場として、日常生活上

の相談やレクリエーション活動、地域住民との交流の促進を図ります。 

○精神保健福祉士等を配置し、地域の社会基盤との連携や精神障害に対する理

解促進を図るための普及啓発事業を行います。 

活動指標 44 

○地域活動支援センター（Ⅰ型）の実利用人数（人分／年） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

119 120 120 120 120 120 120 

 

 

具体的施策 

日常生活用具給付等事業の充実 

２-(６)-③-４ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○利用者の特性にあった適切な日常生活用具を給付します。重度の障害のある人

等には、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し、日常生活の支援を行

います。 

○利用の促進を図る観点から、日常生活用具に関する情報提供を行います。 

○平成 31（2019）年４月より「視覚障害者用血圧計」、「視覚障害者用地デジ対応

ラジオ」、「視覚障害者用 IC タグレコーダー」、「人工鼻（保険非適用分）」を追加、

令和２（2020）年４月より「人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー」を追

加。 

○利用者の最新のニーズを反映するため、更なる対応品目の拡大について検討を進

めます。 

活動指標 45 

○日常生活用具の給付件数（件／年） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 
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（６）④専門性の高い分野への支援の充実 

○医療的ケアを必要とする重症⼼⾝障害児者、発達障害のある⼈、⾼次脳機能障害のある
人、難病患者等、これまで施策の谷間にあった方々への支援の充実を図ります。 

 
 

具体的施策 医療的ケアを必要とする重症心身障害児者の在宅生活を支える基盤整備

の推進 ２-(６)-④-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 子育て支援課 

具体的施策の

内容 

○医療的ケアを必要とする重症心身障害児者が、在宅で安心して保健・医療・福

祉のサービスを総合的に受けられるよう、医療と福祉の連携による地域ケアシステム

を構築するための課題及び推進方策の検討を行うとともに、一定の研修を受講し

た介護職員が行うたん吸引等の制度の推進、及び適切な情報提供により、障害

福祉サービス事業所において医療的ケアに従事する人材の確保を図ります。 

○専門的な知識や経験に基づいて、関係機関との連携を図りつつ、生活を支援する

医療的ケア児等コーディネーターを配置します。 

○身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域における医療的ケア児の人数

やニーズを把握する方法を検討するとともに、重症心身障害児及び医療的ケア児

が利用できる短期入所事業所の情報提供等に努めます。 

○医療的ケアを必要とする新生児の、集中治療室入院中から退院後の在宅生活を

見据えた支援体制づくりについて、医療機関をはじめとする関係機関と連携し、発

達段階に応じた切れめのない支援体制づくりに努めます。 

活動指標 46 

○医療的ケア児等コーディネーターの配置人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1 1 1 2 2 2 2 

 

 

具体的施策 

支援の届きにくい障害等のある人への支援の充実 

２-(６)-④-２ 

担当課(室) 子育て支援課 地域共生推進課 健康推進課 

具体的施策の

内容 

○発達障害のある人・子どもについて、乳幼児期・就学期・成人期を通じて切れめの

ない支援を受けられるよう、各関係機関が連携して対応します。また、「大阪府発

達障がい児者支援プラン」の考え方に則り、大阪府発達障がい者支援センター（ア

クトおおさか）等と連携して、成人期の発達障害のある人の地域における相談支援

の窓口を整備します。 

○高次脳機能障害のある人が、安心して地域生活が送れるよう、大阪府高次脳機

能障がい相談支援センターと連携して、短期入所・グループホームなど必要なサー

ビス及び相談支援体制の確保に努めるとともに、相談支援専門員等について、高

次脳機能障害に対する理解を促します。また、大阪府高次脳機能障がい地域支

援ネットワークに参画し、泉州圏域での社会資源の充実に努めます。 

○難病のある人が、安心して地域生活が送れるよう、短期入所・グループホームなど必

要なサービス及び相談支援体制の確保に努めます。また、「難病の患者に対する医

療等に関する法律」（平成 27（2015）年１月施行）等の成立に伴う、障害者総合支

援法の対象となる難病等の範囲の拡大について、国の制度改正の動向を踏まえ、

必要とする人にサービスが行きわたるよう市民に対して適切な周知を行います。 
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○強度行動障害の状態を示す方への支援について、府立砂川厚生福祉センター等

と連携し、研修や講座等を通じて、地域で受入れ可能な事業所の充実に努めま

す。 

活動指標 47 

○難病を理由とする障害福祉サービス支給決定人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

4 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

（６）⑤保健・医療体制の充実 

○障害のある⼈が⾝近な地域において、保健・医療サービス、医学的リハビリテーション※

等を受けることができるよう、提供体制の充実を図ります。入院中の精神障害のある人
の退院、地域移⾏を促進するため、精神障害のある⼈が地域で暮らせる環境の整備に取
り組みます。 

 

具体的施策 

障害の原因となる疾病等の予防・治療 

２-(６)-⑤-１ 

担当課(室) 健康推進課 国保年金課 

具体的施策の

内容 

○がん検診等の受診率を上げることにより、障害の原因となる疾患の早期発見と早

期治療を図ります。 

○生活習慣病の予防や重症化予防のために、健康教室や健康相談等の充実に努

めます。 

○国民健康保険加入者については、特定健診の受診率を上げ、特定保健指導の

利用率を向上させます。 

活動指標 48 

○特定健診受診率（％） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

33.7 50 55 60 60 60 60 
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具体的施策 

自立支援医療制度による公費負担助成 

２-(６)-⑤-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○自立支援医療（更生医療

※

・育成医療

※

）の支給認定を受けた障害のある人等の

支給対象疾患に要する医療費に対し公費負担を行います。 

○自立支援医療（精神通院医療

※

）の支給申請を受付け、大阪府担当部局へ速

やかに進達して適切な運用に努めます。 

○制度を知らなかったことにより利用できなかったということがないよう、病院の窓口等を

通じた周知に努めます。 

活動指標 49 

○自立支援医療（精神通院）申請書の進達件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2,226 2,500 2,550 2,600 2,650 2,700 2,750 

 

 

具体的施策 

障害者医療費助成制度等による公費負担助成 

２-(６)-⑤-３ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○１～２級の身体障害者手帳所持者（児）、重度の知的障害のある人（児）及び中

度の知的障害のある人で身体障害者手帳所持者（児）を対象とする障害者医療

費助成制度により、医療費の一部を助成します。 

○20 歳未満の、３～４級の身体障害者手帳所持者（児）及び中度の知的障害のあ

る人（児）を対象とする心身障害児医療費助成制度により、医療費の一部を助成

します。 

○大阪府の福祉医療費助成制度の枠組みが平成 30（2018）年４月に改正され、精

神障害者保健福祉手帳１級所持者（児）及び重度難病患者が助成対象に加わ

りましたが、今後も国・府の動向を注視しながら、持続可能な制度の運用に努めま

す。 

活動指標 50 

○障害者医療助成件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

60,217 60,500 61,000 61,500 62,000 62,500 63,000 
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具体的施策 

医学・社会的リハビリテーションの推進 

２-(６)-⑤-４ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○大阪府や大阪府理学療法士会等と連携し、リハビリテーションが必要な障害のあ

る人や高齢者が、住み慣れた地域で、残存機能を活かしながら、その人らしくいき

いきと暮らすためのリハビリテーション体制を構築するよう努めます。 

○ロコモティブシンドローム

※

（運動器症候群）の概念を周知・啓発し、介護予防のた

めの取組として、市民を対象とした講座を行います。 

活動指標 51 

○介護予防に係るロコモ体操延べ参加人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1,381 1,600 1,900 2,200 2,500 3,000 3,000 

 

 

具体的施策 

こころの健康づくり・自殺予防対策の推進 

２-(６)-⑤-５ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○医療機関等の関係機関との連携を強化し、こころの健康づくりを推進します。ま

た、精神疾患の早期発見・早期治療などについて、保健所と連携し進めます。 

○庁内に連絡会議を設置し、関係課が協働して自殺対策事業に取り組みます。ま

た、市民や行政機関、地域団体、福祉関係支援団体職員等を対象に、ゲートキ

ーパー養成や各問題別の自殺対策に関する知識の取得を目的とした研修等を実

施します。 

○市民に広く自殺対策についての理解を深めるため、市民への啓発も継続して取組

を行います。 

活動指標 52 

○研修会への参加者数（人／年） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

48 65 65 65 65 65 65 

 

 

  



 

84 

 

（６）⑥経済的自立の支援 

○障害のある⼈が地域で質の⾼い⾃⽴した⽣活を営むことができるよう、雇⽤・就業の促進
に関する施策との適切な組みあわせの下、諸⼿当を⽀給するとともに、年⾦や各種の税制
上の優遇措置について周知し、経済的⾃⽴を⽀援します。 

 

 

具体的施策 障害年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当によ

る支援 ２-(６)-⑥-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 国保年金課 

具体的施策の

内容 

○障害年金その他の各種手当について、受給資格を有する人が、制度の不知・無

理解により年金・手当を受け取ることができないことのないよう、引き続き、制度の周

知に取り組みます。 

○常時特別な介護を必要とする在宅障害児者に対して、特別障害者手当、障害

児福祉手当、経過的福祉手当を支給します。 

○重度もしくは中度の障害がある 20 歳未満の在宅の児童を監護している方に対し

て、大阪府から支給される手当である特別児童扶養手当について、申請を受付け

ます。 

活動指標 53 

○特別障害者手当等の受給人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

287 287 287 287 287 287 287 

 

 

具体的施策 

水道料金・下水道使用料等の減免 

２-(６)-⑥-２ 

担当課(室) 上下水道総務課 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当を

受給する人のいる世帯に対して、水道料金・下水道使用料等の減免を行い、障

害のある人が地域で生活しやすいように経済的に支援します。 

活動指標 54 

○障害福祉関連諸手当受給世帯の水道料金・下水道使用料等の減免件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

445 445 445 445 445 445 445 

 

 

 

 

  



 

85 

 

（６）⑦サービスの質の確保・向上 

○ニーズに応じた質の高い支援を安定的に供給するため、指定障害福祉サービス事業者に対
して助⾔・指導を⾏い、また、様々なアプローチから事業者やその従業員の質の向上を図
ります。 

 

 

具体的施策 

サービスの質の向上に向けた取組の推進 

２-(６)-⑦-１ 

担当課(室) 広域福祉課 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○指定障害福祉サービス事業者に対し、実地指導や毎年行う集団指導において、

障害者虐待防止について周知を行うとともに、実地指導時においても障害のある

人の人権や合理的配慮について助言・指導を行います。 

○個別の事業者に対して、利用上のトラブル防止や適正な支援が実施されているか

どうかの確認・助言・指導を行い、障害福祉サービスの質の向上を図ります。 

○事業所連絡会において、大阪府の事業等を活用し、事業所を対象とした研修等

を実施することにより、障害福祉従業者のスキルアップを図ります。 

○障害福祉サービスの質の向上を図るため、障害福祉サービス事業者に対して、実

地指導や指導監査等の場を活用し、第三者評価の積極的な受審を行うよう促進

に努めます。 

活動指標 55 

○泉佐野市所在の障害福祉サービス事業所への指導監査実施か所数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

34 40 40 40 40 40 40 

 

 

具体的施策 

支援人材の確保 

２-(６)-⑦-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○主任相談支援専門員をはじめとする障害者支援における専門的な知見を有する

人材の育成と確保に向け、事業所への研修機会や情報提供等を行います。 

○サービスの担い手となる福祉人材の確保に向け、障害福祉の現場についての積極

的な情報発信を行うとともに、大阪府・事業所と連携した人材確保・定着の取組

を推進します。 

活動指標 56 

○事業所を対象とした研修等に関する情報提供回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

10 12 12 12 12 12 12 
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基本目標３ 地域で安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます 

施策の分野７ 生活環境 

現状と課題 
大阪府においては、全国に先駆けて平成５（1993）年４⽉に施⾏した「⼤阪府福祉のま
ちづくり条例」に基づき、バリアフリー化が進められています。近年では、平成 30（2018）
年６⽉に「⼤阪府ユニバーサルデザイン推進指針」、平成 31（2019）年３⽉に「⼤阪府バ
リアフリー基本構想等作成促進指針」、令和２（2020）年３⽉に「⼤阪府鉄道駅等バリア
フリー化促進方針」を策定するなど、福祉のまちづくりの更なる充実が図られています。 
本市においては、府の条例等に基づき、公共建築物やその周辺地区のバリアフリー化を
進めています。公共施設や商業施設に対しては、「ゆずりあい駐⾞区画」の整備及びその協
⼒依頼を進めていますが、更なる周知・拡大が必要です。公共交通機関においては泉佐野
市バリアフリー構想に基づき、ＪＲ⽇根野駅、南海⽻倉崎駅のバリアフリー化を⾏い、続
けて南海鶴原駅、南海井原⾥駅のバリアフリー化を完了しました。 

情報アクセシビリティ※の⾯においては、⼿話を理解できない難聴・中途失聴者等のため
に、引き続き、要約筆記者派遣事業に取り組みます。 

 

ニーズ調査結果より 
○ひとりで外出することができるかについてみると、全体では「一人で外出できる」が
66.2％で最も多くなっており、次いで「介助者がいれば外出できる」が 29.5％となって
います。身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者では「一人で外出でき
る」がそれぞれ 64.1％、80.7％、療育⼿帳所持者では「介助者がいれば外出できる」が
58.0％で最も多くなっています。 
○⾝のまわりで改善が必要なものについては、「障害への理解」が 42.2％で最も多くなっ

ており、次いで「緊急事態が起こった時の対応」が 31.3％となっています。 
○必要な情報をどこから入手しているかについては、全体では「家族・親せき」が 57.1％

で最も多くなっており、次いで「インターネット（携帯電話・スマートフォンを含む）」
が 39.7％、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」が 34.0％となっています。 

成果目標７ 

項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①道路、公園、緑地、公共建築物などのバリアフリー・

ユニバーサルデザイン化の推進についての当事者の

満足度 

49％ 56％ 60％ 
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分野の方向性 
（７）①福祉のまちづくりの推進 

○⾃⽴と社会参加を⽀援し、誰もが快適で暮らしやすい⽣活環境の整備を推進するため、
障害のある⼈が安⼼して⽣活できる住宅の確保、建築物・公共交通機関等のバリアフリ
ー化を推進するとともに、障害のある人に配慮したまちづくりを推進します。 

○「泉佐野市都市計画マスタープラン」、「泉佐野市みどりの基本計画」と連動して取組を
継続し、バリアフリー・ユニバーサルデザイン化を進めます。 

○市有建築物について、すべての⼈が安⼼・快適に利⽤できるよう、「⾼齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促進に関する法律※（バリアフリー新法）」や「大阪府福祉のまちづく
り条例」に基づき、多機能トイレやエレベーター、案内板の設置など、バリアフリー化
を進めます。 

 

具体的施策 安全で安心な歩行者空間及び公園の整備 

（福祉のまちづくり・ユニバーサルデザインの推進） ３-(７)-①-１ 

担当課(室) 道路公園課 

具体的施策の

内容 

○バリアフリー基本構想に基づく生活関連経路及び準生活関連経路の整備を進め

るとともに、その他の市管理道路においてもすべての利用者が安全に利用できる歩

行者空間の整備を進めます。 

○「泉佐野市みどりの基本計画」に基づき、日常生活圏のレクリエーションの場として、

公園入口から公園内へのアプローチの整備、段差解消など、子どもだけでなく高齢

者や障害のある人も安心して利用できるバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を

進め、人にやさしい公園整備に努めます。 

○公園の大規模改修時には、都市公園移動等円滑化基準に基づく整備を進めま

す。 

活動指標 57 

○歩道段差解消等の改良済み（歩道付きの市道）割合（％） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 
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具体的施策 

住宅セーフティネット法に基づく民間賃貸住宅への円滑な入居促進 

３-(７)-①-２ 

担当課(室) 都市計画課 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○住宅セーフティネット法

※

に基づいて、大阪府、府内市町村、大阪府宅地建物取

引業協会、居住支援団体など官民一体となって設置する居住支援協議会

「Osaka あんしん住まい推進協議会」に参画し、障害のある人など住宅確保要配

慮者に対して円滑に住宅が供給されるよう、居住支援の取組を推進します。 

○福祉部局と住宅部局との連携の強化により、あんしん賃貸支援事業等を活用し、

民間賃貸住宅への円滑な入居を促進します。 

○協力登録店へ呼びかけ、あんぜん・あんしん賃貸及びあんしん賃貸住宅の住宅登

録の推進に努めます。 

活動指標 58 

○あんしん賃貸支援事業支援団体・協力店登録件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

8 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

（７）②外出しやすいまちづくり 

○⾃⽴と社会参加を⽀援し、誰もが快適で暮らしやすい⽣活環境の整備を推進するため、
障害のある⼈が安⼼して外出できる環境の整備、⾞いす駐⾞場等の適正利⽤及び⾝体障
害者補助犬法等の周知啓発を推進します。 

 

具体的施策 

車いす使用者用駐車場等の適正利用の促進 

３-(７)-②-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○車いす使用者用駐車区画に障害のない人が駐車するなど、真に必要とする人が

利用できない状況がみられるため、適正利用の促進に向けて、市民や事業者への

啓発を行うとともに、通常の「車いす使用者用駐車区画」に加え、その他の配慮を

必要とする人のための「ゆずりあい駐車区画」の両方（ダブルスペース）の設置を大

阪府と連携して推進します。 

○「障害者福祉のしおり」に、「ゆずりあい駐車区画」制度の説明を記載し、手帳交

付者に対して制度の周知を行います。 

活動指標 59 

○市有施設における「ゆずりあい駐車区画」設置か所数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

4 4 4 4 4 4 4 
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【大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度

※

】 

車いす使用者用駐車区画 ゆずりあい駐車区画 

自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるよう、通

常より幅の広いスペースです。 

 

移動の負担を少なくするため、施設の出入り口付近に

設置された通常幅の駐車スペースです。 

車いすを常時使用する身体障害のあ

る人、要介護高齢者等が対象。車い

す使用者用駐車区画に駐車できない

場合は、ゆずりあい駐車区画に駐車

することができます。 

移動に配慮が必要な障害のある人、

難病患者、妊産婦等が対象。ゆずり

あい駐車区画に駐車できない場合

は、車いす使用者用駐車区画に駐車

できますが、施設入口付近の一般駐

車区画の利用にも努めてください。 

 

 

具体的施策 

身体障害者補助犬法の周知啓発 

３-(７)-②-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○身体障害者補助犬法に基づき、公共施設や公共交通機関、不特定多数が利

用する民間施設において、補助犬（盲導犬

※

、介助犬

※

、聴導犬

※

）を同伴しての

利用が円滑に進むよう、様々な機会を通じて法律の周知等に努めます。 

活動指標 60 

○身体障害者補助犬法の啓発活動事例回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2 2 2 3 3 4 4 
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具体的施策 

コミュニティバスの充実化 

３-(７)-②-３ 

担当課(室) 道路公園課 

具体的施策の

内容 

○コミュニティバスについて、平成 22（2010）年７月にリフト付きバスから低床バスへの切

り替えを行いましたが、引き続き障害のある人や高齢者、子育て世帯の方など、誰

もが利用しやすいものとなるように努めます。 

○障害のある人等が乗り降りしやすいように、停留所における段差解消など、利用者

環境の向上をめざします。 

○平成 27（2015）年 10 月からの運賃無料化により利用者が増加したため、座席の

譲りあいについて車内放送をしており、障害のある人や高齢者等が安心して利用で

きる車内環境づくりに努めます。 

○令和元(2020)年５月より、いずみさの・たじりコミュニティバス（たじりっちバス）を運行

開始し、平日運行の４コース、日曜日・祝日運行の観光周遊２コース、全６コース

の車内において、安心して乗車いただけるように新型コロナウイルス感染防止対策

を講じています。 

活動指標 61 

○ノンステップバスの導入台数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

4 4 4 4 4 4 4 

 

 

具体的施策 

障害のある人に関するマークの普及・啓発 

３-(７)-②-４ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○国際シンボルマーク等の普及・啓発を行うことにより、外出した際の周囲の方の配慮

を促し、安心して外出できるような環境づくりをめざします。 

活動指標 62 

○ヘルプマークの配布個数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

254 260 270 280 290 300 310 
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【障害のある人に関するマークの例】 

 

【障害のある人のための国際シンボルマーク】 

障害のある人が利用できる建物、施設であることを明確に表すため

の世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハ

ビリテーション協会の「使用指針」により定められています。 

駐車場等でこのマークを見かけた場合には、障害のある人の利用へ

の配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

※このマークは「すべての障害のある人を対象」としたものです。 

特に車いすを利用する人に限定して使用されるものではありません。 

 

【身体障害者

※

標識】 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運

転する車に表示するマークで、表示については、努力義務となってい

ます。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に

幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せら

れます。 

 

【聴覚障害者標識】 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転す

る車に表示するマークで、表示については、義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に

幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せら

れます。 

 

【視覚障害のある人のための国際シンボルマーク】 

世界盲人会連合で 1984 年に制定された盲人のための世界共通の

マークです。視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建

物、設備、機器等に付けられています。信号機や国際点字郵便物・書

籍等で身近に見かけるマークです。 

このマークを見かけた場合には、視覚障害のある人の利用への配慮

について、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

【耳マーク】 

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。

聴覚障害のある人は見た目にはわからないために、誤解されたり、不

利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。 

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解

し、コミュニケーションの方法への配慮について、ご協力をお願いし

ます。 
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【ほじょ犬マーク】 

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助

犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことをいいます。「身体障害者補

助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デ

パートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害

者補助犬が同伴できるようになりました。 

補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部とな

って働いています。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面

でもきちんと管理されています。 

お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方

を見かけたりした場合は、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

【オストメイトマーク】 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のための設

備があることを表しています。オストメイト対応のトイレの入口・案

内誘導プレートに表示されています。 

このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮

されたトイレであることについて、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

【ハート・プラス マーク】 

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部（心臓、呼

吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障害がある

方は外見からはわかりにくいため、様々な誤解を受けることがありま

す。 

内部障害の方の中には、電車等の優先席に座りたい、近辺での携帯

電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、といっ

たことを希望していることがあります。 

このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への

配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

【ヘルプ マーク】 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、又は妊娠

初期の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている

方々を表しています。 

このマークを着用されている方を見かけた場合には、電車内で席を

ゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動

をお願いします。 
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（７）③情報アクセシビリティ 

○障害のある⼈が円滑に情報を取得・利⽤し、意思表⽰やコミュニケーションを⾏うこと
ができるように、情報通信における情報アクセシビリティの向上、情報提供の充実、コ
ミュニケーション⽀援の充実等、情報の利⽤におけるアクセシビリティの向上を推進し
ます。 
具体的施策 

行政情報の提供におけるアクセシビリティの向上 

３-(７)-③-１ 

担当課(室) 自治振興課 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○ホームページにおいて、障害のある人が閲覧しやすくなるよう、ユニバーサルデザインの

観点からページの改善を継続的に行い、更なるアクセシビリティの向上を図ります。 

○視覚障害のある人への支援について、市報の点字版及び音声版並びに制度改正

時等の点字版・音声版パンフレット等の提供を行います。 

活動指標 63 

○点字市報・声の市報等視覚障害者向け情報ツールの作成件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2 4 2 2 4 2 2 

 

 

具体的施策 

聴覚障害のある人、難聴・中途失聴者、盲ろう者に対する情報提供の充実 

３-(７)-③-２ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○視覚障害のある人への情報提供活動の充実を図るため、基礎的な点訳の技術を

有する人材を育成します。また、社会福祉協議会を通じて朗読ボランティア等を育

成します。 

○聴覚障害のある人への支援について、外出時の必要に応じた手話奉仕員等の派

遣、手話通訳の配置を行い、円滑な情報提供に努めます。 

○聴覚障害のある人への情報提供活動の充実を図るため、手話奉仕員養成講座

及び手話通訳者養成研修を引き続き開催します。 

○聴覚に障害があり、かつ手話等でも意思疎通を図ることに支障がある人に対して、

要約筆記によるコミュニケーションの支援を行うため、要約筆記者の派遣を行います。 

○「泉佐野市軽度難聴児補聴器交付事業」により、身体障害者手帳に該当しない

軽度の難聴児の保護者に対して補聴器購入費用の一部を助成し、難聴児への

療育を支援します。また、府立情報コミュニケーションセンター等関係機関と連携す

ること等により、難聴児等の早期発見や円滑かつ適切な支援・治療につなげるよう

努めます。 

○視覚と聴覚に重複して障害のある盲ろう者の自立と社会参加を促進するため、大

阪府が実施する「盲ろう者通訳・介助者養成研修事業」について市報にて周知

し、盲ろう者のニーズを把握して「盲ろう者通訳・介助者派遣事業」の利用につなげ

るよう努めます。 

活動指標 64 

○手話通訳者派遣事業の実利用人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

15 16 17 18 19 20 21 
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施策の分野８ 安全・安心 

現状と課題 
国においては、平成 26（2014）年４⽉に施⾏された災害対策基本法の改正により、市
町村による避難⾏動要⽀援者名簿の作成、名簿情報の避難⽀援等関係者への提供等の規定
が設けられました。 

本市においては、障害のある人を含めた要配慮者の災害時の避難支援について定めた「泉
佐野市避難⾏動要⽀援者避難⾏動⽀援プラン」を策定し、平成 26（2014）年４⽉から運
用を開始しました。更に、「避難⾏動要⽀援者名簿」を作成するため、「地域の絆づくり登
録制度」を実施し、平成 26（2014）年８⽉から登録の受付けを開始しました。令和元（2019）
年度には、地域の絆づくり登録制度同意登録者数は 2,697⼈、避難⾏動⽀援活動にかかる
協定書締結団体数は 42団体、また福祉避難所の指定箇所数も 20箇所と、取組が広がって
います。⼀⽅で、地域の絆づくり登録制度同意登録者のうち、個別計画の作成割合は１割
未満にとどまっており、一人ひとりの状況に応じた支援体制の整備が今後の課題となって
います。 

 

ニーズ調査結果より 
○災害などの緊急事態が発生した場合、ひとりで避難できると思うかどうかについては、

「ひとりでは避難できないと思う」が 38.3％となっています。 
○「地域の絆づくり登録制度（避難⾏動要⽀援者登録制度）」については、「⾔葉も内容も知

らない」が 66.2％（前回65.7％）と最も多くなっています。福祉避難所についても、「ど
ういうものかも場所も知らない」が 77.6％と多くなっており、災害時の支援体制について
当事者への周知も課題であることが示されています。 
○災害などが起きた時に⽀援してほしいことについては、全体では「必要な治療や薬を確保

してほしい」が 40.8％で最も多くなっており、次いで「災害情報を知らせてほしい」が
34.7％となっています。 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活で特に困っていることについては、
全体では「外出の制限」が 37.4％で最も多く、次いで「特にない」が 27.4％となって
います。療育⼿帳所持者では「外出の制限」が 51.1％、精神障害者保健福祉手帳所持者
では「支出の増加」が 24.4％（全体 12.7％）で、他の障害より多くなっています。 

 

成果目標８ 

項目 

前回 現状 最終年度 

H29 年度 R２年度 R８年度 

①防災・防犯対策の充実についての当事者の満足度 48％ 58％ 60％ 
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分野の方向性 
（８）①防災対策の推進 

○⼤規模な災害発⽣時に、障害のある⼈が円滑に避難でき、⼼⾝共に安⼼して避難⽣活が
送れるように⽀援します。とりわけ、知的障害のある⼈や、精神障害のある⼈が落ち着
ける環境を工夫するなど、様々な障害特性や配慮事項についての啓発を進めます。 

 

具体的施策 

地域の絆づくり登録制度の周知・避難行動要支援者名簿の作成 

３-(８)-①-１ 

担当課(室) 危機管理室 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○個人情報の保護に留意した要支援者名簿を作成し、障害のある人をはじめとした

災害時に支援を要する人（避難行動要支援者）の把握に努めます。 

○地域の絆づくり登録制度について、要配慮者に向けて制度内容の周知・理解を促

し、要支援者名簿登録者数の増加に努めます。 

○登録の促進については窓口での継続した案内のほか、ケアマネジャーを通じた案内

を行うなど、より効果的なアプローチ方法の検討を進め、同意登録につなげるととも

に、広報や機関誌等への掲載を働きかけ、市民に対しても制度周知を図ります。 

活動指標 65 

○要支援者の登録人数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2,697 2,900 3,000 3,050 3,100 3,150 3,200 

 

 

具体的施策 

避難行動要支援者個別計画の作成 

３-(８)-①-２ 

担当課(室) 危機管理室 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○地域の絆づくり登録制度に登録し同意のあった要支援者について、地域の支援団

体やコミュニティソーシャルワーカー

※

（ＣＳＷ）等と協力し、障害のある人それぞれの

状況を踏まえて、個々の避難計画である｢避難行動要支援者個別計画｣の作成

を進め、災害時に備えた日頃からの支援体制を構築します。 

○地域の支援団体数の増加に向け、引き続き地域への働きかけを行うとともに、訓練

などを通して団体の取組支援を強化します。 

○避難行動要支援者避難行動支援プランに基づき、障害のある人をはじめとした避

難行動要支援者に対する情報の伝達や安否確認・避難誘導、避難所における

福祉サービスや医療的ケアの継続などの支援体制を整備・促進します。 

活動指標 66 

○個別計画作成率（％） 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

9.7 16 19 22 25 28 31 
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具体的施策 

福祉避難所（二次的な避難施設）の指定の促進 

３-(８)-①-３ 

担当課(室) 危機管理室 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○障害のある人を含む避難行動要支援者のために特別の配慮がなされた福祉避難

所については、防災部局と福祉部局で連携協力体制をとり、民間社会福祉施設

等における指定を働きかけます。 

活動指標 67 

○福祉避難所の協定締結施設数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

18 18 18 18 18 18 18 

 

 

具体的施策 災害発生後の福祉・医療サービス継続提供のための広域的なネットワーク

の形成 ３-(８)-①-４ 

担当課(室) 健康推進課 危機管理室 

具体的施策の

内容 

○災害発生後も継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、「泉佐野市

地域防災計画」に基づき、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推

進します。 

○福祉・医療サービスを継続的に提供するために、泉佐野保健所を中心として保健

所管内３市３町の広域的なネットワークで取組を進めます。 

活動指標 68 

○泉佐野保健所主催危機管理会議への出席回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

具体的施策 

防災知識の普及・啓発 

３-(８)-①-５ 

担当課(室) 危機管理室 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○「市民防災の日」に大防災訓練を開催し、地域住民が参加しやすいメニューの充

実を図るとともに、災害時の心構え等を広く周知し自助・共助の意識を醸成し公

助とのバランスのとれた総合的な防災体制と市民一人ひとりへきめ細やかな防災知

識の普及・啓発を行います。 

○災害時において、その機能が十分に発揮されるよう、ヘルプマークの普及・啓発に取

り組みます。また、障害当事者団体と連携し、ヘルプマークを着用した大防災訓練

及び草の根防災訓練への参加を勧奨し、防災訓練の機会を通じて、障害や障害

特性の理解促進を図ります。 

活動指標 69 

○大防災訓練の実施回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

1 1 1 1 1 1 1 
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（８）②防犯対策等の推進 

○安全かつ安⼼して地域社会で過ごせるよう、地域防犯⼒の更なる向上に取り組むととも
に、緊急時における 110番通報手段をわかりやすく広報するなど、障害のある人の犯罪
被害を防⽌する取組を⾏います。 

 

具体的施策 

緊急時における１１０番通報手段の広報 

３-(８)-②-１ 

担当課(室) 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○聴覚や言語に障害のある人が事件や事故に遭遇した場合に、警察への緊急通報

手段として整備している「ファックス 110 番」及び「メール 110 番」について、「障害者

福祉のしおり」や市ホームページ等へ掲載し、必要とする方に向けて積極的に広報

します。 

活動指標 70 

○市報等での広報回数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

（８）③消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

○消費者トラブルに関する情報を収集し、積極的な発信を⾏うとともに、その被害からの
救済に関して必要な情報提供を⾏い、障害のある⼈の消費者トラブルの防⽌及び被害か
らの救済を図ります。 

 

具体的施策 

家計管理支援と消費者トラブル等の防止 

３-(８)-③-１ 

担当課(室) まちの活性課 地域共生推進課 

具体的施策の

内容 

○地域福祉協議会と連携し、支援を必要とする人への家計管理等に関する相談を

行い、地域における自立した生活を支援します。 

○消費トラブル等の防止に向けて、防犯に関する情報を、障害のある人やその家族

等へ迅速に届ける体制づくりに取り組みます。市報に毎月「消費生活センターだよ

り」を掲載するとともに、市内の店舗や関係機関等に消費者啓発用パンフレットを

設置します。 

活動指標 71 

○包括支援センターにおける家計・経済に関する相談件数 

現状 １年目 ２年目 中間年度 ４年目 ５年目 最終年度 

R１年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

488 500 520 540 560 580 600 
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第５章 第６期障害福祉計画 

 障害福祉計画は、障害福祉サービス及び相談支援、地域生活支援事業等を提供するための
体制確保が、総合的かつ計画的に⾏えるよう、国や府の定める基本指針に基づく成果目標、
具体的なサービスの⾒込量について定めるものです。 
 

１ 成果目標 

令和５（2023）年度を目標年度とする障害福祉計画において必要な障害福祉サービス等の
提供体制の確保に係る目標として、以下の通りに成果目標を設定します。 

 

成果目標１  施設入所者の地域生活への移行 

 

国の 

基本指針 

●地域移行者数：令和元（2019）年度末施設入所者の 6％以上とする 

●施設入所者数：令和元（2019）年度末の 1.6％以上削減する 

 

府の 

考え方 

●国の基本指針に沿った目標設定とする 

 

目標設定の考え方 
○施設⼊所者の地域⽣活への移⾏者数 
地域⽣活への移⾏を進める観点から、令和元（2019）年度末時点の施設⼊所者数 67 人
のうち、６％にあたる５⼈が、令和５（2023）年度末までに、⾃⽴訓練事業等を利⽤し、
グループホームや⼀般住宅等に移⾏できるよう取り組みます。なお、第５期計画において
は、令和２（2020）年度末時点において目標６⼈に対し、令和元（2019）年度までの実
績が１人、未達成数５人となっています。 

 
○施設⼊所者数の削減と令和５（2023）年度末時点の施設⼊所者数 
施設⼊所者の地域⽣活への移⾏にあわせて、令和元（2019）年度末時点の施設入所者数
67 人のうち、1.6％にあたる１⼈分を削減し、令和元（2019）年度末の施設⼊所者数を
66⼈とすることを目標として、地域移⾏に必要な⽀援が総合的に受けられるように取り組
みます。なお、第５期計画においては、令和２（2020）年度末時点において目標 66人に
対し、令和元（2019）年度実績が 67 人、未達成数１人となっています。 
なお、施設⼊所者の地域⽣活への移⾏者数より施設⼊所者数の削減目標が⼩さいのは、
新規入所者が一定数あることを想定しているためです。  
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○令和５（2023）年度末時点の目標値 
【基準値】令和元（2019）年度末時点の施設入所者数︓67 人 

項目 目標値 考え方 

令和５（2023）年度までの施設入所者

の地域生活への移行者数 

5 人 

基準値の 6％以上に設定 

67 人×６％＝５人 

令和５（2023）年度末時点の施設入

所者数 

66 人 

基準値から 1.6％以上削減する 

67 人×98.4％＝66 人 

施設入所者の削減見込み 1 人 

令和５（2023）年度末までに減少させる数 

67 人－66 人＝１人 

 

 

成果目標２  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

国の 

基本指針 

●精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数を316日以上とすること

を基本とする 

●精神病床における１年以上長期入院患者数について、国が示した算定式に基づいて

算出した人数を目標値として設定する 

●精神病床における早期退院率について、入院後３か月時点の退院率は 69％以上、

入院後６か月時点の退院率については 86％以上、入院後１年時点の退院率につい

ては 92％以上とすることを基本とする 

 

府の 

考え方 

●国の基本指針に沿った目標設定とするが、精神病床における１年以上長期入院患

者数については、大阪府の実情に応じた目標設定とする 

 

目標設定の考え方 
○精神病床から退院後１年以内の地域における平均⽣活⽇数 

国が算出した値（NDB-レセプト情報を活用し、2016年 3月の精神病床からの退院者を
対象にした値）では、⼤阪府の精神病床から退院後１年以内の地域における平均⽣活⽇数
は 316 日であることから、大阪府の基本的な考え方に基づき、国の目標設定に準じて設定
します。 

 
○精神病床における１年以上⻑期⼊院患者数 
国の基本指針とは異なる目標設定ですが、⼤阪府の基本的な考え⽅に基づき、⼤阪府に
おける令和5（2023）年6月時点での精神病床における 1年以上の⻑期⼊院患者数を8,688
人以下とすることを目標とし、各市町村においては、この目標値を 1 年以上の⻑期⼊院患
者数で按分した数値を目標として設定します。 
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○精神病床における早期退院率 
国が算出した値（NDB-レセプト情報を活用）では、大阪府における平成 29（2017）年
度の退院率は 3 か月時点で 63％、6か月時点で 82％、12 か月時点で 90％ですが、大阪
府の基本的な考え方に基づき、可能な限り早期の退院をめざすため、国の目標設定に準じ
て設定します。 

 
○令和５（2023）年度末時点の目標値 

項目 目標値 

精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 316 日以上 

精神病床における１年以上長期入院患者数 

（令和元年 6 月 30 日時点で 214 人） 

203 人以下 

精神病床における早期退院率 

入院後３か月時点：69％以上 

入院後６か月時点：86％以上 

入院後１年時点 ：92％以上 

 

 

成果目標３  地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

国の 

基本指針 

●地域生活支援拠点等について、各市町村または各圏域に１つ以上の地域生活支

援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び

検討することを基本とする    
 

 

府の 

考え方 

●国の基本指針に沿った目標設定とする 

 

 

目標設定の考え方 
未整備の市町村については引き続き第５期障害福祉計画期間中に整備することを目標と
しつつ、拠点等の整備後は⽀援困難事例等のノウハウ蓄積・活⽤を⾏いながら、PDCA サ
イクルの視点で機能の充実を図っていく。 

 

○令和５（2023）年度末時点の目標値 

項目 目標値 

地域生活支援拠点等の整備 １箇所以上 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討 年１回以上 
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成果目標４  福祉施設から一般就労への移行等 

 

国の 

基本指針 

●一般就労への移行者数を令和元（2019）年度実績の 1.27 倍とする。就労移行支

援事業については、一般就労への移行者数を令和元（2019）年度実績の 1.30 倍と

する 

●一般就労への移行者数について、就労移行支援事業については、一般就労への

移行者数を令和元（2019）年度実績の 1.30 倍以上、就労継続支援Ａ型事業につ

いては 1.26 倍以上、就労継続支援Ｂ型事業については 1.23 倍以上とする 

●就労定着支援事業の利用者数については、令和５（2023）年度における就労移行

支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７割が就労定着支援事業を

利用することを基本とする 

●就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労

定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることを基本とする 

 

府の 

考え方 

●一般就労への移行者数については大阪府全体では国の基本指針に沿った目標設

定とする 

●就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率については国の基

本指針に沿った目標設定とする 

●就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均額について、令和元（2019）年度の

工賃の平均額の実績よりも令和５（2023）年度の工賃の平均額が向上するよう目

標値を設定する 

 

 

目標設定の考え方 
○福祉施設利⽤者の⼀般就労への移⾏者数 
⼤阪府の考え⽅に基づき、令和 5（2023）年度における府域における目標値を、2,290
⼈以上（令和元年度移⾏実績の 1.27倍以上、併せて、就労移⾏⽀援 1.30倍以上、就労継
続支援 A 型 1.26 倍以上、就労継続支援 B型 1.23 倍以上）と大阪府が設定しており、こ
の目標値を市町村ごとに按分した数値を、本市の⼀般就労への移⾏についての目標値とし
て設定します。なお、第５期計画においては、令和２（2020）年度末時点において目標
14⼈に対し、令和元（2019）年度実績が 19 人で目標を上回っています。 

 
○就労定着⽀援事業の利⽤者数及び事業所ごとの就労定着率 

就労定着⽀援の利⽤者数は、就労移⾏⽀援事業所等を通じた⼀般就労への移⾏者数と⽐
較して低調であることから、就労定着⽀援の利⽤を促すために、利⽤者数を成果目標とし
ます。また、令和５（2023）年度末において、就労定着⽀援事業所のうち、就労定着率が
８割以上の事業所を全体の７割以上とすることを目標として設定します。  
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○令和５（2023）年度末時点の目標値 
項目 R1 年度実績 目標値 

福祉施設から一般就労への移行者数 

就労移行支援事業 14 人 20 人 

就労継続支援Ａ型事業 1 人 2 人 

就労継続支援Ｂ型事業 4 人 6 人 

合計 19 人 28 人 

福祉施設から一般就労へ移行した者のうち、就労定着支援を利用し

た者の割合 

10.5％ 

（R2 年 11 月） 

７割以上 

就労定着率８割以上の事業所の割合 

事業所なし 

（R2 年 11 月） 

７割以上 

 

 

成果目標５  就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額 

 

府の 

考え方 

●就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均額について、令和元（2019）年度の

工賃の平均額の実績よりも令和５（2023）年度の工賃の平均額が向上するよう目

標値を設定する 

 

目標設定の考え方 
○ 就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額 

⼤阪府では、令和 5（2023）年度における就労継続⽀援（B 型）事業所の平均工賃額
を、令和元（2019）年度の実績額から 16.9％増した⾦額とすることを目標としています。
本市においては、第５期計画において、令和２（2020）年度末時点における目標 15,500
円に対し、令和元（2019）年度実績が 16,226 円となっており、目標を上回っています。
そのため、大阪府において示された目標値を踏まえ、現状を維持する目標設定とします。 

 

○令和５（2023）年度末時点の目標値 
項目 R1 年度実績 目標値 

就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均額 16,226 円 16,500 円 
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成果目標６  相談支援体制の充実・強化等 

 

国の 

基本指針 

●令和５（2023）年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相

談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基

本とする    
 

府の 

考え方 

●国の基本指針に沿った目標設定とし、令和５（2023）年度までに市町村が基幹相談

支援センターを設置することを基本とする 

 

 

目標設定の考え方 
⼤阪府の基本的な考え⽅では、国の基本指針に基づいて、令和 5（2023）年度末までに、

基幹相談支援センターを設置することを求めています。本市においては既に設置済みとな
っています。 

 

 

○令和５（2023）年度末時点の目標値 

項目 目標値 

基幹相談支援センターの設置 設置済 
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成果目標７  障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

国の 

基本指針 

●都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するため

の取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とす

る障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい    
 

府の 

考え方 

●国の基本指針の趣旨を踏まえ、報酬請求にかかる過誤調整等の事務を削減し、利

用者への直接支援等の充実と適切なサービス利用を図るとともに、指導監査の適正

な実施などにより運営基準等を遵守させることにより、事業所等のサービス等の質を

向上させる 

 

 

目標設定の考え方 
都道府県及び市町村職員が障害者総合⽀援法の具体的内容を理解する取組や、⾃⽴⽀援
審査⽀払等システム等の利⽤により請求の過誤を無くすための取組、適正な運営を⾏って
いる事業所を確保する取組により、利⽤者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を
⾏うために設定します。 

 

 

○令和５（2023）年度末時点の目標値 

項目 目標値 

指導監査担当課との必要な連携等を行うことができる体制の構築 構築済 
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２ 障害福祉サービスの見込量 

（１）訪問系サービス 

①訪問系サービスの概要 

サービス名 サービスの概要 

居宅介護 自宅で入浴・排せつ・食事などの介護や調理・洗濯などの家事を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者や重度の知的障害、精神障害のある人で、常に介護が

必要な人に、自宅で入浴・排せつ・食事などの介護から外出時の介護までを総

合的に行います。 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必

要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつや食事等の介護、その他外

出する際に必要な援助を行います。 

行動援護 

知的障害や精神障害により行動する際に困難が伴い、常に介護を必要とする

人に対して、行動するときの危険を回避する援助や外出時の介護を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

常に介護が必要な障害のある人の中で、四肢麻痺等のため介護の必要性が

非常に高いと認められた人には、居宅介護や生活介護、行動援護、共同生活

介護などのサービスを包括的に提供します。 

    

②訪問系サービス見込量 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

居宅介護 

身体 

人分／月 110  121     134 146 156 166 

時間分／月 2,723  3,003  3,349 3,695 3,948 4,201 

知的 

人分／月 76  83  88 92 96 100 

時間分／月 922  965  1,026 1,086 1,133 1,180 

障害児 

人分／月 9  10  11 12 13 14 

時間分／月 127  144  160 176 190 205 

精神 

人分／月 85  102  109 115 123 131 

時間分／月 1,141  1,293  1,410 1,527 1,633 1,739 

合計 

人分／月 280  316  342 365 388 411 

時間分／月 4,913  5,405  5,945 6,484 6,904 7,325 
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実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

重度訪問介護 

身体 

人分／月 8  10     11 12 13 14 

時間分／月 1,682  1,719  2,045 2,371 2,568 2,766 

知的 

人分／月 2  0  1 2 2 3 

時間分／月 293  0  162 323 323 484 

精神 

人分／月 0  0  0 0 0 0 

時間分／月 0  0  0 0 0 0 

合計 

人分／月 10  10  12 14 15 17 

時間分／月 1,975  1,719  2,207 2,694 2,891 3,250 

同行援護 

身体 

人分／月 27  31     34 37 40 43 

時間分／月 486  497  572 646 699 751 

障害児 

人分／月 0  0  0 0 0 0 

時間分／月 0  0  0 0 0 0 

合計 

人分／月 27  31  34 37 40 43 

時間分／月 486  497  572 646 699 751 

行動援護 

知的 

人分／月 2  2     2 2 2 2 

時間分／月 68  65  78 90 90 90 

障害児 

人分／月 0  0  0 0 0 0 

時間分／月 0  0  0 0 0 0 

精神 

人分／月 0  0  0 0 0 0 

時間分／月 0  0  0 0 0 0 

合計 

人分／月 2  2  2 2 2 2 

時間分／月 68  65  78 90 90 90 

重度障害者等 

包括支援 

合計 

人分／月 0  0  0 0 0 0 

時間分／月 0  0  0 0 0 0 

 

（２）短期入所 

①短期入所の概要 

サービス名 サービスの概要 

短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、

入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 
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②短期入所見込量 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

短期入所 

身体 

人分／月 12  12     14 16 17 18 

人日分／月 133  99  133 167 177 188 

知的 

人分／月 33  37  39 41 43 45 

人日分／月 275  359  379 398 417 437 

障害児 

人分／月 0  1  1 1 1 1 

人日分／月 0  6  6 6 6 6 

精神 

人分／月 3  2  3 3 4 4 

人日分／月 12  6  9 11 14 14 

合計 

人分／月 48  52  57 61 65 68 

人日分／月 420  470  527 582 614 645 

 

（３）日中活動系サービス 

①日中活動系サービスの概要 

サービス名 サービスの概要 

生活介護 

障害者支援施設等の施設で日中に入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生

活活動の機会提供を行います。 

自立訓練 

機能訓練は、地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、身体的

リハビリテーション、日常生活に係る訓練などの支援を行います。 

生活訓練は、地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生

活能力の向上を図り、サービス提供事業者との連絡調整を行うなどの支援を行いま

す。 

就労移行支援 

一般企業の雇用に向けた移行支援で、就労に必要な知識・能力の向上を図るため

の訓練や、職場実習などの訓練を行います。 

就労継続支援 

A 型 

事業者と雇用関係を結び、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識や能力の

向上のために必要な訓練などを行います。 

就労継続支援 

B 型 

事業者と雇用関係を結ばず、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識や能力の

向上のために必要な訓練などを行います。 

就労定着支援 

就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した人に、就労に伴う生活面の課題

に対応できるよう支援します。 

療養介護 

医療を必要とする障害のある人で常に介護が必要な人に対して、昼間に病院で機能

訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。 
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②日中活動系サービス見込量 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

生活介護 

身体 

人分／月 56  56     63 70 75 79 

人日分／月 986  1,039  1,169 1,299 1,392 1,466 

知的 

人分／月 143  144  154 163 171 178 

人日分／月 2,926  2,929  3,152 3,375 3,541 3,686 

精神 

人分／月 3  3  4 4 4 4 

人日分／月 35  39  46 52 52 52 

合計 

人分／月 202  203  221 237 250 261 

人日分／月 3,947  4,007  4,367 4,726 4,985 5,204 

自立訓練 

（機能・生活） 

身体 

人分／月 1  1     1 1 1 1 

人日分／月 17  20  20 20 20 20 

知的 

人分／月 4  4  5 5 5 5 

人日分／月 69  91  103 114 114 114 

精神 

人分／月 6  6  7 7 7 8 

人日分／月 102  87  108 128 128 146 

合計 

人分／月 11  11  13 13 13 14 

人日分／月 188  198  231 262 262 280 

就労移行支援 

身体 

人分／月 1  1     2 2 2 2 

人日分／月 17  24  36 48 48 48 

知的 

人分／月 14  15  16 17 17 18 

人日分／月 268  282  302 321 321 340 

精神 

人分／月 14  17  18 19 20 22 

人日分／月 241  294  312 329 346 380 

合計 

人分／月 29  33  36 38 39 42 

人日分／月 526  600  650 698 715 768 

就労継続支援 

（Ａ型） 

身体 

人分／月 9  9     10 11 12 12 

人日分／月 153  158  177 195 213 213 

知的 

人分／月 15  14  15 16 17 17 

人日分／月 281  269  288 307 327 327 

精神 

人分／月 27  23  28 33 35 38 

人日分／月 438  366  450 534 566 615 

合計 

人分／月 51  46  53 60 64 67 

人日分／月 872  793  63 1,036 1,106 1,155 
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実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

身体 

人分／月 19  23     26 28 30 32 

人日分／月 344  445  494 542 580 619 

知的 

人分／月 133  143  151 158 166 173 

人日分／月 2,602  2,793  2,940 3,086 3,242 3,379 

精神 

人分／月 72  95  101 107 115 122 

人日分／月 1,073  1,482  1,576 1,669 1,794 1,903 

合計 

人分／月 224  261  278 293 311 327 

人日分／月 4,019  4,720  5,010 5,297 5,616 5,901 

就労定着支援 

身体 人分／月 0  0  0 0 0 0 

知的 人分／月 0  1  1 1 1 1 

精神 人分／月 0  1  1 1 1 1 

合計 人分／月 0  2  2 2 2 2 

療養介護 

身体 人分／月 14 14 15 15 15 15 

合計 人分／月 14 14 15 15 15 15 

 

（４）居住系サービス 

①居住系サービスの概要 

サービス名 サービスの概要 

共同生活援助 

障害のある人が共同生活をしている住居において、主に夜間に相談や日常生

活上の援助を行います。 

施設入所支援 

施設に入所している人に、主に夜間に入浴・排せつ・食事などの介護を行いま

す。 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの移行を希望する知的

障害や精神障害のある人等について、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪

問や随時の対応により、障害のある人の理解力、生活力等を補う支援を行い

ます。 

    

②居住系サービス見込量 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

共同生活援助 

身体 人分／月 4  6     8 10 12 12 

知的 人分／月 63  71  79 86 91 98 

精神 人分／月 25  28  31 33 35 37 

合計 人分／月 92  105  117 129 138 147 
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実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

施設入所支援 

身体 人分／月 19  19     19 18 18 18 

知的 人分／月 46  46  47 47 47 46 

精神 人分／月 1  0  0 0 0 0 

合計 人分／月 66  65  66 65 65 64 

自立生活援助 

身体 人分／月 0  0  0  0 0 0 

知的 人分／月 0  0  0  1 1 1 

精神 人分／月 0  0  0  1 1 1 

合計 人分／月 0  0  0  2 2 2 

 

 

（５）相談支援 

①相談支援の概要 

サービス名 サービスの概要 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用する人の心身の状況や環境、サービス利用の意向などを踏ま

え、最も適切なサービスの組みあわせを検討し、サービス等利用計画を作成します。 

地域移行支援 

病院や施設から地域生活に移行する人を対象に、住居の確保などの活動を支援しま

す。 

地域定着支援 

地域生活に移行した人が安定した生活を送れるよう、緊急事態の相談などに対応しま

す。 

 

②相談支援見込量 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

計画相談支援 

身体 人分／月 31  30     33 36 39 41 

知的 人分／月 85  88  93 98 102 107 

障害児 人分／月 1  0  1 1 1 1 

精神 人分／月 52  60  64 68 72 77 

合計 人分／月 169  178  191 203 214 226 

地域移行支援 

身体 人分／月 0  0     0 0 0 0 

知的 人分／月 0  0  0 0 0 0 

精神 人分／月 0  0  0 1 1 1 

合計 人分／月 0  0  0 1 1 1 

地域定着支援 

身体 人分／月 0  0     0 0 0 0 

知的 人分／月 0  0  0 0 0 0 

精神 人分／月 0  0  0 1 1 1 

合計 人分／月 0  0  0 1 1 1 
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（６）発達障害者等に対する支援 

発達障害者等に対する支援についての取組に関する活動指標の⾒込量を、以下の通り設
定します。 
 

 

見込量 

R3 R4 R5 

ペアレント・トレーニングやペア

レントプログラム等の支援プログ

ラム等の受講者数 

人／年 0 0 0 

ペアレントメンターの人数 人 0 0 0 

ピアサポートの活動への参加人数 人／年 0 0 0 

 

 

（７）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組に関する活動指標の⾒
込量を、以下の通り設定します。 
 

 

見込量 

R3 R4 R5 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場の開催回数 

回／年 1 2 3 

保健、医療及び福祉関

係者による協議の場

への関係者の参加者

数 

保健 人／年 3 3 3 

医療 人／年 3 3 3 

福祉 人／年 3 3 3 

介護 人／年 1 1 1 

当事者 人／年 0 0 0 

家族 人／年 0 0 0 

その他 人／年 0 0 0 

合計 人／年 10 10 10 

評価の実施回数 回／年 1 1 1 
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（８）相談支援体制の充実・強化のための取組 

相談⽀援体制の充実・強化のための取組に関する活動指標の⾒込量を、以下の通り設定
します。 
 

 

見込量 

R3 R4 R5 

基幹相談支援センターの有無 有無 有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する訪

問等による専門的な助言・指導 

回／年 40 45 50 

地域の相談支援事業者の人材育成

の支援 

回／年 1 1 1 

地域の相談機関との連携強化の取

組 

回／年 4 4 4 

 

 

（９）障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

障害福祉サービスの質を向上させるための取組に関する活動指標の⾒込量を、以下の通
り設定します。 
 

 

見込量 

R3 R4 R5 

障害福祉サービス等に係る各種研

修 

人／年 3 3 3 

障害者自立支援審査支払等システ

ムによる審査結果 

有無 無 有 有 

回／年 1 1 1 

障害福祉サービス事業所等に対す

る指導監査の結果の共有 

有無 有 有 有 

回／年 1 1 1 
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３ 地域生活支援事業の実施に関する事項 

 

（１）必須事業 

①必須事業の概要 

事業名 事業の概要 

理解促進研修・啓発事業 

障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を

除去するため、障害への理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住

民への働きかけを強化する事業です。 

自発的活動支援事業 

障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障

害のある人やその家族、地域住民などによる地域における自発的な取組

を支援する事業です。 

障害者相談支援事業 

障害のある人やその家族等からの相談や必要な情報の提供等を行うとと

もに、虐待防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整や障害

のある人たちの権利擁護のために必要な援助を行います。 

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、一般的な相談支援事業

に加え、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的な職員を配置し、相

談支援機能の強化を図ります。 

住宅入居支援事業 

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居に

あたって、保証人がいないなどの理由により入居が困難で支援が必要な障

害のある人について、入居に必要な調整に関する支援や、家主等への相

談・助言などを行い、障害のある人の地域生活の支援を行います。 

成年後見制度 

利用支援事業 

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と

認められる知的障害や精神障害のある人に対して、成年後見制度の利

用を支援します。 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

成年後見制度における後見の業務を適正に行うことができる法人を確保

できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の

活動を支援します。 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語・音声機能等の障害のため意思の伝達に支援が必要な方に

ついて、手話通訳者や要約筆記者の派遣、手話通訳者の配置、手話奉

仕員の養成を行います。 

日常生活用具給付等事業 

日常生活を営むのに支障のある重度の障害のある人に対し、日常生活

上の便宜を図るための用具等を給付します。 
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事業名 事業の概要 

手話奉仕員養成研修事業 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙や手話表現技術の修得者

を養成し、意思疎通を図ることに支障がある人の自立した日常生活や社

会生活を営むことができるよう、支援します。 

移動支援事業 

障害のある人が円滑に外出することができるよう、移動支援を実施し、地

域における自立した生活や余暇活動等への社会参加を促進します。 

地域活動支援センター事業 

地域活動支援センターにおいて、障害のある人に創作的活動または生産

活動等の機会を提供し、地域生活支援の促進を図ります。 

 

②必須事業見込量 

 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

理解促進事業・啓発事業 有無 有 無 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 有無 有 有 有 有 有 有 

相談支援 

事業 

障害者相談支援事業 か所 1 1 5 5 5 5 

基幹相談支援センター 有無 有 有 有 有 有 有 

基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業 

有無 有 有 有 有 有 有 

住宅入居支援事業 有無 無 無 無 無 無 無 

成年後見制度利用支援事業 人分/年 1 1 3 6 7 8 

成年後見制度法人後見支援事業 有無 有 有 有 有 有 有 

意思疎通 

支援事業 

手話通訳者派遣事業 

件/年 314 927 314 314 314 314 

時間/年 802 1,052 900 959 959 959 

要約筆記者派遣事業 

件/年 7 6 7 7 7 7 

時間/年 40 2 36 36 36 36 

手話通訳者設置事業 人分/年 1 1 1 1 1 1 

日常生活 

用具給付 

等事業 

介護・訓練支援用具 件/年 11 10 10 10 10 10 

自立生活支援用具 件/年 33 36 36 36 36 36 

在宅療養等支援用具 件/年 13 22 22 22 22 22 

情報・意思疎通支援用具 件/年 8 33 33 33 33 33 

排泄管理支援用具 件/年 2,394 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 

居宅生活動作用具 件/年 3 7 7 7 7 7 

合計 件/年 2,462 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 

手話奉仕員養成研修事業 人分/年 18 10 0 14 16 18 
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実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

移動支援事業 

身体 

人分/年 72 73 73 73 73 73 

時間分/年 8,266 8,344 8,728 9,112 9,112 9,112 

知的 

人分/年 167 168 178 187 195 202 

時間分/年 28,183 26,7484 28,504 30,259 31,554 32,686 

障害児 

人分/年 17 24 26 28 30 31 

時間分/年 3,077 3,097 3,866 4,635 4,966 5,131 

精神 

人分/年 56 64 69 73 77 81 

時間分/年 4,233 5,036 5,390 5,744 6,059 6,374 

合計 

人分/年 312 329 346 361 375 387 

時間分/年 43,759 43,255 46,488 49,750 51,691 53,303 

地域活動支援センター 

事業 

Ⅰ型 

か所 1 1 1 1 1 1 

人分/年 111 119 120 120 120 120 
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（２）任意事業 

①任意事業の概要 

事業名 事業の概要 

訪問入浴サービス 

在宅の重度身体障害者に、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を

図ることを目的とし、登録事業者が移動入浴車でご家庭に訪問し、入浴

の援助を行います。平成29年4月より開始。 

日中一時支援 

日中における活動の場の確保及び、親の就労支援や家族の一時的な

休息等を支援します。 

社会参加支援 

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害のある人の体力増進や交流

を図ります。 

障害者虐待防止対策支援 

障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、その後の障害のある

人及び養護者への適切な支援を行うため、障害者虐待防止に対する啓

発普及、関係機関の協力体制の整備や支援体制の強化を図ります。 

 

②任意事業見込量 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

日常生活支援 

訪問入浴サービス 人回/年 244 193 204 214 224 235 

日中一時支援 人回/年 2,296 2,625 2,756 2,893 3,037 3,188 

社会参加支援 

スポーツ・レクリエー

ション教室開催等 

回数/年 114 114 114 84 84 84 

点字・声の広報等発行 回数/年 26 24 24 24 24 24 

奉仕員養成研修 人分/年 2 2 2 2 3 4 

権利擁護支援 障害者虐待防止対策支援 有無 有 有 有 有 有 有 
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第６章 第２期障害児福祉計画 

 障害児福祉計画は、障害児通所支援及び相談支援等について、乳幼児期から学校卒業まで
⼀貫した効果的な⽀援を提供するための体制確保が総合的かつ計画的に⾏えるよう、国や府
の定める基本指針に基づく成果目標、具体的なサービスの⾒込量について定めるものです。 
 

１ 成果目標 

令和５（2023）年度を目標年度とする障害児福祉計画において、必要な障害児通所⽀援等
の提供体制の確保に係る目標として、以下の通りに成果目標を設定します。 
 

成果目標１  重層的な地域支援体制の構築をめざすための児童発達

支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

 

国の 

基本指針 

●児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置する 

●すべての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する 

 

府の 

考え方 

●国の基本指針に沿った目標設定とする 

●児童発達支援センターにおいて保育所等訪問支援の利用に向けた体制を構築する 

 

 

目標設定の考え方 
国の基本指針及び⼤阪府の考え⽅は、令和５（2023）年度末までに各市町村に少なくと

も１か所以上の児童発達支援センターを設置すること、また、すべての市町村において保
育所等訪問⽀援を利⽤できる体制を構築することを基本としています。 
本市では、令和 2（2020）年 4 月に児童発達支援センターを設置し、また、児童発達支
援センターにおいて保育所等訪問⽀援を利⽤できる体制を整備したことにより目標は達成
していますが、今後は、児童発達支援センターを障害児支援の中核的な施設として、重層
的な地域支援体制を構築します。 

 

項目 目標値 

児童発達支援センターの設置 設置済 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築（体制の有無） 有 
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成果目標２  主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所の確保 

 
 

国の 

基本指針 

●主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス

事業所を各市町村または各圏域に少なくとも１か所以上確保する 

 

府の 

考え方 

●国の基本指針に沿った目標設定とし、各市町村の重症心身障害児数に応じて、主

に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事

業所を設置することを基本とする 

 

 

目標設定の考え方 
大阪府では、府内の重症心身障害児数約 2,400 人を児童発達支援事業所及び放課後等デ
イサービス事業所の平均的な登録児童数で除した箇所数を参考にして、目標を設定するこ
とを基本的な考え方で示しています。本市においても、府の目標値を重症心身障害児数で
按分して目標を設定します。 

 

○令和５（2023）年度末時点の目標値 
項目 R1 年度実績 目標値 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 ３か所 ３か所 

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 １か所 １か所 

 

 

 

 

成果目標３  医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

及びコーディネーターの配置 
 

 

国の 

基本指針 

●保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場

を設置する 

●医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する 

 

府の 

考え方 

●国の基本指針に沿った目標設定とする 

●医療的ケア児等コーディネーターを地域の実情に応じて福祉関係１名、医療関係１

名を配置する 
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目標設定の考え方 
国の基本指針及び⼤阪府の考え⽅は、令和５（2023）年度末までに医療的ケア児が適切
な⽀援を受けられるように、各市町村において保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関
係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本としています。 

本市では、平成 29（2017）年度から保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関
等で構成する「要保護児童対策地域協議会」を協議の場として位置付け、また、医療的ケ
ア児等コーディネーターとして福祉関係 1名を配置しています。 
今後は、更に医療関係 1 名を配置することにより、医療的ケアが必要な障害児が地域で
適切な⽀援を受けられるよう協議を進めます。 

 

○令和５（2023）年度末時点の目標値 
項目 目標値 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 設置済 

医療的ケア児等コーディネーターについて、少なくとも福祉関係１名、医療関係１

名を配置 

福祉関係１名 

医療関係１名 
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２ 障害児福祉サービスの見込量 

（１）障害児支援 

①障害児支援の概要 

サービス名 サービスの概要 

児童発達支援 

障害のある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活の適応訓練などを行います。 

医療型児童発達支援 障害のある児童を対象に、児童発達支援に加え、治療を行います。 

放課後等デイサービス 

在学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇

中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、障害

のある児童の放課後等の居場所を提供します。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障害のある児童、又は今後利用する予定

の障害のある児童が、保育所等における集団生活の適応のための専

門的な支援を必要とする場合、その本人や当該施設のスタッフに対

し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を

行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障害児などの重度の障害があり、障害児通所支援を受け

るために外出することが著しく困難な児童に、居宅を訪問して日常生

活における動作指導、知識技能訓練などを行います。 

障害児相談支援 

サービスを利用する障害のある子どもに、障害児支援利用計画案を

作成するとともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリ

ングを行います。 

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネーター 

医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができ

るよう、関連分野の支援を調整します。 

 

  



 

124 

 

②障害児支援の見込量 

 

実績値 実績見込 サービス見込量 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

児童発達支援 

人分/月 75 76    87 98 104 111 

人日分/月 741 785 899 1,012 1,074 1,147 

医療型児童発達支援 

人分/月 0 0 0 0 0 0 

人日分/月 0 0 0 0 0 0 

放課後等デイサービス 

人分/月 254 295 325 354 377 401 

人日分/月 2,458 2,628 2,984 3,340 3,557 3,784 

保育所等訪問支援 

人分/月 4 7 8 9 10 11 

回/月 6 10 11 12 13 14 

居宅訪問型児童発達支援 

人分/月 0 0 0 0 0 0 

回/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人分/月 32 31 34 37 40 42 

医療的ケア児に対する関連分野の 

支援を調整するコーディネーター 

の配置人数 

人分 - 1 1 1 1 2 
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３ 子ども・子育て支援事業計画との連携 

 障害の有無にかかわらず、⼦どもたちが共に成⻑できるよう、障害のある⼦どもにかかる
⼦ども・⼦育て⽀援等の利⽤ニーズの把握及びその提供体制の整備に努める必要があります。
そのため、障害児福祉計画は、幼児教育・保育や地域子ども・子育て支援事業について定め
る「泉佐野市子ども・子育て支援事業計画」との調和を保ち、子育て支援施策との緊密な連
携を図ることが求められています。ここでは、子ども・子育て支援事業計画における主な事
業について、障害のある⼦どもの利⽤ニーズの⾒込量を⽰します。 
 

（１）教育・保育 

①就学前教育・保育における障害児の利用見込み 

≪認定区分と提供施設≫ 

認定区分 提供施設 

１号 ３～５歳、幼児期の学校教育のみ 幼稚園、認定こども園 

２号 ３～５歳、保育の必要性あり  

保育園、認定こども園 

３号 ０～２歳、保育の必要性あり  

 

≪教育・保育の量の見込み≫ 

 

見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

幼稚園・認定こども園 １号 18 18 18 

保育園・認定こども園 ２号・３号 104 103 102 

計 122 121 120 

※「泉佐野市子ども・子育て支援事業計画」は、今後の見直しにより、数値が変更される可能性があります。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

①地域子ども・子育て支援事業の概要 

事業名 事業の概要 

時間外保育事業 

（延長保育事業） 

保護者が仕事等の都合により、通常の保育時間を超えて認定こども園・保

育園で児童を預かってほしい場合に時間を延長して保育を行う事業です。 

放課後児童健全育成事業

（留守家庭児童会） 

保護者が昼間、就労等により不在になっているのが常態である児童に対し

て、適切な遊び場及び生活の場を提供する事業です。 

一時預かり事業 

保護者の急用や病気等の際に、緊急的保育サービスとして一時的に児童を

認定こども園・保育園で預かる事業です。 

幼稚園在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）と、私立認定こども園・

保育園で実施している一時預かり事業（一時保育）、ＮＰＯ法人

※

に事業委

託しているファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）が

あります。 

病児・病後児保育事業 

病気または、病気回復期にあるため集団保育が困難な児童を保育園・医療

機関等に併設された専用室で預かり、保護者の子育てと就労等の両立を支

援する事業です。 

地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援センターにおいて、子育て家庭に対する講座の開催や情報

の提供、育児相談（電話・来所相談）等を行うとともに、子育てサークルへの

支援等各種支援を行う事業です。 

ファミリー・サポート・センター 

事業（就学児のみ） 

「育児の援助を希望する人」（利用会員）と「育児の支援を行える人」（提供

会員）が会員登録し、お互いに助けあう相互援助組織です。 

妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持増進を図り、安全・安心な妊娠、出産に資するために適

切な健診を行う事業です。 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 

助産師・保健師等が乳児のいる家庭を全戸訪問し、様々な不安や悩みを

聞き、子育て支援の情報を提供することにより適切なサービスの利用等につ

なげる事業です。 

養育支援訪問事業 

養育支援の必要性のある家庭に対し、専門的知識及び経験を有する者が

訪問し、育児支援に関する相談、指導、助言等を行います。 

利用者支援 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用情報を集約し、子ども

や保護者からの相談に応じ、必要な情報提供・助言をするとともに、関係機

関との連絡調整等を行う事業です。 
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②地域子ども・子育て支援事業における障害児の利用見込量 

事業名 

見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

時間外保育事業（延長保育事業） 67 66 65 

放課後児童健全育成事業 

（留守家庭児童会） 

低学年 17 17 17 

高学年 4 4 4 

一時預かり事業（幼稚園在園児対象型） 858 840 832 

一時預かり事業（幼稚園在園児対象型除く） 82 81 81 

病児・病後児保育事業 3 3 3 

地域子育て支援拠点事業 270 268 264 

ファミリー・サポート・センター事業 

（就学児のみ） 

8 8 8 

妊婦健康診査事業 － － － 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
－ － － 

養育支援訪問事業 1 1 1 

利用者支援 － － － 

子ども・子育て支援事業を利用する障害児数 380 380 380 

※「泉佐野市子ども・子育て支援事業計画」は、今後の見直しにより、数値が変更される可能性があります。 

※（－）表示の事業（妊婦健康診査事業、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、利用者支援事

業）は、利用見込量算出の対象外事業とします。 
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資料編 

１ いずみさの あいあいプラン（第３次障害者計画・第

４期障害福祉計画 中間見直し）に係る進捗状況 

（１）第３次障害者計画の成果目標の進捗状況 

「達成状況」について 

達 成：令和２年度目標に達しているもの 

改 善：令和２年度目標には達していないものの、平成 29年の実績から 

改善のみられるもの 

未達成：平成 29年の実績から改善がみられず、目標に達していないもの 

 
 
分野 1 相談支援・ネットワークの構築 

成果目標 1 

現状値 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①相談支援体制についての当

事者の満足度 

63％ 60％ 達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 54⑤ 

普通＋やや満足＋満足 

   
分野２ 差別の解消及び権利擁護の推進 

成果目標２ 

現状値 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①日常生活において、障害があ

るために差別や偏見を感じる

ことがないという当事者の割合 

51％ 60％ 改善 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 45  

ほとんど感じない＋まったく 

感じない 

②権利擁護支援体制について

の当事者の満足度 

67％ 65％ 達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 54⑥ 

普通＋やや満足＋満足 

③直近の１年間に、障害のある

人と一緒に活動したことがある

市民の割合 

32％ 30％ 達成 

Ｒ１年地域福祉計画市民アン

ケート 
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分野３ 余暇活動・生涯学習活動 

成果目標３ 

現状値 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①スポーツ・サークル・文化活動

の推進施策についての当事

者の満足度 

63％ 60％ 達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 54③ 

普通＋やや満足＋満足 

②障害のある子どもの図書館の

利用率 

31％ 50％ 未達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳未満） 

問 15① 日常＋時々 

③障害のある子どもの体育館の

利用率 

7％ 20％ 未達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳未満） 

問 15② 日常＋時々 

 
 
分野４ 療育・教育 

成果目標４ 

現状値 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①障害の特性に応じた保育所・

幼稚園での保育内容・小・中

学校での教育内容についての

満足度 

67％ 75％ 未達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳未満） 

問 44②  

普通＋やや満足＋満足 

②通っている学校生活での問題

点について「特にない」と答え

た割合 

43％ 35％ 達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳未満） 

問 22 

③休日や放課後等の主な過ご

し方について「特にない」と答

えた割合 

5％ 3％ 未達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳未満） 

問 14 

④児童発達支援センター設置

の有無 

有 有 達成 令和２年４月設置済 

⑤保育所等訪問支援を利用で

きる体制の有無 

有 有 達成 

令和２年４月設置の児童発

達支援センターにおいて実施 

 
 
分野５ 雇用・就労支援 

成果目標５ 

現状 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①就労支援体制への当事者の

満足度 

61％ 60％ 達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 54① 

普通＋やや満足＋満足 

②福祉施設からの一般就労者

数 

19 人 14 人 達成 国・府の指針等により設定 

③就労移行支援事業の利用

者数 

33 人 27 人 達成 国・府の指針等により設定 

④就労移行支援事業所ごとの

就労移行率の増加 

66％ ５割以上 達成 国・府の指針等により設定 

⑤就労継続支援（Ｂ型）事業

所における平均工賃額 

16,226 円 15,500 円 達成 国・府の指針等により設定 

⑥就労定着支援による支援開

始１年後の職場定着率 

事業所 

なし 

８割以上 未達成 国・府の指針等により設定 

※②～⑥の現状値は令和元年度または令和元年度末の値。  
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分野６ 生活支援 

成果目標６ 

現状値 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①保健・医療・福祉サービスにつ

いての当事者の満足度 

62％ 60％ 達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 54④ 

普通＋やや満足＋満足 

②保健・医療・福祉関係者によ

る精神障害者の地域移行等

に関する協議の場の設置の

有無 

有 有 達成 国・府の指針等により設定 

③医療的ケア児支援のための

関係機関の協議の場の設置

の有無 

有 有 達成 国・府の指針等により設定 

④主に重症心身障害児を支援

する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業

所の整備 

有 有 達成 国・府の指針等により設定 

⑤地域生活移行者の増加数 １人 ６人 未達成 国・府の指針等により設定 

⑥施設入所者の削減数 ０人 １人 改善 国・府の指針等により設定 

⑦地域生活支援拠点等整備

の有無 

無 有 未達成 国・府の指針等により設定 

※⑤～⑥の現状値は令和元年度または平成 29 年度末から令和元年度末までの値。 
   
分野７ 生活環境 

成果目標７ 

現状値 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①道路、公園、緑地、公共建

築物などのバリアフリー・ユニバ

ーサルデザイン化の推進につ

いての当事者の満足度 

56％ 60％ 改善 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 54⑦ 

普通＋やや満足＋満足 

②「ユニバーサルデザイン」を知っ

ている市民の割合 

52％ 70％ 未達成 

Ｒ１年地域福祉計画市民アン

ケート 

   
分野８ 安全・安心 

成果目標８ 

現状値 目標値 

達成状況 出典 

Ｒ２年度 Ｒ２年度 

①防災・防犯対策の充実につい

ての当事者の満足度 

58％ 55％ 達成 

Ｒ２年ニーズ調査（18歳以上） 

問 54⑧ 

普通＋やや満足＋満足 
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（２）第５期障害福祉計画の成果目標の進捗状況 

成果目標１ 施設入所者の地域生活への移行 

項目 現状 目標 目標値の考え方 

令和２（2020）年度までの施設入

所者の地域生活への移行者数 

１人 6 人 

Ｈ28 年度末時点の施設入所者数の９％以

上に設定 

67 人×９％＝６人 

令和２（2020）年度末時点の施

設入所者数 

67 人 66 人 

Ｈ28 年度末時点の施設入所者数から２％

以上削減する 

67 人×98％＝66 人 

施設入所者の削減見込み 0 人 1 人 

令和２（2020）年度末までに減少させる数 

67 人－66 人＝１人 

※現状値は令和元年度末時点（以下同様） 

 

 

成果目標２ 障害のある人の地域生活の支援 

項目 現状 目標 目標値の考え方 

保健・医療・福祉関係者による

協議の場 

設置 設置 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ムを構築するため、保健・医療・福祉関係者

による協議の場を設置 

 

 

成果目標３ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 現状 目標 目標値の考え方 

地域生活支援拠点等の整備 未整備 整備 

入所施設や病院からの地域移行の促進、重

度障害にも対応することができる専門的人材

の育成・確保、緊急時における受入れ体制

の整備等の機能を備えた地域生活支援拠

点等について、令和２（2020）年度までに整

備することを目標とする。 

 

 

成果目標４ 福祉施設から一般就労への移行等 

項目 現状 目標 目標値の考え方 

福祉施設から一般就労への移行

者数 

19 人 14 人 

大阪府全体の目標値 1,700 人を各市町村

ごとに按分した数値 

就労移行支援事業の利用者数 33 人 27 人 

平成 28（2016）年度実績から２割以上増加

させる 

22 人×1.2≒27 人 

就労移行率３割以上の就労移

行支援事業所の割合 

66％ 

５割 

以上 

国・府の基本指針に沿って設定 

就労定着支援１年後定着率 ― 

８割 

以上 

国・府の基本指針に沿って設定 

 



 

133 

 

成果目標５ 就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額 

項目 現状 目標 目標値の考え方 

令和２年度中の就労継続支援

（Ｂ型）事業等の平均工賃額 

16,226

円 

15,500

円 

本市の就労継続支援（Ｂ型）事業所におけ

る工賃の平均額は平成 28（2016）年度で

15,323 円となっており、府の示す目標値を上

回っていたため、平成 32（2020）年度の目標

については、本市の現状値を基準として目標

値を設定。 
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２ 泉佐野市障害者施策推進協議会条例 

平成18年3月29日 
泉佐野市条例第5号 

 
(設置) 

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、泉佐野市障害者
施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

 
(組織) 

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市⻑が任命する。 
(1) 学識経験を有する者 
(2) 障害者団体の代表者 
(3) 保健医療福祉施設等の代表者 
(4) 公募した市⺠ 

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補⽋の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
(会⻑及び副会⻑) 

第3条 協議会に会⻑及び副会⻑を置き、委員の互選によってこれらを定める。 
2 会⻑は、協議会を代表し、会務を総理する。 
3 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるときは、その職務を代理する。 
 
(会議) 

第4条 協議会の会議は、会⻑が招集し、会⻑がその議⻑となる。 
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⻑の決するところ

による。 
 
(報酬及び費用弁償) 

第5条 委員に⽀給する報酬及び費⽤弁償については、別に条例で定める。 
 
(委任) 

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

附 則 
この条例は、平成18年4月1⽇から施⾏する。 
附 則(平成23年12月22⽇泉佐野市条例第33号) 

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法
律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施⾏の⽇から施⾏する。 
附 則(平成26年12月19⽇泉佐野市条例第24号) 

この条例は、平成27年4月1⽇から施⾏する。 
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３ 泉佐野市障害者施策推進協議会委員名簿 

※順不同・敬称略 
区 分 所 属・役 職 氏 名 備 考 

学識経験者 大阪大谷大学教育学部教育学科 教授 小田  浩伸 令和２年度〜 

障害者団体
の代表者 

泉佐野市身体障害者福祉会 会⻑ 東 谷  寛治  

泉佐野障害児（者）を守る会 会⻑ 坂本  満⾥  

三枝会家族会 会⻑ 川島  岩夫  

保健医療福
祉施設等の
代表者 

社会福祉法人 泉佐野市社会福祉協議会 
会⻑ 麻生川 敏⾏   

泉佐野市⺠⽣委員児童委員協議会 副会⻑ 宮内  良平  

一般社団法人 泉佐野泉南医師会 貴志  素子  

公益社団法人 泉佐野市人権協会 理事⻑ 中藤  ⾠洋  

社会福祉法人 光会 
障害者支援施設 光園 施設⻑ 谷口  貴彦  

社会福祉法人 いちょうの森 理事⻑ 溝 端  節  

社会福祉法人 常茂恵会 理事⻑ 中⻄  常泰  

公募委員 

公募委員 野口  登代  

公募委員 浦上  博子  

公募委員 奥  尚 子  

公募委員 川合  裕人  

任期︓平成 30（2018）年 5 月 1⽇から令和３（2021）年 4 月 30 日まで 
  



 

136 

 

４ 泉佐野市・田尻町自立支援協議会共同設置要綱 

（設置） 
第１条 泉佐野市及び田尻町（以下「関係市町」という。）は、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に⽀援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 89 条の 3 第１項の規定
に基づき、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）への支援の体制の整備を図るた
め、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）第
17条第１項に基づき、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏ま
えた障害を理由とする差別を解消するための取組を効率的かつ円滑に⾏うため、泉佐野
市・⽥尻町⾃⽴⽀援協議会（以下「協議会」という。）を共同して設置する。 

 
（協議事項） 
第２条 協議会は、次の事項について協議を⾏う。 
（１）地域における障害者等への支援体制に係る課題の共有に関すること。 
（２）地域における相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等の把握に関すること。 
（３）地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等に関すること。 
（４）地域における相談支援従事者の質の向上を図るための取組に関すること。 
（５）個別事例への⽀援のあり⽅及び調整に関すること。 
（６）地域における課題等について大阪府協議会への必要に応じた報告に関すること。 
（７）関係市町から障害者相談支援事業の委託を受ける事業者が作成する事業運営等の評価

に関すること。 
（８）基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置に係る協議、事業実績の検証に

関すること。 
（９）障害者虐待の未然の防⽌、早期発⾒・早期対応に向けた体制構築に関すること。 
（10）障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言に関すること。 
（11）専門部会等の設置・運営に関すること。 
（12）障害を理由とする差別に係る事案の情報共有に関すること。 
（13）障害を理由とする差別に係る相談に関すること。 
（14）障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。 
（15）その他協議会において必要があると認める事項に関すること。 
 
（組織） 
第３条 協議会に全体会及び定例会を設置する。 
２ 協議会には必要に応じて専門部会を設置することができる。 
 
（委員） 
第４条 協議会の委員は 50⼈以内とし、学識経験者、相談⽀援事業者、保健・医療関係者、
教育・雇⽤関係機関、障害者団体及び関係⾏政機関等の中から関係市町が協議により選出
し、委員への就任を承諾した者とする。 
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２ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 
３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（会⻑及び副会⻑） 
第５条 協議会に会⻑及び副会⻑を置く。 
２ 会⻑及び副会⻑は委員の互選により定め、会⻑は会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき⼜は会⻑が⽋けたときは、その職務を
代理する。 

４ 定例会に定例会会⻑、定例会副会⻑を、⼜専門部会を設置した場合には部会⻑、副部会
⻑を置く。 
５ 全体会は、会⻑が召集し、会⻑がその議⻑となる。定例会は定例会会⻑が召集し、定例
会会⻑がその議⻑となる。専門部会は、部会⻑が召集し、部会⻑がその議⻑となる。 

 
（事務局） 
第６条 この協議会の事務局は、関係市町が協⼒のうえ、泉佐野市が代表して庶務を処理す
るものとする。ただし、協議会の事務の⼀部については、基幹相談⽀援センターが⾏うも
のとする。 

 
（関係者の出席） 
第７条 協議会は、その協議事項の遂⾏に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、
その意⾒⼜は説明を聴くことができる。 

 
（守秘義務） 
第８条 委員及び前条に定める関係者は、会議等で知り得た個⼈情報等を他に漏らしてはい

けない。 
 
（委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、関係市町が協議

して定める。 
 
附 則 

この要綱は、平成 20年 4 月 1⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 21年 10月 1⽇から施⾏し、第４条の改正規定は、平成 21年 4月 1日か
ら適用する。 
この要綱は、平成 24年 4 月 1⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 25年 4 月 1⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 26年 4 月 1⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 27年 6 月 1⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 28年 4 月 1⽇から施⾏する。  
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５ 泉佐野市障害児者施策推進委員会設置要綱 

（目的及び設置） 
第１条 障害者基本法に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づく障害福祉計画（以下「計画」という。）における施策を総合的か
つ効果的に推進することを目的として、庁内各課で構成される、泉佐野市障害児者施策推
進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、検討する。 
（１）計画の策定、推進及び⾒直しに関すること。 
（２）施策の有効性の検証に関すること。 
（３）前号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。 
 
（構成） 
第３条 委員会は、庁内各課の課⻑の職にある者をもって組織する。 
２ 委員会に委員⻑及び副委員⻑を置く。 
３ 委員⻑は会議を招集し、主宰する。第３条第１項の規定にかかわらず、委員⻑は、必要

と認める場合に構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 
４ 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるとき⼜は委員⻑が⽋けたときは、そ
の職務を代理する。 
５ 委員⻑には障害福祉総務課⻑を、副委員⻑には⼦育て⽀援課⻑をもってあてる。 
 
（作業部会） 
第４条 委員会は、特定の事項について作業させるため、作業部会を置くことができる。 
２ 作業部会の所掌事務、構成及び運営方法は、委員会において定める。 
 
（庶務） 
第５条 委員会の庶務は、健康福祉部障害福祉総務課及びこども部子育て支援課が共同して

担当する。 
 
 附 則 
この要綱は、平成 17年 10月 20⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 20年 6 月 10⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 25年 4 月 1⽇から施⾏する。 
この要綱は、平成 26年 6 月 18⽇から施⾏する。 
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６ 「障害」の表記について 

本市では、第２次障害者計画（平成 21（2009）年２⽉）及び第３次障害者計画等（平成
27（2015）年３⽉）を策定する際、障害者施策推進協議会におきまして「障害」の表記につ
いて、どうあるべきか検討いただきました。 
議論の中では、「『障がい』の表記の⽅が⼈道的⽴場から望ましいのではないか」という意
⾒がありましたが、当事者委員からは、「当事者よりも、むしろ周りの⼈の⽅が、『障害者』
という⾔葉を“害のある⼈たち”のイメージで受け⽌めて、表記に敏感になっているように思
う」、「字のイメージで捉えがちだが、あえて『障害』の表記を使うことによって、このよう
な議論が交わされ、問題提起することができる」、「当事者にとっては、この社会での⽣きづ
らさという障害がある」などの意⾒をいただきました。 

また、「『害』ではなく『がい』と表記することによって、大変重要なことを曖昧にしてし
まうのではないか」という意⾒がありました。障害のある⼈は、決して害を及ぼすおそれの
ある⼈なのではなく、社会の中で⽣きて⾏く上で様々な「障害」や困難を抱えている⼈なの
です。つまり、「社会環境の中にこそ様々な障害がある」ということを、「がい」とひらがな
表記することにより曖昧にしてしまうのではないかという理由からです。 
様々な意⾒が交わされましたが、「障害」という⾔葉をどう捉えどう発信していくのかが⼤
切であり、何よりも「当事者の声を尊重していくことが⼀番⼤切である」との視点から、本
市の障害者計画等においては、これまで通り「障害」という表記を使用することが妥当との
結論を障害者施策推進協議会からいただきました。 
その後国の議論を注視していましたが、平成 22 年度に⾏われた議論から進んでおらず、
その後の動向としては、⽇本放送協会における放送⽤語委員会（令和元年 11月 22日第 1441
回）において、13 の障害者（当事者）団体へのアンケートを⾏ったところ、12 団体が「障
害」、2団体が「障がい」の表記を使っているとのことでした。以上のような状況から、本計
画でも引き続き、「障害」という表記を使用しています。 
また、⼈を表す⾔葉としては、「障害のある⼈」と表記し、法律や団体、イベント等の名称

の場合は、「障害者」と表記しています。 
 

資料：国、都道府県、政令指定都市及び府内市町村の「障害」の表記状況 

 「障害」 構成比 「障がい」 構成比 

①国 １ 100％ 0 0％ 

②都道府県（47団体） 31 66％ 16 34％ 

③政令指定都市（20団体） 12 60％ 8 40％ 

④大阪府内市町村（41団体） 

（大阪市・堺市は③に含む） 

20 48.8％ 21 51.2％ 

※②は内閣府ホームページ「『障害』の『がい』の字の表記に係る取扱いについて（平成 26 年度）」を基に作

成。 

※③④は各市町村のホームページ等から調査（令和 3（2021）年 3 月現在） 
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７ 本文中の用語について 

 
【あ】 
◎アクセシビリティ 
施設・設備、サービス、情報、制度等の利⽤のしやすさのこと。 

 
【い】 
◎育成医療 
⾝体に障害のある児童の健全な育成を図るため⾏われる、⽣活能⼒を得るために必要な医
療。以前は児童福祉法に基づく制度であったが、障害者⾃⽴⽀援法（現・障害者総合⽀援法）
の施⾏に伴い、平成 18（2006）年 4⽉から、⾃⽴⽀援医療の⼀種として位置付けられた。 
 
◎一般就労 
企業等との間に雇⽤契約を結び、労働基準法や最低賃⾦法等の労働関係法のもとで賃⾦の

支払を受ける就労形態。障害者就労施設等での福祉的就労との対比で使われる。 
 
◎一般相談支援 

基本相談支援に加え、障害者支援施設や病院等に入所・入院している人への地域生活へ移
⾏するための⽀援。また、居宅において単⾝で⽣活している人等の常時の連絡体制の確保や
緊急時の支援を⾏う。 
 
◎医療的ケア 
⾼齢者や重度の障害のある⼈が受ける介護の中で、医療的な介護⾏為のこと。具体的には、

たん吸引（口腔、気管など）、経管栄養（鼻の管等からの栄養注入）、胃ろう（お腹から胃に
小さな穴を形成し栄養注入）などが該当する。 
 
◎インクルーシブ教育システム 
（inclusive education system 障害者権利条約署名時仮訳︓包容する教育制度） 
障害者権利条約第 24条において、「人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身
体的な能⼒等を可能な最⼤限度まで発達させ、⾃由な社会に効果的に参加することを可能と
するとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み」とされている。 
 
【え】 
◎ＳＮＳ 
Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略称で、個⼈

間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネット
を利⽤したサービスのこと。趣味、職業、居住地域等を同じくする個⼈同⼠のコミュニティ
を容易に構築できる場を提供している。 
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◎ＮＰＯ法人 
「ＮＰＯ」とは、Non-Profit Organization（非営利組織）の略称で、様々な社会貢献活動
を⾏い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称。「ＮＰＯ法⼈」
とは、特定非営利活動促進法に基づき法⼈格を取得した団体。 

 
【お】 
◎⼤阪府障がい者差別解消条例（⼤阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例） 
障害者差別解消法の制定を受け、⼤阪府における障害を理由とする差別（不当な差別的取
扱い及び合理的配慮の府提供）の解消のための相談と解決の仕組みとうについて定めた条例。 
 
◎⼤阪府障がい者等⽤駐⾞区画利⽤証制度 
⼤阪府では、「⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画」と、⾞いす使⽤者以外の移動に配慮が必要な⽅の
ための駐⾞スペース（「ゆずりあい駐⾞区画」）の両⽅を整備する「ダブルスペース」の取組
を進めてきた。 
 平成 26（2014）年 2⽉からの⼤阪府障がい者等⽤駐⾞区画利⽤証制度の導⼊は、ダブル
スペースの整備と併せて、知事が利⽤証を交付することにより、これらの区画に駐⾞できる
対象者を明確にすることで、不適正な駐⾞の更なる抑制をめざすもの。 
 
【か】 
◎介助犬 
肢体不⾃由の⼈の⽇常⽣活を助けるために、特別な訓練を受けた⽝。例えば、物の拾い上
げ、特定の物を⼿元に持ってくる、ドアの開閉、スイッチの操作など肢体不⾃由の⼈が困難
な動作をサポートする。盲導犬、聴導犬と共に、補助犬と呼ばれる。 
 
【き】 
◎基幹相談支援センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関であり、障害のある人の相談支援に関す
る業務を総合的に⾏う。市町村またはその委託を受けた者が設置することができる。本市に
おいては、様々な障害に対応した相談支援のワンストップの総合相談窓口であり、特定相談
⽀援事業所及び⼀般相談⽀援事業所へ適切につなぐスクリーニング機能、特定相談⽀援事業
所及び⼀般相談⽀援事業所では対応が困難な事例への後⽅⽀援機能、障害者虐待防⽌センタ
ー機能、⾃⽴⽀援協議会事務局機能などを併せ持ち、地域の相談⽀援事業者への助⾔及び⼈
材育成の支援及び地域の相談機関との連携強化の取組、特定相談支援事業所の相談支援専門
員が作成したサービス等利⽤計画等の評価などのサービス適正化、障害者⽀援施設や精神科
病院等への地域移⾏に向けた普及啓発及び地域⽣活を⽀えるための体制整備に係るコーディ
ネートなどを⾏う。 
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◎共生型サービス 
高齢者と障害のある人が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害
福祉両⽅の制度に創設されたサービス。対象サービスは、ホームヘルプサービス、デイサー
ビス、ショートステイ等。また、障害福祉サービス事業所等であれば、介護保険サービス事
業所の指定も受けやすくする特例を設ける。（※逆も同様） 
 
◎共同生活援助（グループホーム） 
夜間や休⽇、数⼈の障害のある⼈が共同⽣活を営み、近隣（⼜は同居）の世話⼈により、
⾷事の提供、相談、その他⽇常⽣活指導・援助の提供を⾏う。 
 
◎居宅訪問型児童発達⽀援 
重症⼼⾝障害児など重度の障害があり、障害児通所⽀援を受けるために外出することが著
しく困難な児童に、居宅を訪問して⽇常⽣活における動作指導、知識技能訓練などを⾏うこ
と。 
 
【く】 
◎国の基本指針 
障害者総合⽀援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び⾃⽴⽀援
給付等の円滑な実施を確保することを目的として国から⽰される。障害福祉計画及び障害児
福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成する。 

 
【け】 
◎ケアマネジメント 
要援護者やその家族が持つ複数のニーズと保健・医療・福祉など様々な社会資源とを結び

付け、関係機関等の専門職間の連絡・調整を⾏うこと。 
 
◎計画相談支援 
障害福祉サービス等の申請に係る⽀給決定前に、サービス等利⽤計画案を作成し、⽀給決
定後に、サービス事業者等との連絡調整等を⾏うとともに、サービス等利⽤計画の作成を⾏
う。また、⽀給決定されたサービス等の利⽤状況の検証（モニタリング）を⾏い、サービス
事業者等との連絡調整などを⾏うこと。 

 
◎権利擁護 
⾃⼰の権利や援助のニーズを表明することの困難な⼈に代わって、援助者がその権利やニ
ーズの表明等を⾏うこと。 
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【こ】 
◎高次脳機能障害 
交通事故や病気などによる脳への損傷に基づく後遺症により、記憶、注意、遂⾏機能、社
会的⾏動などの認知機能（⾼次脳機能）に障害が⽣じ、これに起因して⽇常⽣活・社会⽣活
への適応が困難となる状態をさし、器質性精神障害として位置付けられている。 

 
◎更⽣医療 
⾝体障害のある⼈の⾃⽴と社会経済活動への参加の促進を図ることを目的として⾏われる
更⽣のために必要な医療。以前は、⾝体障害者福祉法に基づく制度であったが、平成 18（2006）
年 4 ⽉からは、障害者⾃⽴⽀援法（現・障害者総合⽀援法）の施⾏に伴い、⾃⽴⽀援医療の
一種として位置付けられた。 

 
◎⾏動援護 
⾏動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある⼈が、⾏動する際に⽣じ得る危険を
回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、
⾏動する際に必要な援助を⾏うサービスのこと。 

 
◎合理的配慮 
障害のある⼈から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度の負担にならない
範囲で社会的障壁を取り除くために、状況に応じて⾏われる配慮。筆談や読み上げによる意
思の疎通、⾞いすでの移動の⼿助け、公共施設等のバリアフリー化など。 

 
◎⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

高齢者や障害者等の移動上及び施設の利⽤上の利便性、安全性の向上の促進を図り、公共
の福祉の増進に資することを目的とする法律。従来の交通バリアフリー法とハートビル法を
⼀本化し、旅客施設、特定建築物（学校、病院、劇場、ホテル、⽼⼈ホーム等）、建築物特定
施設（出⼊⼝、廊下、階段、エレベーター、トイレ、敷地内の通路等）などについて、⾼齢
者や障害のある⼈等が移動等を円滑に⾏えるようにするための基準が定められている。「バリ
アフリー新法」とも呼ばれる。 
 
◎コミュニティソーシャルワーカー（CSW） 

地域において、支援を必要とする⼈々の⽣活圏や⼈間関係等環境⾯を重視した援助を⾏う
とともに、地域を基盤とする支援活動を必要とする人に結び付けるなど、要援護者の課題を
解決するために⽀援（コミュニティソーシャルワーク）を⾏う者。 
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【さ】 
◎サービス等利⽤計画 
サービス利⽤者の課題解決や、適切なサービス利⽤を⽀援するために作成するもので、計
画には、利⽤者及びその家族の⽣活に対する意向（希望する⽣活）、解決すべき課題、⽀援目
標、利⽤するサービスなどが記載される。 
 
【し】 
◎支援学級 
学校教育法に基づき小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に置くことができるとさ
れている学級で、⼼⾝に障害のある児童・⽣徒のために、そのニーズに応じた教育を⾏うこ
とを目的とする。法律では「特別⽀援学級」と称され、⼤阪府では「⽀援学級」と呼ばれる。 
 
◎支援学校 
学校教育法に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不⾃由者等に対して、
幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校に準ずる教育を⾏うとともに、障害による学習上⼜は⽣
活上の困難を克服し⾃⽴を図るために必要な知識技能を授けることを目的に設置される学校。
法律では「特別支援学校」と称され、大阪府では「支援学校」と呼ばれる。 
 
◎支援教育コーディネーター 

支援を必要とする児童生徒の教育の推進について、校内での支援体制づくりや関係者・関
係機関との連絡・調整等について、専門的な役割を担う職員。 
 
◎児童発達支援センター 

地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な
知識や技能の付与⼜は集団⽣活への適応のための訓練を⾏う。施設の有する専門機能を活か
し、地域の障害のある子どもやその家族からの相談（障害児相談支援）、障害のある子どもを
預かる施設を訪問しての援助・助⾔（保育所等訪問⽀援）を併せて⾏うなど、地域の中核的
な療育⽀援施設のこと。福祉サービスを⾏う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を⾏
う「医療型」がある。おおむね⼈⼝ 10万人規模に１か所以上が望ましいとされる。 
 
◎市⺠後⾒⼈ 
⾃治体などが⾏う研修により、後⾒活動に必要な法律や福祉の知識、実務対応能⼒を⾝に

付け、後⾒活動を⾏う⼀般市⺠のこと。研修修了者は市町村に登録され、親族等による成年
後⾒が困難な場合などに、市町村からの推薦を受けて家庭裁判所から選任され、本⼈に代わ
り財産の管理や介護サービス契約などの法律⾏為を⾏う。成年後⾒制度の普及に伴い、市⺠
後⾒⼈への⽀援・指導や家庭裁判所、⾃治体との連携体制が⼀層求められている。 
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◎社会的障壁 
 障害のある⼈が⽇常⽣活や社会⽣活を営む上で⽀障となる事柄。社会における事物（通⾏、
利⽤しにくい施設）、制度（利⽤しにくい制度）、慣⾏（障害のある⼈の存在を意識していな
い慣習）、観念（障害のある⼈への偏⾒）など。 
 
◎社会福祉協議会 
社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない⺠間組織。社会福祉法 109

条に位置付けられており、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉に関する活
動への住⺠の参加のための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連
絡、調整及び助成などを⾏うこととされている。 
 
◎住宅セーフティネット法 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律。住宅確保要配慮者（低額
所得者、被災者、高齢者、障害のある人、子どもを育成する家庭等）に対する賃貸住宅の供
給の促進に関し、基本⽅針の策定その他の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進
に関する施策の基本となる事項等を定めることで、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進を図り、国⺠⽣活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的としている。 
 
◎重度障害者等包括⽀援 
常時介護を要する障害のある⼈等、その介護の必要の程度が著しく⾼い⼈などに、居宅介
護などの障害福祉サービスを包括的に提供するもの。 
 
◎重度訪問介護 
重度の肢体不⾃由者⼜は重度の知的障害もしくは精神障害により、⾏動上著しい困難を有
する⼈で常に介護を必要とする⼈に、⾃宅で、⼊浴、排せつ、⾷事の介護、外出時における
移動⽀援などを総合的に⾏うこと。 
 
◎就労移⾏⽀援 
⼀般企業等への就労を希望する⼈に、就労に必要な知識及び能⼒の向上のために必要な訓
練を⾏うこと。 
 
◎就労継続支援 
⼀般企業等での就労が困難な⼈に、働く場を提供するとともに、知識及び能⼒の向上のた
めに必要な訓練を⾏うこと。雇⽤契約を結ぶＡ型と、雇⽤契約を結ばないＢ型がある。 
 
◎就労定着支援 
就労移⾏⽀援などを利⽤して⼀般就労へ移⾏した⼈に、就労に伴う⽣活⾯の課題に対応で

きるよう⽀援を⾏うこと。 
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◎授産製品 
障害者就労施設等において、作業訓練の一環として障害のある人が生産した製品のこと。 

 
◎障害児相談支援 
 障害のある子どもが障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）の給付
決定⼜は給付決定の変更前に、障害児⽀援利⽤計画案を作成し、給付決定⼜は変更後、サー
ビス事業者等との連絡調整の上、障害児⽀援利⽤計画の作成を⾏い、給付決定後、一定期間
ごとにモニタリングを⾏うなどの支援のこと。 
 
◎障害者基本計画 
障害のある⼈の⾃⽴及び社会参加の⽀援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ために策定される、障害者施策に関する基本的な計画。 
 
◎障害者基本法 
障害のある⼈のための施策の基本となる事項を定めた法律。昭和 45（1970）年に「⼼⾝

障害者対策基本法」として制定され、平成５（1993）年に「障害者基本法」として全⾯的に
改正された。平成 16（2004）年の⼀部改正では、都道府県・市町村障害者計画策定の義務
化等が盛り込まれた。また、平成 23（2011）年の⼀部改正により、「障害者」の定義（発達
障害等を含めて障害（機能障害）のみで捉えるのではなく、社会的障壁という社会との関係
性において捉える）の⾒直しが⾏われたほか、地域社会における共⽣等が理念として盛り込
まれた。 
 
◎障害者虐待防止センター 

平成 24（2012）年 10⽉１⽇に施⾏された「障害者虐待の防⽌、障害者の養護者に対する
⽀援等に関する法律」（障害者虐待防⽌法）第 32 条及び第 33 条に基づいて市町村に設置さ
れる。障害者虐待に関する通報・届出の受理及び相談等並びに広報啓発活動を担う。 
 
◎障害者差別解消支援地域協議会 

障害者差別解消法に基づき組織することができる協議会。障害福祉関係機関が障害者差別
に関する相談事例等の情報の共有・協議を通じて、障害者差別解消のための取組を主体的に
⾏う役割を担う。本市においては、⾃⽴⽀援協議会にこの協議会の機能を持たせ、差別解消
のための取組について協議を⾏っている。 
 
◎障害者差別解消法 
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の⼀環として、す

べての国⺠が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に⼈格と個性を尊重し合
いながら共⽣する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的と
して、平成 25（2013）年 6⽉、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（「障害
者差別解消法」）が制定された（施⾏は⼀部の附則を除き平成 28（2016）年 4 月 1日）。 
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◎障害者施策推進協議会 
市町村が障害者計画を策定⼜は変更する際に意⾒を聴くための機関。また、当該市町村に

おける障害者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施
策の実施状況を監視することや障害者施策の推進について必要な関係⾏政機関相互の連絡調
整を要する事項を調査審議する事務を処理する。 
 
◎障害者就業・生活支援センター 
障害のある⼈の就業⾯と⽣活⾯における⼀体的な⽀援を⾏う施設で、雇⽤・福祉・教育な

どの関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に定着するための支援、日常生活や
地域⽣活に関する助⾔などを⾏う。 
 
◎障害者トライアル雇用 
ハローワーク⼜は⺠間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害のある⼈を⼀
定期間雇⽤することにより、その適性や業務遂⾏可能性を⾒極め、求職者及び求⼈者の相互
理解を促進すること等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として
実施するもの。 
 
◎障害者の権利に関する条約（障害者権利条約） 

障害のある人の人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進、保護し、並びに障害の
ある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする国際条約。平成 18（2006）年 12
月 13日、第 61回国際連合総会において採択され、日本は平成 19（2007）年 9月 28日に
署名をし、平成 26（2014）年１⽉ 20日に批准した。教育、労働、社会保障など社会のあら
ゆる分野において、障害を理由とする差別を禁⽌し、障害のある⼈に他者との均等な権利を
保障することを規定している。 
 
◎障害者の雇⽤の促進等に関する法律 
障害のある⼈の雇⽤の促進等を図ることを目的とした法律で、事業主に対して、⼀定割合

の障害のある人を雇用するように義務付けるなど、職業の安定を図るために様々な規定を設
けている。「障害者雇用促進法」とも呼ばれる。 

 
◎障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律（障害者総合⽀援法） 
障害者⾃⽴⽀援法に代わって、平成 25（2013）年 4 月 1⽇から新たに施⾏された法律。 
平成 30（2018）年 4 月からは、障害のある人が自らの望む地域生活を営むことができる

よう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、高齢の障害のある人に対する介護
保険サービスの円滑な利⽤を促進するための⾒直しが⾏われたほか、障害児⽀援のニーズの
多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充が図られた。 
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◎障害者優先調達推進法 
障害のある⼈の経済⾯の⾃⽴を進めるため、国及び地⽅公共団体等の公的機関が、障害者
就労施設等からの物品等の調達を推進するために必要な措置を講じることを定めた法律。 
 
◎小地域ネットワーク活動 
小学校区ごとに設置されている地区福祉委員会が主体となり、地域の高齢者や障害のある

⼈や児童、⼦育て中の親⼦等、⾃⽴⽣活を⾏う上で⽀援を必要とする⼈を対象に⾏う、地域
住⺠による⽀えあい・助けあい活動のこと。 

 
◎情報アクセシビリティ 

パソコンやWebページをはじめとする情報関連のハード、ソフト、サービスなどを、高齢
者や障害のある⼈を含む多くのユーザーが不⾃由なく利⽤できること。 

 
◎⾃⽴訓練 
訓練等給付の対象者に対して、日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な訓練
を⾏う。⾝体障害のある⼈を対象とする「機能訓練」と、知的障害のある人及び精神障害の
ある人を対象とする「生活訓練」に分かれる。 

 

◎⾃⽴⽀援協議会 
障害のある⼈の地域における⾃⽴⽣活を⽀援していくため、当事者とその家族、関係機関、
障害福祉サービス事業者や医療・教育・雇⽤を含めた関係者が、地域の課題を共有し、地域
の⽀援体制の整備について協議を⾏う場で、地⽅公共団体が設置する。なお、障害者総合⽀
援法においては、単に「協議会」という名称で規定されている。これは、地域の実情に応じ
て定められるよう、名称を弾⼒化したためである。 

 
◎⾃⽴⽣活援助 
障害者⽀援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの移⾏を希望する知的障害や精神

障害のある人について、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害の
ある⼈の⽣活⼒等を補う⽀援を⾏う。 

 
◎身体障害者 
身体の機能に障害がある人。身体障害者福祉法の規定では、①視覚障害、②聴覚又は平衡
機能障害、③⾳声機能、⾔語機能⼜はそしゃく機能障害、④肢体不⾃由、⑤⼼臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、直腸⼜は⼩腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能等の内
部障害がある 18歳以上の人であり、身体障害者手帳の交付を受けた人。18歳未満の児童に
ついては、身体障害者手帳の交付はされるが、児童福祉法の適用を受ける。 
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◎身体障害者手帳 
身体に障害のある人が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に
交付されるもの。⾝体障害者⼿帳の等級は重度から１級〜６級に区分されているが、更に障
害の部位（①視覚障害、②聴覚又は平衡機能障害、③音声機能、言語機能又はそしゃく機能
障害、④肢体不⾃由、⑤内部障害）により分けられる。 
 
【せ】 
◎生活介護 
常に介護を必要とする⼈に、昼間、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏うとともに、創作的

活動又は生産活動の機会を提供すること。 
 
◎精神障害者 
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の中で、「統合失調症、精神作⽤物質による

急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義をして
いる。 
 
◎精神障害者保健福祉手帳 
精神疾患を有する⼈のうち、精神障害のため、⻑期にわたり⽇常⽣活⼜は社会⽣活への制
約がある⼈が社会復帰、⾃⽴、社会参加の推進を図ることを目的に交付されるもの。障害の
程度により、重度から１級、２級、３級とし、２年ごとに精神障害の状態について都道府県
知事の認定を受ける必要がある。 
 
◎精神通院医療 
精神障害者の適正な医療の普及を図るため、精神障害のある⼈に対し、病院等へ⼊院する
ことなく⾏われる精神障害の医療。以前は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基
づく制度であったが、障害者⾃⽴⽀援法（現・障害者総合⽀援法）の施⾏に伴い、平成 18（2006）
年４⽉からは、⾃⽴⽀援医療の⼀種として位置付けられている。 
 
◎成年後⾒制度 

認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人など、判断能⼒が不⼗分であるため
に法律⾏為における意思決定が不⼗分⼜は困難な者について、その判断⼒を補い保護⽀援す
る制度。法定後⾒制度と任意後⾒制度の２つからなる。 
  
【そ】 
◎相談支援専門員 
障害のある⼈等の相談に応じ、助⾔や連絡調整等の必要な⽀援を⾏うほか、サービス等利

用計画を作成する者。実務経験と相談支援従事者研修の受講が要件となる。相談支援事業を
実施する場合には、相談支援専門員を置く必要がある。 
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【ち】 
◎地域移⾏⽀援 

障害者支援施設等に入所している障害のある人又は精神科病院（精神科以外の病院で精神
科病室が設けられているものも含む）に入院している精神障害のある人に対して、住居の確
保その他の地域での⽣活に移⾏するための活動に関する相談その他の便宜を供与すること。 
 
◎地域共生社会 

「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、高齢者、障害のある人、子ども
など地域のあらゆる住⺠が役割を持ち、⽀えあいながら⾃分らしく活躍できる地域社会。 
 
◎地域生活支援拠点等 
各地域内で地域移⾏⽀援の機能（地域⽣活への移⾏、親元からの⾃⽴等に係る相談、ひと
り暮らし、グループホームへの⼊居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイの利便性・
対応⼒の向上等による緊急時の受⼊れ・対応機能の確保、人材の確保・養成・連携等による
専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づ
くりを⾏うなどの機能）を集約し、グループホーム⼜は障害者⽀援施設に付加した拠点のこ
と。 
 
◎地域生活支援事業 
障害のある⼈が、その有する能⼒及び適性に応じ⾃⽴した⽣活や社会⽣活を営むことがで
きるよう、また、効率的・効果的に障害のある⼈の福祉の増進を図り、国⺠が相互に⼈格を
尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、地域の特性
や利⽤者の状況に応じた柔軟な事業形態により実施する事業。事業内容によって市町村と都
道府県が実施主体となって取り組むものがある。 
 
◎地域定着支援 
居宅において単⾝等の状況で⽣活する障害のある⼈等に対して、常時の連絡体制を確保し、
障害の特性によって⽣じた緊急の事態等において相談その他の便宜を供与すること。 
 
◎地域包括ケアシステム 

障害や加齢、疾病を起因として生活に支援を要するようなっても、住み慣れた地域で、安
心して尊厳あるその人らしい生活をできる限り続けられるよう、その人が必要とする支援に
対応し、様々なサービスを、継続的・包括的に提供していくこと。介護保険においては、住
まい・医療・予防・⽣活⽀援が⼀体的に提供されるケアシステムの構築が進められている。 

 
◎知的障害者 
知的機能の障害が発達期（おおむね 18 歳まで）にあらわれ、日常生活に支障が生じてい

るため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある人。 
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◎聴導犬 
⽿の不⾃由な⼈の⽇常⽣活を助けるため、特別な訓練を受けた⽝。⽞関のチャイムや FAX

着信音、危険を意味する音などを聞き分け、必要な情報を伝える。介助犬、盲導犬と共に、
補助犬と呼ばれる。  
 
【て】 
◎デイジー図書 
DAISY（Digital Accessible Information System）という規格を用いた、視覚障害のある
⼈のためのデジタル録⾳図書。⾒出しから検索して読みたい部分を読んだり、読み⾶ばした
り、一般の本のような読み方ができる。 
 
【と】 
◎同⾏援護 
視覚障害により移動に著しい困難を有する⼈が外出する際、本⼈に同⾏し、移動に必要な
情報の提供や、移動の援護など、必要な援助を⾏うサービスのこと。 
 
◎特定相談支援 
 基本相談支援に加え、障害福祉サービスの⽀給決定⼜は⽀給決定の変更前に、サービス等
利⽤計画案を作成し、⽀給決定⼜は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、サービス
等利⽤計画の作成を⾏い、⽀給決定後は、⼀定期間ごとにモニタリングを⾏うなどの支援の
こと。 
 
◎特例⼦会社 
企業が障害のある人の雇用を促進する目的でつくる子会社のこと。一定の要件を満たす場
合には、特例としてその⼦会社に雇⽤されている労働者を親会社に雇⽤されているものとみ
なして、実雇⽤率を算定できることとしている。 
 
【な】 
◎内部障害 
⼼臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸⼜は⼩腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能等の障害で、永続し、⽇常⽣活が著しい制限を受ける程度のもの。 

 
◎難病 
治療が難しく、慢性の経過をたどる疾病のこと。平成 25（2013）年４⽉に施⾏された障害
者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わり、障害福祉サービスを受けること
ができるようになっている。 
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【は】 
◎発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性
障害（ＡＤＨＤ）、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において
発現するものとして政令で定めるものとされる。（発達障害者⽀援法第２条第１項） 
 
◎発達障害者支援センター 
発達障害児（者）への⽀援を総合的に⾏うことを目的として、発達障害者支援法に基づき

設置される専門的機関。 
 
◎バリアフリー 

高齢者や障害のある人にとっての、道路や建築物の⼊り⼝の段差などの物理的なバリア（障
壁）や、社会参加を困難にしている社会的、制度的、⼼理的なバリアを除去すること。 
 
【ひ】 
◎ピアサポート 
障害のある⼈同⼠や、障害児の保護者同⼠など、⽀援を受ける⼈と同じ⽴場にある⼈が、
⾃らの体験に基づき、相談に応じたり、社会参加や地域での交流、問題の解決などを⽀援す
る活動。 
 
◎ＰＤＣＡサイクル 
様々な分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活⽤されているマネジメント⼿

法で、「計画（Plan）」、「実⾏（Do）」、「評価（Check）」、「改善（Act）」の順に実施していく
プロセスのこと。業務を進めるにあたり、計画を⽴て、それを実⾏し、結果を評価した後、
改善して次のステップへとつなげていく過程は、業務の質を高めていく上で重要となる。 
 
◎避難⾏動要⽀援者 
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であ
って、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に⽀援を要する者のこと。本市では、「地
域の絆づくり登録制度」として、障害のある⼈や医療的ケアが必要な⼈などを対象に、関係
機関と相互の情報共有をすることにより、地域における⽇常からの⾒守り・声かけ活動や災
害時の⽀援体制づくりを⾏うことをめざしている。 

 
【ふ】 
◎福祉的就労 

一般就労が困難な障害のある人が、各種の就労のための訓練施設や作業所で職業訓練など
を受けながら作業を⾏うこと。 
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◎福祉避難所 
介護の必要な高齢者や障害のある人など一般の避難所では生活に支障のある人に対して、
ケアが⾏われるほか、要援護者に配慮したポータブルトイレ、⼿すりや仮設スロープなどバ
リアフリー化が図られた避難所のこと。 
 
◎不当な差別的取扱い 
障害があるということだけで、正当な理由もなく、サービスの提供を拒否したり、制限し
たり、条件を付けたりする⾏為。障害があるという理由だけでスポーツクラブに⼊れない、
アパートを貸してもらえない、⾞いすだからお店に⼊れないことなど。 
 
【へ】 
◎ペアレント・メンター 

自閉症など発達障害のある子どもを育てた経験のある親であって、同じように発達障害の
診断を受けた⼦どもを持つ親等に対し、⾃⾝の⼦育ての経験から相談に応じたり、助⾔を⾏
う者。大阪府のペアレント・メンター事業では、市町村が実施する研修会等にペアレント・
メンターを派遣し、子育てに関する経験談の紹介や、保護者目線での情報提供といった活動
を通して、発達障害のある人の親等をサポートしている。 
 
【ほ】 
◎放課後等デイサービス 
在学中の障害のある⼦どもに、放課後や夏休み等の⻑期休暇中において、⽣活能⼒向上の

ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって⾃⽴を促進するとともに、
放課後等の居場所づくりを⾏うサービスのこと。 
 
◎法定雇⽤率 
「障害者の雇⽤の促進等に関する法律」に基づいて、事業主に義務付けられている、全従
業員数における障害のある人の雇用の割合（「障害者雇⽤率」ともいう）。令和３（2021）年
３⽉１⽇からは、法定雇⽤率が、⺠間企業では 2.3％、国・地方公共団体・特殊法人では 2.6％、
都道府県等の教育委員会では 2.5％へと、それぞれ 0.1 ポイント引き上げられ、対象となる
事業主の範囲が従業員 45.5 人以上から、43.5 人以上へと広げられている。法定雇⽤率を達
成していない事業主には、毎年度、未達成数に応じて障害者雇⽤納付⾦の納付を義務付け、
達成している事業主に対しては、障害者雇⽤調整⾦や報奨⾦が⽀給される。 
 
◎ボッチャ 
ヨーロッパで⽣まれた重度脳性まひ、もしくは同程度の四肢重度機能障害のある⼈のため

に考案されたスポーツでパラリンピック正式種目。ジャックボール（目標球）と呼ばれる白
いボールに、⾚・⻘それぞれ６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当て
たりして、いかに近づけるかを競う。 
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【も】 
◎盲導犬 
目の不⾃由な⼈が道路で安全に歩⾏することを助けるため、特別な訓練を受けた⽝。例え
ば、段差や交差点、障害物を教えるなどのサポートをする。路上では、⽩⼜は⻩⾊のハーネ
スと呼ばれる胴輪を付けている。介助⽝、聴導⽝と共に、補助⽝と呼ばれる。 
  
【ゆ】 
◎ユニバーサルデザイン 
 年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの⼈が利⽤可能であるよう
にデザインすること。 
 
【ら】 
◎ライフステージ 
⼈⽣の各段階。乳幼児期・就学期・成⼈期・⾼齢期などに分けられる。⺟⼦保健では思春
期、妊娠・出産期、更年期、⾼齢期などともいい、区分は様々である。 

 
【り】 
◎リハビリテーション 
障害のある⼈が、社会⽣活に復帰するための総合的な治療的訓練。⾝体的機能回復訓練、
精神的、職業的な復帰訓練も含まれる。 
 
◎療育⼿帳 
 知的障害者（児）相談や援助が受けやすくなるよう、児童相談所⼜は知的障害者更⽣相談
所において、知的障害と判定された⼈に対して⼤阪府より交付される⼿帳。障害の程度とし
て、Ａ（重度）・Ｂ１（中度）・Ｂ２（軽度）の区分がある。 
 
◎療養介護 
医療と常時介護を必要とする⼈に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び
⽇常⽣活の⽀援を⾏うこと。 
 
【ろ】 
◎ロコモティブシンドローム（運動器症候群） 
ロコモティブは、骨や関節、筋肉など体を動かす組織すべてをさす「運動器の」という意
味。それら運動器の衰えが原因で、歩⾏や⽴ち座りなどの⽇常⽣活に⽀障をきたしている状
態のことをロコモティブシンドロームという。（通称︓ロコモ） 
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